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はじめに

　平成 26 年 4月 30 日に公布された「学校保健

安全法施行規則の一部を改正する省令」により、

平成 28年 4月 1日から児童生徒等に新たな定期

健康診断が実施されることになっている。その実

施にあたり、日本学校保健会において現在、『健

康診断マニュアル』の改訂作業が進められており、

今年 7月頃の完成が見込まれている。マニュア

ルが改訂された後は、来年 4月からの円滑な実

施に向けて、関係者への周知や研修など実施体制

の速やかな整備が重要となるが、現時点では、新

たな定期健康診断についての理解の促進が必要と

考える。そこで本稿では、この度の改正の目的・

内容、今後の課題について述べてみたい。

　

学校における健康診断の意義

　学校保健安全法の規定に基づいて児童、生徒、

学生及び幼児（以下、「児童生徒等」という）に

行われる健康診断は、児童生徒等の教育を円滑に

行うための保健管理の中核であり、かつ児童生徒

等に生涯にわたる健康の保持増進のために必要な

実践力を育成するための教育活動の一つである。

健康診断は、医学的見地から個人及び集団の健康

状態を把握・評価をするとともに、発育・発達や

疾病異常に関する現状や問題点を明らかにし、継

続的な保健管理や健康相談、健康教育等を通して

個人及び集団の課題解決に役立てるという重要な

意義を有している。

健康診断の歴史的背景

　学校における健康診断は、明治 21年に行われ

た活力検査がはじまりとされ、明治 33年の「学

生生徒身体検査規定」により身体検査と名称を変

えた。その後、昭和 33年に公布された「学校保

健法」により健康診断となった。昭和 47年の「保

健体育審議会答申」に基づき健康診断の見直しが

行われ、健康診断を選別の手段とするスクリーニ

ング方式として定義が図られ、集団検診としての

目的が明確になった。平成 6年には胸囲測定の

廃止、平成 14年には定期健康診断における色覚

検査の実施義務が全廃となった。平成 21年には

「学校保健法」から「学校保健安全法」に改題され、

定期の健康診断が特別活動の健康安全・体育的行

事として位置付けられ、教育活動として展開され

ることとなった。

学校における健康診断の目的・役割

・学校保健安全法：学校における児童生徒等の健

康の保持増進を図るため、学校における保健管理

について定められており、健康診断はこの中核に

位置する。

・学習指導要領：特別活動の中で健康安全・体育

的行事として位置付けられ、教育活動として実施

されるという一面を有している。

 ・健診の役割：家庭における健康観察を踏まえ、

学校生活を送るに当たり支障があるかどうかにつ

いて、疾病をスクリーニングし健康状態を把握す

る役割と、学校における健康課題を明らかにして

健康教育に役立てる役割とがあり、この２つの役

今月の視点

新たな定期健康診断について

常任理事　今村　孝子



平成 27年 6月 山口県医師会報 第1858 号

464

割について、学校関係者や保護者の間で、共通の

認識を持つことが重要である。

スクリーニングとしての健康診断

　学校における健康診断においては、学業やこ

れからの発育に差し支えの出るような疾患がな

いか、他の人に影響をあたえるような感染症にか

かっていないかということを見分けることがスク

リーニングの目的となる。ゆえに、細かく専門的

な診断を行うことまでは求められておらず、異常

の有無や医療の必要性の判断を行うものと捉える

ことが適当である。また、子どもの健康課題は、

発達段階に応じて異なる側面を持つため、その点

についても留意する必要がある。

　　　　　

学校保健安全法施行規則の改正（平成 26年 4月

30日）

１）改正の概要

　①児童生徒等の健康診断

　　ア）座高の検査を必須項目から削除

　　　座高検査は、その数値のみでは児童生徒の

　　健康管理に活用できず、個々の成長評価にほ

　　とんど用いられていないこと等から必須項目

　　から削除された。一方、身長・体重の測定値

　　を個々の児童生徒の健康管理に活用するには

　　すべての児童生徒について身長・体重成長曲

　　線を描く必要がある。正常な成長の確認とと

　　もに、成長曲線に異常があれば、必ず病的な

　　状態と考えられる。病的状態の早期発見によ

　　り治療に結びつけることが可能となる。

　　　今後の課題として、身長曲線・体重曲線の

　　積極的な活用が重要であるが、そのためには

　　身長・体重の測定値をデジタル管理すること

　　が大切である。今後、共通ソフトの作成・配

　　付など実施体制のサポートに加え、小学校と

　　中学校のさらなる連携強化が望まれる。

　　イ）寄生虫卵の有無を必須項目から削除

　　　寄生虫卵検出率には地域性があり、一定数

　　の陽性者が存在する地域においては、今後も

　　検査の実施や衛生教育の徹底が必要である。

　　ウ）「四肢の状態」

　　　今回新たに必須項目として加わったもの

　　で、四肢の形態及び発育並びに運動器の機能

　　の状態に注意をすることが規定された。子ど

　　ものスポーツ医学的課題として、身体活動の

　　二極化により、それぞれに健康上の問題があ

　　げられている。一般的には、生活環境の変化

　　などにより身体を動かす機会が減少すること

　　により、体力・運動機能の低下が起こってい

　　るが、一方で運動過多などに起因するスポー

　　ツ障害も後を絶たない。骨・関節などの運動

　　器に関するさまざまな課題が増加しており、

　　対応の一つとして運動器検診が健康診断の必

　　須項目に加えられた。運動器検診に当たって

　　は、健康調査票などを活用して家庭における

　　観察を踏まえた上で、学校側がその内容を学

　　校医に伝え、学校医が診察をし、異常が発見

　　された場合は保健指導や専門機関への受診に

　　繋げるなどの事後措置が求められる。実施に

　　当たっては、学校医や養護教諭などに対して、

　　研修などにより整形外科医等専門的な立場か

　　らの助言を得る機会を設けることが重要であ

　　る。

　　　「四肢の状態」についての定期健康診断は、

　　スクリーニングを目的としたものとはいえ、

　　診断のための十分な情報を得るためには動作

　　の確認などが必要である。現在、多くの学校

　　で実施されている限られた時間内での定期健

　　康診断では、実施にあたり課題は多いと推察

　　される。

　　エ）保健調査

　　　学校医・学校歯科医がより効果的に健康診

　　断を行うために、健康調査の実施時期が見直

　　され「小学校入学時及び必要と認めるとき」

　　から、「小学校、中学校、高等学校及び高等

　　専門学校においては全学年（中等教育学校及

　　び特別支援学校の小学部、中学部、高等部を

　　含む）、幼稚園及び大学においては必要と認

　　めるとき」となった。「今後の健康診断の在

　　り方等に関する検討会」の見解として、「担

　　任や養護教諭等が事前に保健調査等で児童生

　　徒の健康状態を把握し、健診時に医師に伝え

　　ることは非常に重要であり、かつ健康に関す

　　る情報を保護者に提供してもらうことが、保
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　　護者の問題意識と学校の健康診断をつなぐ架

　　け橋になる」としている。

　 ②職員の健康診断

　　ア）血圧

　　　検査法を水銀血圧計に限定しない。（技術

　　の進展や「水銀に関する水俣条約」の採択に

　　よる）

　　イ）胃

　　　胃の疾患及び異常の検査について、胃部

　　エックス線検査以外の検査法を新たに認める

　　よう改める。（検査技術の進展を踏まえ）

　③就学時健康診断

　　予防接種法の改正に伴い、就学時健康診断票

　の予防接種の欄に、新たに定期接種とされた

　Hib 感染症、肺炎球菌感染症の予防接種を追加

　した。

　④施行期日

　　改正後の規定の施行期日は、職員の健康診断

　及び就学時健康診断票に係る改定規定について

　は公布日である平成 26 年 4月 30 日、児童生

　徒等の健康診断に係る改定規定については平成

　28年 4月 1日である。

２）マニュアルの改訂

　　『児童生徒の健康診断マニュアル』改訂（公

　益財団法人 日本学校保健会 発行）

３）実施に係る留意事項

　① 児童生徒等の健康診断の役割について

　　家庭における健康観察を踏まえ、学校生活を

　送るに当たり支障があるか否かについて疾患の

　スクリーニングを行い、個々の健康状態を把握

　する役割と、学校における健康課題を明らかに

　して、　健康教育の充実に役立てる役割がある。

　②色覚検査について

　　平成 15年度より定期健康診断の必須項目か

　ら削除され、希望者に対して個別に実施するこ

　ととされた。しかし、ほとんどの学校で色覚検

　査が実施されなくなり、進学や就職に際して初

　めて色覚による就業規則に直面するなど、自ら

　の異常に気づかない色覚異常の生徒が就職・進

　学で不利益を受けるという事態が報告されてい

　る。このため平成 26 年 4月 30 日の学校保健

　安全法施行規則の一部改正通知では、学校医に

　よる健康相談において、児童生徒や保護者の事

　前の同意を得て個別に検査、指導を行うなどの

　適切な対応ができる体制を整備すること、教職

　員が色覚異常に関する正確な知識をもち学習指

　導、進路指導、生徒指導等において色覚異常に

　配慮することなどが留意事項として示された。

　特に、児童生徒が自身の色覚の特性を知らない

　まま不利益を受けることのないよう、保健調査

　に色覚に関する項目を新たに追加するなど、よ

　り積極的に保護者への周知を図る必要があると

　された。色覚検査を勧める時期としては、小学

　校低学年（小学 1年生の秋以降）での実施が

　望まれるが、小学校で検査を受けなかった生徒

　は進学・就職など進路を考え始める中学校での

　実施が望まれる。

　③事後措置について

　　健康診断の結果、心身に疾病又は異常が認め

　られず、健康と認められる児童生徒等について

　も事後措置として健康診断の結果を通知し、そ

　の児童生徒等の健康の保持増進に役立てる必要

　がある。

おわりに

　冒頭に触れたように、現時点では『健康診断マ

ニュアル』の改訂がなされていないため、関係者

の研修等実施に向けた体制の新たな整備はこれか

らという状況である。特に運動器検診は多くの課

題があり、「歩きながら考える」の状況は否めな

い。ともあれ学校における定期健診はスクリーニ

ングとしての役割が重要であることから、異常の

有無や医療の必要性の判断であることを改めて認

識し、改正の意義が活かせる健康診断を実施する

ことが求められる。特に、今回の改正の一つであ

る健康調査の対象拡大を機に、事前の健康情報の

把握、健康診断の精度向上、保護者・学校医・養

護教諭など関係者の連携強化、現代的な健康課題

の把握（アレルギー疾患、生活習慣病、発達障害

など）、情報の継続性など、健康調査のさまざま

な利点を十分に発揮していくことへの工夫が重要

と考える。
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3 回
山口県医師会臨時代議員会

第 175 回
山口県医師会臨時代議員会

開会宣言
　保田議長、定刻、代議員会の開会を告げ、出席

議員の確認を求める。

　事務局、確認の上、議員定数 64名中、欠席 8名、

出席議員 56 名であり、定款第 25 条に規定する

定足数を充足していることを報告。

　保田議長、会議の成立を告げ、会長挨拶を求め

る。

会長挨拶
小田会長　代議員の皆様には、ご多忙の中ご参集

いただき誠にありがとうござ

います。

　平素は山口県医師会の会務

運営にご尽力並びにご理解い

ただき感謝申し上げます。

　さて、4月 14 日から「医

療保険制度改革法案」の審議が衆議院本会議で

始まったところです。塩崎厚労相は「紹介状なし

で大病院を受診する場合に求める定額負担につい

て、かかりつけ医と大病院の外来の機能分化をさ

らに進めることが目的だ」と説明した上で、「こ

うした目的に照らし、やむを得ない事情がある場

合には定額負担を求めることは適当でない」と述

べるなど、2016 年度からの定額負担導入に向け

て本格的な審議がなされております。

　2025 年に向けて、かかりつけ医機能を中心に

据えた地域医療提供体制の確立が果たされるもの

と思われます。

　そのためには、かかりつけ医の活動を支援する

ことが重要であり、地域医療、介護に係る情報の

把握、提供できる体制の整備が必要であります。

　折しもこの 4月から、地域の実情に応じて過

不足ない医療提供体制を適切に構築するための地

域医療構想を二次医療圏ごとに策定する協議会が

立ち上がったところであり、皆様方の中からも多

くの方が参加されることと思います。この地域医

療構想が真に地域住民にとって良いものになるか

否かは、郡市医師会の取組みにかかってくると思

われます。まさに地域の実情を熟知している郡市

医師会がイニシアチブを取って、地域医療にとっ

てあるべき構想を策定されるようお願いいたしま

す。

　一方、国においては 4月 16日に開催されまし

た経済財政諮問会議において、インセンティブ改

革により医療サービスの提供体制を改革する例と

して、病床再編を加速するため診療報酬による大

胆な誘導、例えば 7対 1病床の厳格化に加え、同

入院基本料や各種加算を下げて 15対 1病床等の

収益差を縮小する等が挙げられています。元々、

と　き　　
　平成 27 年 4月 23 日（木）
　　　 　　15：00 ～ 16：25
ところ
　　山口県医師会
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厚労省の医政局では、地域医療構想の病床再編は

診療報酬にはリンクしないと日医も言っていたわ

けですが、削減、転換を調整するものではなく、

不足しているところを手厚くする仕組みだと言っ

ております。しかしながら、果たしてどうなるか

は分かりません。山口県は慢性期が多く、回復期

が少ないというのが地域の実情ではありますが、

拙速に再編すると地域医療の崩壊を招くおそれも

出てきます。いずれにしても診療報酬に関しては

中医協が決めるものだと思っており、12 月の予

算の概算要求が危ぶまれますが、それまでは注視

し、いろいろな活動をしていかなければならない

と考えております。

　こうした医師会のさまざまな取組みにより実効

性のあるものにするためにも、会員組織率の向上

等による医師会の組織強化が急務であります。よ

り強い医師会となるためには、多くの医師会員の

力強い後押しが必要であると考えますので、皆様

のご協力により会員の加入促進をお願いいたしま

す。

　本日の代議員会は、日医代議員会の報告、議案

として定款等の一部改正、平成 27年度の事業計

画及び予算、そして代議員会議決権限の委任につ

いて提出しておりますので、ご審議のほどよろし

くお願いいたします。

議事録署名議員指名
　議長より議事録署名議員に次の 2名を指名。

　　津田　廣文（徳　山）

　　矢野　忠生（宇部市）

出席者

岩 国 市

宇 部 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

長 門 市

長 門 市

徳 山

徳 山

徳 山

徳 山

徳 山

大 島 郡

玖 珂

熊 毛 郡

保田　浩平

猪熊　哲彦

石川　　豊

長岡　　榮

赤司　和彦

時澤　郁夫

坂井　尚二

木下　　毅

堀地　義広

佐々木義浩

上野　雄史

青柳　俊平

天野　秀雄

岡田　和好

津田　廣文

津永　長門

佐藤　信一

髙木　　昭

宮内　善豊

嶋元　　徹

河郷　　忍

近藤　幸宏

吉　 南

吉　 南

吉　 南

厚 狭 郡

美 祢 郡

美 祢 市

下 松

下 松

岩 国 市

岩 国 市

宇 部 市

宇 部 市

宇 部 市

宇 部 市

宇 部 市

宇 部 市

小 野 田

小 野 田

光 市

光 市

山 口 市

山 口 市

田村　正枝

西田　一也

吉松　健夫

河村　芳高

坂井　久憲

藤村　　寛

篠原　照男

宮本　正樹

小林　元壯

大島　眞理

矢野　忠生

綿田　敏孝

西垣内一哉

黒川　　泰

内田　悦慈

森谷浩四郎

西村　公一

長澤　英明

平岡　　博

丸岩　昌文

吉野　文雄

淵上　泰敬

山 口 市

山 口 市

山 口 市

萩 市

萩 市

柳 井

柳 井

防 府

防 府

防 府

防 府

防 府

矢野　　秀

近藤　　修

成重　隆博

中嶋　　薫

森　　繁広

前濱　修爾

弘田　直樹

神徳　眞也

山本　一成

木村　正統

村田　　敦

岡澤　　正

会 長

副 会 長

副 会 長

専務理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

監 事

監 事

監 事

広報委員

小田　悦郎

吉本　正博

濱本　史明

河村　康明

弘山　直滋

萬　　忠雄

林　　弘人

加藤　智栄

藤本　俊文

今村　孝子

武藤　正彦

沖中　芳彦

香田　和宏

中村　　洋

清水　　暢

原　　伸一

舩津　浩彦

山本　貞壽

武内　節夫

藤野　俊夫

石田　　健

代議員 県医師会
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会務報告　日本医師会臨時代議員会について
　河村専務理事より、3月 29
日に開催された第 134 回日本

医師会臨時代議員会について

報告。詳細は日医ニュース第

1287 号を参照。

報告第 1号　理事会の会務分担について
　小田会長より、平成 27年度の理事会会務分担
について、新設並びに変更したものを報告。詳細

は下記の表を参照。

平成 27年度　理事会会務分担
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議案第 1号　一般社団法人山口県医師会の定款
等の一部改正について
河村専務理事　本会は平成 25年 4月 1日に一般
社団法人に移行し、新定款に基づき会務運営を行

ってきたが、その中で実務上の課題も見えてきた

ところであり、昨年 12 月 17 日付の定款等検討

委員会の答申を受けて、今回 2つの課題につい

て改正を行うものである。また併せて、条文整理、

字句修正を行いたい。

　改正の主な概要は以下のとおりである。

（1）代議員会の任務

　　・事業計画及び収支予算書の承認を削除し、

　　　代議員会への報告事項とする。

（2）役員の選任等

　　・理事選任の役職区分を、現行の「会長及び

　　　理事」から「会長、副会長及び理事」とす

　　　る。

（3）理事の職務

　　・副会長を代議員会で選定することにより代

　　　表理事となり、会長が欠けたとき又は会長

　　　に事故があるときは、副会長は、あらかじ

　　　め理事会の決議で定めた順位により、会長

　　　の職務を代行することが可能となる。

議案第 2号　平成 27 年度山口県医師会事業計
画について
吉本副会長　平成 27年度山口県医師会事業計画

について説明する。

　96 兆 3,420 億円と過去最

大規模となった 2015 年度予

算で、厚生労働省の社会保

障関係費は 3.2% 増の 29 兆

4,505 億円、そのうち医療は

2.6% 増の 11兆 4,891 億円が計上された。

　今後、超高齢社会の進展や医療の高度化等によ

り、社会保障費は毎年１兆円程度増加すると予測

され、また、2016 年度には診療報酬の改定が予

定される中で、医療・介護を中心とした社会保障

費の抑制に向けた議論が、経済財政諮問会議や規

制改革会議等の政府諮問機関で活発化するものと

考えられる。さらに、控除対象外消費税問題や営

利産業の医療への参入問題等、医療に関する課題

は山積している。

　こうした中、日本医師会は、個々の課題に対し、

「国民の安全な医療に資する政策か」、「国民皆保

険は堅持できる政策か」の二つの政策判断基準の

下に、医療現場の意見を大切に、主張すべきは主

張し、是々非々で政府と対峙するとしており、本

会としても日本医師会と連携を密にし対応してい

く。

　また、「医療介護総合確保推進法」に基づき、

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

することが求められ、効率的かつ効果的な医療提

供体制の構築に向けて、病床機能の分化・連携や

地域医療構想の策定が進められるとともに、在宅

医療・介護の連携をはじめ地域包括ケアシステム

構築など、地域医療を取巻く環境は医療のみなら

ず介護サービスも含め、より多面的に対応するこ

とが求められている。

　本会としては、地域が抱えるこれらの課題は地

域により異なることから、地域の実情に合った構

想、システムとなるよう県、市町、郡市医師会等

と連携を図り対応することとする。さらに、本年

10月にスタートする医療事故調査制度において、

県医師会は支援機関としての役割が期待されてお

り、国のガイドラインや先発県を参考に、その体

制づくりを進める。その他、医師不足や勤務医の

過重労働問題、診療科・地域偏在による医療格差、

救急医療体制の充実は長年の懸案であるが、県行

政や関係機関と連携を強め的確に対応していくこ

ととする。

　以下の 17項目を今年度の重点事業として積極

的に推進していく。なお、４、６、７、16 は今

年度新規重点事業である。

  １．郡市医師会・関係団体との連携強化

  ２．医療制度改革に対する的確な対応

  ３．診療報酬改定に関する的確な対応

  ４．地域医療介護総合確保基金の導入

  ５．地域医療構想（ビジョン）策定への対応

  ６．地域包括ケアシステム構築への対応

  ７．在宅医療・介護連携の推進

  ８．地域医療連携体制の確立

  ９．災害救急医療体制の整備促進
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10 ．地域保健（予防接種）の推進

11．医師確保対策の推進

12．勤務医・女性医師対策の充実強化

13．生涯教育の充実

14．広報・IT 化対策の推進

15．医療安全対策の推進

16．医療事故調査制度への対応

17．県臨床研修推進センターの円滑な運営

生涯教育

　近年、生涯教育セミナーの参加者が減少傾向に

あるため、時節に応じた講演演題の設定、講演開

催時間の工夫等の検討を行い、会員の積極的な参

加を増加させる。

医療・介護保険

　萬常任理事が日医の診療報酬検討委員に就任し

たことから、本会から意見を提出する機会が増え

た。そこで次回診療報酬改定に向けた対応につい

て、中国四国ブロックの各県と共同で検討する場

を設け、意見を積み上げ、日医の診療報酬検討委

員会に積極的に提出していく。また、2016 年度

診療報酬改定の説明会を県内 7地区で開催する。

地域医療

　昨年 6月の「医療介護総合確保推進法」の成

立を受け、同年 10月から病床機能報告制度が開

始された。都道府県はその報告による情報や医療

需要の将来推計等を活用し、二次医療圏ごとに、

その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能

の分化と連携を適切に推進するためのビジョンを

策定することとなっている。構想区域ごとに「協

議の場」が設置され、郡市医師会をはじめ医療関

係者が参画することとなるが、地域の実情や抱え

る課題はそれぞれ異なることから、本会としても

積極的に参画し、郡市医師会と緊密に連携しなが

ら対応していく。

　在宅医療・介護連携推進事業は今年度から介護

保険法の地域支援事業に位置づけられ、市町が主

体となって郡市医師会と連携して取り組むことに

なった。県医師会と郡市医師会それぞれの役割を

整理し、地域の実情に沿った事業が展開されるよ

う取組み事例等を情報提供して、郡市医師会の取

組みを支援する。

　小児救急医療電話相談事業は、昨年 10月から

相談時間を延長して実施しているが、小児救急医

療対策協議会において延長分を含めた事業評価な

どを協議・検討していく。

地域保健

　今年度は中国四国学校保健担当理事連絡会議、

中国地区学校保健・学校医大会を本県の引き受け

で開催するため、県内の学校医・学校保健関係者

に参加・協力を呼びかけていく。

　産業保健関係では、本年 12 月から従業員 50

人以上の事業所においては従業員に対するスト

レスチェックが義務化される。そこでストレス

チェック制度に関する研修を山口労働局、山口産

業保健総合支援センター等と連携して実施する。

広報・情報

　ここ数年、山口市内で開催していた県民公開

講座を山口市周辺の県民だけでなく、その他の地

区の県民にも聴講する機会を持っていただくため

に、今年度は岩国市で開催することとした。開催

日は 11月 15日（日）、開催場所は岩国市民会館

である。

医事法制

　原因究明、再発防止を目的とする医療事故調査

制度が本年 10月 1日に施行される。各都道府県

ごとに医療事故調査等支援団体が設置されること

となるが、本県では本会が同支援団体として登録

を行う予定であり、そのための体制整備を進めて

いく。

勤務医・女性医師

　医師事務作業補助者の活用が医師の過重労働の

軽減に大いに資することが、一昨年度、昨年度と

2年連続で開催した医師事務作業補助者シンポジ

ウムで結論とされたことを踏まえ、導入への普及

啓蒙やスキルアップ研修に係る事業を推進してい

く。また、勤務医の情報収集や連携、事業推進の

ための医局長連携によるネットワークの構築、地
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域に出向いての「なんでもトーク」情報交換会の

開催に取り組んでいく。

医業

　厚労省は、医療機関の勤務環境改善に係るワン

ストップの相談体制構築のため、各都道府県に勤

務環境改善支援センターの設置を求めている。本

県においても同センターの設置が予定されてお

り、連携を強化し対応していく。

　

議案第 3号　平成 27 年度山口県医師会予算に
ついて
香田理事　平成 27 年度山口県医師会予算につ

いて説明する。前年実績よ

り、当期収入の総額は 5 億

393 万 4 千円で、対前年比

458 万 6 千円の減となった。

支出の総額は 4 億 8,013 万

2 千円で、当期収支差額は

2,380 万 2千円を見込んでいる。

　　

収入の部

　大科目Ⅰの会費及び入会金収入は 2億 7,025

万 2 千円で、前年度に対して 23 万 9 千円の減

となっている。予算積算に用いた会員数は 2,640

人で、これを前年度と比較すると 1号会員は 5

名増の 1,311 人、2号会員は 40 名減の 894 人、

3号会員は 10名減の 435 人となり、会員数は前

年度より 45名減となった。入会金収入は、前年

度の納入実績を勘案して、1,500 万円を見込んで

いる。当期収入総額に対する会費・入会金収入の

割合は約 53.6％となっている。

　大科目Ⅱの補助金等収入については1億 3,436

万 6千円で、前年度より387万 4千円の減となっ

ている。その主な要因は、委託費収入の中で、前

年度まで年 2回開催していた緩和ケア研修事業

の開催が今年度より年１回の開催となったこと、

また、地域医療機関ネットワーク促進事業の減額

によるものである。負担金収入、寄付金収入は前

年度と同様である。

　大科目Ⅲの雑収入は 4,339 万 3 千円で、各種

保険に伴う事務手数料等の収益は、ほぼ前年度並

みである。

　大科目Ⅳの特定預金取崩収入は 5,592 万 3 千

円となっている。　

　以上の結果、当期収入合計が 5億 393 万 4 千

円となっている。

支出の部

　大科目Ⅰの実施事業費は 1億 9,712 万 9 千円

で対前年比 494 万円増となっている。

　実施事業１の生涯教育は 1,634 万 3 千円の計

上で、ほぼ前年度並みである。

　実施事業２の医療・介護保険は 1,355 万 5 千

円の計上である。93 万円の増額は、新規事業と

して中国四国医師会診療報酬検討協議会の経費を

約 30万円、また診療報酬改定説明会の経費を約

70万円計上したためである。介護保険、労災保険、

自賠責医療については、前年度とほぼ同額の予算

である。

　実施事業３の地域医療は 2,667 万 3 千円の計

上で、418 万円の減額は昨年度計上されていた

地域医療再生基金が県主導となり、事業から外れ

たためである。なお、新規に地域包括ケアシステ

ムの構築、地域医療構想の対応について予算計上

している。

　実施事業４の地域保健は 3,861 万 9 千円を計

上しており、前年度より 530 万円の増額となっ

ている。これは中国地区学校保健・学校医大会を

本県で引き受けるため、その経費を計上したこと、

また、隔年実施されているマンモグラフィ講習会

が今年度実施されるためである。さらに、新規に

難病指定研修会の予算を計上している。

　実施事業５の広報・情報は 2,661 万円で、ほ

ぼ前年度並みである。

　実施事業６の医事法制は 532 万 4千円の計上

で、248 万円の増額となっている。これは新規

に医療事故調査制度対応経費を計上したためであ

る。なお、一般社団法人移行に伴い、208 万円

を法人会計に計上している。

　実施事業７の勤務医・女性医師は 5,757 万 3

千円で、ほぼ前年度並みである。新規に医師事務

作業補助者フォーラム及び研修会、医学生への啓

発事業の経費を予算計上している。
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　実施事業８の医業は 1,243 万 2 千円で、ほぼ

前年度並みである。

　大科目Ⅱのその他事業は、山口県労働保険事務

組合事業を収益事業の経費として計上している。

　大科目Ⅲの法人事業について、1 の組織は

4,025 万 3千円である。今年度は社会貢献事業と

平成 27年度　山口県医師会 予算
平成 27年４月 1日から平成 28年 3月 31日まで
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して本県で開催される「ねんりんピック」への寄

付金を計上している。新公益法人制度事業では、

医療保険・医事紛争関係経費が含まれている。　

　２の管理費は 2億 656 万円で、(1) の報酬の減

額は、今年度は役員改選がないためである。(2)

の給料手当は、事務局職員にかかる人件費、退職

金であるが、人事勧告の変更に伴うものと前事務

局長の退職に伴う退職金が発生したことによる増

額となっている。

　大科目Ⅳの借入金返済支出は、会館運営協力金

返済支出として 900 万円を計上している。これ

は本年 4月 1日で 70歳を迎えられる第一号会員

並びに退会会員に対して拠出金を返済するもので

ある。

　大科目Ⅴの特定預金支出は 2,714 万 3 千円を

計上している。　

　以上で予算関連議案の説明を終える。よろしく

ご審議くださるようお願い申し上げる。

　　

議案第 4号　代議員会議決権限の委任について
河村専務理事　今年度は、収支予算は定款第 24
条の規定により代議員会の承認事項であるが、会

費の増減を伴わない予算の補正については経理規

程第 19条の規程により、従来どおり、理事会の

権限に委任していただき、これを専決処分により

承認させていただこうとするものである。ご承認

のほど、よろしくお願いしたい。　

質疑応答
（1）審査支払機関における再審査の申し出期間
について
赤司和彦 議員（下関市）　本年 2月に下関市医師

会で行った保険・医療協議

会にて再審査の申し出期間

（６か月以内とする紳士協定）

についての質疑がなされ、

下関国保より「再審査には

６か月ルールが存在するが、

医学的根拠に基づく過誤については明確ではな

い」との回答が山口県国保連合会に確認した結果

としてなされた。昭和 59年度審査事務主任打合

せ会資料によると、「支払基金における再審査に

関する基本的取扱い」として、「再審査の申し出

期間は、原則として６か月以内とする」とある。

さらに留意事項として、「再審査申し出期間の６

か月は、法令の根拠に基づかない関係者間の紳士

協定的なものであること」とあり、この記載から

「紳士協定は６か月以内」という周知がなされた

ものと思われる。この件について、国保連合会も

「６か月ルールは存在する」と述べていることよ

り、承知していたものと考えられる。社保、国保

を問わず、１年前のレセプトの減点通知が散見さ

れる現状は、医療機関の理解と乖離している部分

が多々あると思われる。この件について、県医師

会の見解を伺いたいと同時に、今一度審査支払機

関のみならず保険者と協議していただき、この問

題を整理していただきたくお願い申し上げる。

萬常任理事　このことについては、平成 24年度
の「郡市医師会保険担当理

事協議会」でも岩国市医師

会から質問があり、以下の

とおり本会報平成 24年 7月

号（No.1823）へ掲載して

いる。

再審査期間における紳士協定【岩国市】

　支払基金より半年以上前のレセプトの査定が

あった（全部で 26 件）。問い合わせると「再審

査の提出があればどうしようもない」と回答され

たが、紳士協定は何のためにあるのか。

　平成 22年の社保・国保審査委員合同協議会で

も協議したが、紳士協定とはいえ、行政通知（保

文発第 272 号及び 290 号）であるため、その趣

旨を保険者に周知徹底することが重要である。再

審査の処理は法律的には「内部点検確認行為」（最

高裁判決：第三小法 昭和 53 年 4 月 4 日）であ

るため、医療機関側と患者、保険者間の信頼関係

を阻害しないために、当時の厚生省当局と申し合

せされた協定であり、これに則った取扱いが図ら

れることが必要である。

　以上のように、裁判で争われたのは「医療費通
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知附記について」であるが、最高裁は法律的には

審査支払機関での減点査定等は「内部点検確認行

為」であると認定していることから、当時、日医

と厚生省当局が再審査の実務について申し合せさ

れたことが、「再審査申し出の期間は審査決定後

6か月」とされ、厚生省課長通知が発出されたも

のである。

　これが俗にいう「再審査の紳士協定」であり、

その基は行政通知であることから、医療保険関

係者がしっかり守らなければならないルールであ

る。

　本件に関して、国保連合会へ確認したところ、

「医学的根拠に基づく過誤も含めて 6か月ルール

を遵守しており、市町へも周知している」とのこ

とであったが、再度、審査支払機関から各保険者

に対して、当時の行政通知を周知徹底させる必要

がある。

　なお、6か月ルールとは、実務的には「レセ

プトが保険者へ到着後 6か月」としているため、

診療月からは少なくても 8か月以上を要すこと

となる。

（2）「訪問介護員による蓄尿バッグからの尿の
廃棄」の可否について
赤司議員　下関市医師会訪問看護ステーション
の担当患者で、脊髄損傷のため、常時、尿道バ

ルーンカテーテルが留置されている方がいる。毎

朝のケアで溜まった尿を廃棄するが、ケアマネー

ジャーが「ヘルパーによる尿の廃棄」をケアプラ

ンに記載したところ、下関市介護保険課の実地指

導の折に「ヘルパーにさせることは不適切であり、

看護職員によって行うよう」指導された。現在、

尿の廃棄のために訪問看護を組む必要があり、患

者負担の増加と医療現場の混乱が生じている。

　当会としては、看護師など医療職が配置されて

いない施設（サ高住や有料老人ホームなど）ある

いは家族による廃棄ができない状態の在宅療養に

おいては、これら施設や介護保険の現状を考慮し

て、ヘルパーが尿を廃棄することは致し方ないと

考える。

　下関市介護保険課に指導の根拠を尋ねたとこ

ろ、山口県医務保険課経由で厚生労働省医政局医

事課に再度照会し、「蓄尿バッグ内に貯留した尿

の廃棄を行う際には、一般的に尿が外気に触れる

ことが予想され、感染症の危険があることから注

意を要するため、看護師等の資格を有する者が行

う必要がある」との回答を得たとの返答であった。

　以上の経緯で、平成 26 年 12 月 18 日付、関

医発第 568 号にて、当会から県医師会に対し、

今回の指導に対する見解の照会を行った次第であ

る。今後、訪問介護員による蓄尿バッグからの尿

の廃棄が容認されるように、日医を通じて厚生労

働省に働きかけていただくことを切に要望する。

萬常任理事　蓄尿バッグが厚生労働省の分類上
「医療機器」にあたるため、尿の廃棄が「診療補

助行為」になることが行政の見解と思われるので、

取扱いの変更は難しい。一方で、平成 24年 4月

から、一定の条件の下で、介護職員等による（医

療行為である）喀痰吸引等が認められた。この「等」

の中身は、現在、「経管栄養」に限定されているが、

これに「蓄尿バッグの尿の廃棄」を加えることを

提案していきたい。

　なお、ご承知のとおり、家族による「医療行為」

は「医業」に該当しないため、医師法の禁止項目

ではないことから、家族による「蓄尿バッグから

尿の廃棄」は問題はない。

（3）地域包括診療加算の施設基準に係る報告に
ついて
西村公一 議員（小野田）　地域包括診療加算の届

出医療機関においては、3

月 31日までは適切な研修を

修了したとみなす経過措置

が終了し、４月より経過措

置後の要件を満たしている

か否かの確認書類の提出が

求められたところである。

　日医生涯教育単位やその他の研修単位（時間）

が所定に満たない場合は、辞退届を出すことにな

る。

　この２年間で通算 20 時間以上の研修修了と、

カリキュラムコード 29（認知能の障害）、74（高

血圧症）、75（脂質異常症）、76（糖尿病）でそ
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れぞれ１時間以上の研修受講が義務付けられてい

るが、この研修修了の証明について、会員に十分

理解されておらず、この度の届出において、当医

師会においても混乱が生じている。

　厚生局は「郡市医師会の証明があればよい」と

したようだが、各郡市医師会においても証明の方

法に困惑されたと思う。

　ついては、県医師会から来年度の更新において

混乱が生じないよう、また円滑に進むよう一定の

届出方法（医師会での証明方法）等について示し

ていただきたい。

今村常任理事　ご質問の内容は、平成 26年度の
診療報酬改定において新設

された「地域包括診療加算

（再診料の 20点加算）」の施

設基準に定められた、「慢性

疾患の指導に係る適切な研

修」の受講証明をどのよう

に厚生局へ届け出るのかが問題となったものであ

り、厚生労働省からの通知も、昨年7月14日付「疑

義解釈（その 8）」及び本年 2月 4日付「疑義解

釈（その 12）」により示された範囲のみであり、

地方厚生局も少ない情報の中で混乱していた。県

医師会としても、当該施設基準に合致した「かか

りつけ医機能強化研修会」を昨年 10 月 13 日と

本年 1月 25日に開催し、その修了証と学習単位

取得証を併せて届出に添付することにより終結す

ることを周知してきたところである。

　ご質問の来年度以降の届出については、今のと

ころ「疑義解釈（その 12）」に示されているとお

り「日医の生涯教育認定証ではなく、各講習の受

講記録を添付すること」になる。なお、20 時間

及び所定のカリキュラムコード受講の要件証明に

ついては、各会員個人の受講単位を管理されてい

る郡市医師会が証明していくことが合理的な対応

だと認識している。郡市医師会で各講習会の記録

を確認していただくことにはなるが、郡市医師会

長の押印があり、適切に記載されていれば、各講

習の受講記録の添付は不要になる。

　なお、本加算の施設基準やその届出要領につ

いては、全国的にも改善の要望が多くあるようで

あり、中国四国医師会連合の平成 28年度診療報

酬改定要望にも、本加算に関する施設基準の緩和

及び届出方法の周知徹底が要望されている。今後

の成り行きを注視していくと同時に、変更がなさ

れた場合は速やかに郡市医師会へ情報提供してい

く。

小田会長　日医では、すでに発行が開始されてい
る医師資格証を利用する案が出ている。これは、

カードリーダーに通して日医のデータベースに保

存し、リアルタイムに確認ができるというシステ

ムである。詳細については現在、検討中とのこと

であるが、生涯教育制度の出欠・単位管理等のシ

ステム構築を図るものである。また、各学会や日

本専門医機構と連携を進め、生涯教育制度と同様

に出欠・単位確認サービスも提供される予定であ

る。

（4）農協の次は？
弘田直樹 議員（柳井）　 TPP 交渉が遅い歩みとは

いえ進んでいる気配である。

専らに農業、酪農業、畜産

業関係交渉に光が当たり、

現に JA は政府により改組改

編を余儀なくされる状況に

追いやられているが、いま

だに対岸の火事と見てはいないか。TPP は貿易

関税撤廃だけが対象ではない。日本中のあらゆる

仕組みの規制緩和をアメリカが求めて（狙って）

いるのである。グローバル化、自由競争の美名の

下、わが国独自の社会制度をアメリカ仕様に変え

ようという魂胆である。30 兆円の大市場、国民

皆保険制度が狙われているのである。攻守の勘所

は次の 2点と考えているが、現状を問う。

　（1）混合診療に対する交渉は如何か。一旦混

　合診療を許すと公的保険診療の範囲がどんどん

　縮小し、結果窓口負担が５割、７割と増えてい

　き、高レベルの医療を国民全体に安価で提供す

　るという当該制度の第一義が崩れる。

　（2）民間医療保険の参入交渉は如何か。例え

　ば窓口負担分を賄う保険を許せば自己負担がゼ

　ロになる代わりに、受診先を保険会社に指定さ
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　れることになる。つまり来院患者を保険会社に

　委ねることになり、医療機関はその指定を受け

　ようとして従属を強いられることになる。米国

　英国と同様、保険会社の恣意の医療制度に落ち

　る。これも当該制度の第一義である、何時でも

　誰でもどこにでもというフリーアクセスが亡き

　ものにされる。

河村専務理事　混合診療に対する日医のスタンス
は決まっていて、国民皆保険を守るということと

国民の健康に資するものはすべて守るということ

であり、つまり営利企業の参入を阻止するという

ことだと思う。民間の医療保険については、今回

の交渉の中には入っていないと聞いている。ヨー

ロッパ型、イギリス型のような実費制度になって

くると、完全に自分のかかりつけ医が決まってし

まうのでよろしくないと思う。日本型に一番近い

のはスイスで、３か月以上スイスに滞在する者は

すべて保険に加入しなければいけないのだが、加

入した上で政府が指定する保険会社のどれかに加

入しなければならない。そして、その保険会社が

指定する医療機関に行かなければいけない。日本

型のフリーアクセスは、ヨーロッパで一番進んで

いて日本型に一番近いと言われているスイスでさ

え、完全に否定されるわけである。これにまとも

に対処していると大変なことになるので、断固拒

否という姿勢だと思う。

採決
　保田議長、議案第 1号について、賛成の議員

の挙手を求め、挙手全員により可決された。

　つづいて第 2号、第 3号及び第 4号について

一括して諮り、賛成の議員の挙手を求め、挙手全

員により可決された。

閉会挨拶
小田会長　本会からの提出議案につきまして、す
べてご承認いただき、誠にありがとうございまし

た。

　さて、日本医師会内に「日本医師会組織強化検

討委員会」があり、医師会組織の強化に向けた提

言が 3月に答申されましたが、その中に研修医

の日本医師会費無料化の実施が提言されました。

４月 21日に開催された日本医師会第 1回理事会

にこの案が提出され、理事は全員賛成したところ

であり、平成 27年度より実施となりました。こ

れを受けて、本会も検討してまいりたいと思いま

す。詳細がわかり次第、お知らせいたしますので

郡市医師会の先生方におかれましても、ぜひ検討

していただきたいと思います。本日はありがとう

ございました。
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広報委員　石　田　　　健

　平成 27 年 4月 23 日、山口県医師会において

開催された第 175 回臨時代議員会を傍聴させて

いただいた。小田会長の挨拶の後、河村専務理事

から会務報告として、3月 29 日に日本医師会館

で開催された第 134 回日本医師会臨時代議員会

について報告が行われた。

　その後、報告事項として理事会の会務分担の変

更が報告された。

　次いで議案事項が 1号から 4号まで審議され、

特に質問もなく承認された。詳細については本号

をお読みいただきたい。

　質疑応答では、下関市医師会の赤司代議員から

の「審査支払機関における再審査の申し出期間に

関する質問について」は、萬常任理事が県医師会

から支払機関に対して申入れを行うとのことだっ

た。また、「訪問介護員による蓄尿バッグからの

尿の廃棄の可否について」の質問に対して、日本

医師会を通じて厚生労働省に提案していきたいと

のことであった。続いて小野田医師会の西村代議

員から「地域包括診療加算の施設基準に係る報告

について」の要望があり、今村常任理事が医師会

から学習単位取得証や受講証明書を出すこと、ま

た小田会長から日医医師資格証を利用して生涯

教育単位の管理を行う動きがあることも説明され

た。その後、柳井医師会の弘田代議員から混合診

療に対する交渉や、民間医療保険の参入交渉に対

する問題点の指摘があった。

　厚労省の示した 2025 年における病床の必要量

と日本医師会の考えるそれとは乖離があり、郡市

区医師会が自主的に時間をかけてベッド数の不足

する病床機能の解消を図ることが、地城住民にと

って良いものになると考えられる。
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平成 27年度 山口県医師会事業計画

　昨年、12月24日に発足した第３次安倍内閣は、

盤石な政権基盤のもと「アベノミクスを確かなも

のとすることが最大の課題」とし、デフレ脱却・

日本経済再生に向けて、地方や中小企業も景気回

復を実感できるようきめ細かく経済対策に取り組

むこととしている。しかしながらその前途には、

社会保障改革、物価目標、成長戦略、震災復興、

外交問題など多くの難題がある。

　こうした中、編成された 2015 年度予算は、経

済再生と財政健全化を同時にあわせ目指すとし、

過去最大規模となる 96 兆 3,420 億円となった。

公債費を除いた政策経費は、72兆 8,912 億円で

昨年度より 2,800 億円増となり、高齢化で膨ら

む社会保障費が大きなウエイトを占めている。

　一方、税収は、消費税の 10％引き上げが 1年

半延期されたが、企業収益の拡大等により 4兆

5,200 億円増の 54 兆 5,250 億円で 24 年ぶりの

高水準となり、新規国債発行額は 36兆 8,630 億

円、基礎的財政収支の赤字額は 13兆 4,123 億円

で、いずれも 4兆円以上圧縮され 15年度の赤字

を半減する財政健全化目標を達成できる見通しと

なった。

　社会保障費は、31 兆 5,297 億円で昨年度よ

り 3.3% 増となり過去最大となったが、厚生労働

省予算のうち社会保障関係費は 3.2% 増の 29 兆

4,505億円で、内訳は医療が2.6%増の11兆4,891

億円となり、年金は 3.1% 増の 11 兆 527 億円、

介護報酬の改定は基本部分を 4.48% 引き下げる

一方、職員給与を月額 1.2 万円引き上げる処遇改

善加算の拡充としてプラス 1.65% が措置された

ものの、結果マイナス 2.27％となった。

　消費税増税分を活用した社会保障の充実メ

ニューでは、昨年度創設された地域医療介護総合

確保基金の医療分として前年度同額の 904 億円

（国費602億円）、新たに介護分として724億円（国

費 483 億円）が措置された。その他の施策では、

医療事故調査制度に伴う運営費補助や新たな専門

医制度創設に向けた養成プログラムなどが計上さ

れた。

　医療保険制度改革では、所得水準の高い医師国

保組合などへの国庫補助について、15 年度は現

行の 32%が維持されることとなったが、16年度

から5年かけて13％に逓減されることになった。

公平な負担について国会等で議論を深めていく必

要がある。

　今後、超高齢社会の進展や医療の高度化等によ

り、社会保障費は毎年１兆円程度増加すると予測

され、また、2016 年度には診療報酬の改定が予

定される中で、医療・介護を中心とした社会保障

費の抑制に向けた議論が、経済財政諮問会議や規

制改革会議等の政府諮問機関で活発化するものと

考えられる。さらに、控除対象外消費税問題や営

利産業の医療への参入問題等、医療に関する課題

は山積している。

　こうした中、日本医師会は、個々の課題に対し、

「国民の安全な医療に資する政策か」、「国民皆保

険は堅持できる政策か」の二つの政策判断基準の

下に、医療現場の意見を大切に主張すべきは主張

し、是々非々で政府と対峙することとしており、

本会としても、日本医師会と連携を強化し対応す

る。

　また、「医療介護総合確保推進法」に基づき、

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

することが求められ、効率的かつ効果的な医療提

供体制の構築に向けて、病床機能の分化・連携や

地域医療構想の策定が進められるとともに、在宅

医療・介護の連携をはじめ地域包括ケアシステム

の構築など、地域医療を取巻く環境は医療のみな

らず介護サービスも含め、より多面的に対応する

ことが求められている。

　本会としては、地域が抱えるこれらの課題は地

域により異なることから、地域の実情に合った構
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想、システムとなるよう県、市町、郡市医師会等

と連携を図り対応することとする。さらに、本年

10月にスタートする医療事故調査制度において、

県医師会には支援機関としての役割が期待されて

おり、国のガイドラインや先発県を参考に、その

体制づくりを進める。その他、医師不足や勤務医

の過重労働問題、診療科・地域偏在による医療格

差、救急医療体制の充実は長年の懸案であるが、

県行政や関係機関と連携を強め的確に対応してい

くこととする。

　本会は、「すべての県民に安全で良質な医療を

提供していくことは、医療提供者に課せられた責

務であり、地域医療を確保するうえで医師会の果

たす役割はますます重要となっている」ことから、

今後とも郡市医師会・関係団体との連携をより一

層強化し、地域医療・保健・福祉の向上を目指し、

次の事項を重点事業として積極的に推進する。

 １　郡市医師会・関係団体との連携強化

 ２　医療制度改革に対する的確な対応

 ３　診療報酬改定に関する的確な対応

 ４　地域医療介護総合確保基金の導入

 ５　地域医療構想（ビジョン）策定への対応

 ６　地域包括ケアシステム構築への対応

 ７　在宅医療・介護連携の推進

 ８　地域医療連携体制の確立

 ９　災害救急医療体制の整備促進

10　地域保健（予防接種）の推進

11　医師確保対策の推進

12　勤務医・女性医師対策の充実強化

13　生涯教育の充実

14　広報・IT 化対策の推進

15　医療安全対策の推進

16　医療事故調査制度への対応

17　県臨床研修推進センターの円滑な運営

Ⅰ　実施事業　　　　　　　　　　　　　　　
　　－地域医療・保健・福祉を推進する事業－
1　生涯教育

今村常任理事　　武藤理事

清水理事　　原　理事

　医師の生涯教育は、認定制の「日本医師会生

涯教育制度」が平成 22年度にスタートし、山口

県の平成 25 年度取得率は 65.2％で全国平均の

62.7％を上回った。この制度を定着させるため

にも、新規取得や再取得をさらに進めることが重

要であり、基礎的な分野と先端分野の双方をバラ

ンスよく企画していく。近年、生涯教育セミナー

の参加者が減少傾向にあるため、時節に応じた講

演演題の設定及び講演開催時間の工夫も必要であ

り、今後も検討を重ねていく。なかでも中核事業

である生涯研修セミナーは、会員の積極的な参加

が増加するよう更なる工夫をしたい。

　体験学習は実地演習を含んだ体験参加型の研修

であり、山口大学医学部・山口大学医師会の参加・

協力を得て積極的に運営していく。

　新医師臨床研修制度において、研修医の指導に

あたる医師のための「指導医のための教育ワーク

ショップ」の開催は 12年目となるが、濃密なス

ケジュールを参加者は情熱をもって研修されてお

り、引き続き開催する。

　また、勤務医を取り巻く環境は依然として厳し

いものがあり、勤務医部会の企画・協力による生

涯教育セミナーを今年度も開催する。

　山口県医学会総会は今年度、柳井医師会の引受

けで開催し、山口県医学会誌を例年通り発行する。

会員の積極的な寄稿を期待する。

（1）「日本医師会生涯教育制度」のさらなる推進

（2）山口県医師会生涯研修セミナー・日本医師

　 会生涯教育講座の開催

（3）山口県医学会総会の開催（柳井医師会引受）

（4）「指導医のための教育ワークショップ」の開催

（5）体験学習の開催

（6）日医生涯教育協力講座 セミナーの開催

（7）勤務医に対する生涯教育の一層の推進

（8）山口県医学会誌の発行

（9）各地区医学会、山口大学医学会の活性化

2　医療・介護保険
河村専務理事　　萬常任理事

清水理事　　　舩津理事

　2025 年問題等に対して地域包括ケアシステム

の構築が進められ、住まい・医療・介護・予防・



平成 27年 6月 山口県医師会報 第1858 号

480

生活支援が一体化されて提供されようとしてお

り、医療保険においては在宅医療の推進が図られ

る中、急性期病棟等からの在宅復帰率（75％以上）

の設定、在宅看取り件数の算定要件化及び在宅不

適切事例（同一居住者の減額）への対応など、ハー

ドルの高さに対する問題も浮き彫りになりつつあ

る。これらについては、中医協において適正に議

論されるよう、日本医師会の診療報酬検討委員会

へ積極的に意見を提出していく。また、診療報酬

改定の重点課題とされた、「在宅療養指導管理料

の複数医療機関による算定」についても再度協議

を申し入れる等、山積している問題について迅速

な情報収集を行うとともに、会員の意見を反映で

きるよう努めていく。

　具体的活動として、次回診療報酬改定に向けた

対応を、中国四国ブロックの各県と共同で検討す

る場を設け、意見を積み上げていく。また、昨年

同様に保険請求の審査、保険指導等への対応は迅

速に行い、郡市医師会保険担当理事と医師会から

推薦している審査委員（社保及び国保）との協議

を積極的に進めて、保険審査が機械的ではなく、

医学的見地及び地域医療の実態に則したものが継

続されるよう対応していく。

　集団指導については、従来の全保険医療機関出

席による方式を継続することとし、理由の如何を

問わず高点数医療機関を選定して指導する「集団

的個別指導」方式は、当県では集団部分のみの実

施とする。個別部分の実施については、医師会の

了承がない限り実施されない合意をしており、こ

れら指導・監査のあり方については、行政との打

合せを徹底して行い、会員に不利益が生じないよ

う継続して対応する。 

医療保険

（1）郡市医師会保険担当理事協議会の開催

　各郡市医師会に寄せられている医療保険上の質

疑及び意見要望に対して、可及的速やかに問題解

決できるように努める。また、新点数の評価や従

来点数の不合理についても協議し、次期改定に反

映させるように日医へ要望していきたい。保険審

査、保険指導についての会員の意見、要望もでき

る限り渉猟し協議していく。

（2）社保・国保審査委員連絡委員会、審査委員

合同協議会等の開催

　社保と国保の審査較差是正や診療報酬の疑義解

釈を主な目的として開催している。いまだ審査委

員会間の較差があることが会員からも指摘されて

おり、必要に応じて回を重ねていきたい。協議内

容については速やかに医師会報に掲載し、会員へ

の周知徹底を図っていきたい。また、昨年度より

医師会推薦の審査委員（社保・国保）による打合

会を別に開催し、会員から提出された審査上の問

題点について、きめ細かな対応を図っていく。

（3）新規会員への研修会の実施

　県医師会の新規会員に対して、保険診療につい

ての理解を深めるために、研修指導を行う。

（4）個別指導への対応

　個別指導の対象は審査支払機関、保険者などか

らの情報と高点数によるもの等があり、行政の選

定委員会が選定する。県医としては個別指導に立

ち会い、指導内容や指導事項が適切であるか確認

を行うが、特に「返還金」に偏重した指導が行わ

れないよう対応していく。また保険委員会の中で

指導医とも協議し、効果的かつ公平性のある保険

指導が実施されるよう求めていく。

（5）中国四国社会保険研究会等への参加

　会員からの保険診療に関する意見、要望を日常

的に集約し、重要な課題についてはこの研究会で

当県の要望事項あるいは協議事項として討議し、

日医へ上申していきたい。また、日医会長から診

療報酬検討委員会への諮問事項である「現在の診

療報酬における問題点とその対応」については、

中国四国ブロック各県の意見をまとめて対応して

いく。

（6）行政や関係団体との連携

　山口県医療関係団体連絡協議会では各関係団体

との連携を図るとともに、医師会の意見や立場を

主張していきたい。また、関係行政との協議でも

医師会の考え方が正しく伝わるように鋭意努めた

い。
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（7）診療報酬改定説明会の開催

　県内７地区で実施する。会員のみならず医療機

関の請求担当職員を含めて、改定内容を迅速かつ

分りやすく説明し、併せて質疑内容等から当該改

定の問題点を洗い出し、対応していく。

介護保険　

　団塊の世代が 75歳以上になる 2025 年へ向け

て、いわゆる「地域包括ケアシステム」の構築に

対応するため、行政とも連携して地域住民が安心

して生活できる社会を目指し、医療と介護の一体

化を円滑に推し進め、高齢者にとっても健康で自

立した老後が維持できる地域包括ケアシステムを

作り上げたい。

　本年度、介護報酬が改定されたことから、医

療機関の係わる点について会員への周知を行いた

い。また、療養病床再編に関する政策の変更につ

いては引き続き政府の動向を注視し、県行政と協

議していく。

　高齢者の医療と介護には、医師の積極的参加は

必要不可欠である。介護保険やケアマネジメント

に対する医師の理解・知識の習得は重要であり、

地域医師会や県医師会が生涯教育や研修会を通じ

て主治医の介護保険に対する関心を惹起し、より

積極的に介護保険に関与する意欲を高め、地域ケ

アを充実させるために必要な「ケアカンファラン

ス（サービス担当者会議）」に主治医が主体的に

参加するように努力したい。そのためのツールの

一つとして、ケアマネタイムを有効に活用し広報

していきたい。

　地域医療において、主治医の果たすべき役割が

大変重要であることに変わりはないが、介護保険

やケアマネジメントにおいても、主治医に期待さ

れる役割は大きいものがあり、主治医意見書の記

載、介護認定審査会への参画はもちろんのこと、

ケアマネージャーとともに多職種連携による包括

的ケアシステムの構築での中心的活動が求められ

ている。県医師会としては地域ケア会議の目的や

機能、サービス担当者会議との相違点などについ

て会員の理解を得られるように努力し、積極的参

加を促す。

　国家戦略としての新オレンジプランに対応すべ

く、かかりつけ医認知症対応力向上研修は引き続

き、地域医師会との協力のもと開催し、医師会員

が認知症患者さんの相談役となれるよう継続して

いきたい。また、認知症サポート医フォローアッ

プ研修も継続する。

　さらに、在宅医療と介護の連携に向けて、県の

協議会や地域医師会の対応に助言と協力を行う。

　

（ 1 ） 郡市介護保険担当理事協議会の開催

（ 2 ） 介護保険対策委員会の開催

（ 3 ）介護支援専門員協会・訪問看護ステーショ

　　ン協議会との協議会の開催

（ 4 ） かかりつけ医認知症対応力向上研修会の開催

（ 5 ） 認知症サポート医フォローアップ研修の開催

（ 6 ） 主治医意見書記載のための主治医研修会の 

　　開催

（ 7 ） 病院での主治医意見書記載のための研修会

　　の開催

（ 8 ） 病院勤務の医療従事者のための認知症対応

　   力向上研修の開催

（ 9 ） 山口県介護保険研究大会への協力

（10） かかりつけ医機能強化研修会の開催

（11） 郡市地域包括ケア担当理事会議への参加

（12） 在宅医療と介護の連携事業

労災保険

　労災保険は健康保険と異なり、労働災害に対す

る労働者への一種の補償である。日本医師会では

本来あるべき姿に戻すべく、労災保険の抜本的改

正を検討中とのことであるが、いまだに健康保険

に準拠した形で施行されているため、労災保険の

特殊性を考慮した労災診療報酬体系の提言を労働

局に対して行いたい。

　山口県医師会労災保険指定医部会に対し助成金

の支給を行うが、今後部会のあり方について検討

する。

　労働局との連携を密にし、労災保険に対する理

解を深めるよう努力する。また、「労災診療費算

定実務研修会」を今年度も開催したい。

自賠責医療

　山口県医師会自賠責医療委員会を開催し、自賠
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責医療の適正化を図る。

　トラブル事例数は減少傾向にあるが、安易な健

保使用要請や支払遅延等のトラブル報告がある。

山口県自動車保険医療連絡協議会を適宜開催、各

医療機関から出されたトラブル事例についてはこ

こで協議し、円滑な解決を図りたい。

　自動車保険医療連絡協議会に参入していない損

保会社ともそれぞれ協議を行い、トラブル事例に

対処したい。

3　地域医療
　弘山常任理事　　香田理事

武藤理事　　原　理事

河村専務理事　　清水理事

　2025 年度に向けた医療･介護は、住み慣れた

地域において継続的に生活できるよう効率的かつ

質の高い医療提供体制及び地域包括ケアシステム

の構築が求められている。また、昨年６月に成立

した「医療介護総合確保推進法」により、医療計

画は①病床機能報告制度、②地域医療構想の法定

化、③協議の場の設定、④新たな財政支援制度と

しての基金の創設、⑤都道府県知事の権限の強化

―という政策推進のための手段が制度化された。

　したがって、地域医療構想（ビジョン）、地域

医療計画を含めて、これから加速度的に医療・介

護提供体制の見直しが、国の示すスケジュールに

沿って進められる。

　県医師会としては、事業の実施主体や財源措置

等が多岐にわたるため、日本医師会・県医師会・

郡市医師会、国・県・市町等、各々の役割を整理

した上で、情報を共有し共通認識を持ってそれぞ

れの事業に取り組んでいく。

　また、昨年度創設された地域医療介護総合確保

基金については、新たに介護分が上積みされてい

るが、医療分を含めて、地域で必要な事業等を郡

市医師会から汲み上げて、県計画に盛り込まれる

よう提案していく。

地域医療

（1）病床機能報告制度、地域医療構想（ビジョン）

　昨年 10月から病床機能報告制度が始まり、都

道府県はその報告による情報や医療需要の将来推

計等を活用し、二次医療圏ごとにその地域にふさ

わしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を

適切に推進するためのビジョンを策定する。そこ

で、構想区域ごとに「協議の場」が設置され、郡

市医師会をはじめ医療関係者が参画していくこと

となるが、地域の実状や抱える課題はそれぞれ異

なることから、県医師会としても積極的に参画し、

郡市医師会と緊密に連携を取りながら対応してい

く。

（2）医療提供体制の充実及び整備促進

①病床機能報告制度（高度急性期・急性期・回復

　期・慢性期）による医療機関からの報告をもと

　に策定される地域医療構想（ビジョン）を踏ま

　え、地域における医療提供体制の充実と整備促

　進に向け、県医療対策協議会、医療審議会の各

　専門部会等において、県医師会の意見や要望を

　提言し、関係者と緊密に連携していく。

②地域や診療科間の医師の偏在による医師不足の

　解消が課題となっているため、県医師会のドク

　ターバンクや男女共同参画部会、専門医会等と

　連携をとりながら対応していく。

③「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修

　会の開催指針」（平成 27 年 2 月 10 日厚生労

　働省健康局長通知）に基づいたプログラムに則

　り、緩和ケアについての基本的な知識を習得す

　るための研修を行う。

④有床診療所の諸活動については、県医師会の事

　業として取組み、更なる有床診療所の活性化に

　向けて推進していく。

⑤地域の医療機関が診療ネットワークを形成し、

　急性期から慢性期、慢性期から急性期への患者

　の流れをスムーズにし、住民のための医療提供

　体制となるよう、病診連携室、訪問看護ステー

　ションや介護支援専門員と連携して、病病連携、

　病診連携を推進する。

⑥「在宅医療・介護連携推進事業」は今年度から

　介護保険法の地域支援事業に位置付けられ、市

　町が主体となって郡市医師会等と連携して取り

　組むことになった。県医師会と郡市医師会それ

　ぞれの役割を整理し、地域の実状に沿った事業

　が展開されるよう、取組事例等を情報提供して
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　郡市医師会の取組みを支援する。

⑦精神科疾患患者への救急対応について関係者等

　と意見交換しながら円滑な連携を進めていく。

（3）救急・災害医療

　救急医療は医療の原点であり、救急医療に携わ

る医師の過重労働による疲弊に配慮しながら、救

急医療体制を確保することが地域医療の重要課題

である。加えて、近年は高齢者の増加等によって

救急搬送件数も増加し、救急医療後の転送先の確

保困難事例や、認知症患者における搬送先医療機

関の選定困難事例が生じ、高齢社会の進展が救急

医療にも大きな影響を与えている。

　小児救急医療体制の充実、「メディカル・コン

トロール（MC）」体制の強化、救急医療を終えた

患者の後方医療体制の確保、救急救命士の業務拡

大への対応、さらには新型インフルエンザ等の感

染症や生物・化学兵器テロへの臨機応変な対応、

災害発生時の急性期及び発災 72時間以後の亜急

性期・慢性期への対応など、医療関係機関等と連

携を図って取り組むと同時に、有効な施策や財源

等を国や県行政へ求めていく。

①小児救急について

　　小児救急医療電話相談事業は、昨年 10月か

　ら相談時間を延長して保護者の不安軽減や不要

　不急の受診抑制につなげているところである。

　引き続き円滑な事業運営に取り組むとともに、

　小児救急医療対策協議会において延長分を含め

　た事業評価などを協議・検討していく。

　　小児救急医療啓発事業及び小児救急地域医師

　研修事業について、各地域での実施を促進し、

　小児救急医療支援事業の一層の推進について、

　県小児科医会、郡市医師会と連携して、県行政

　と協議していく。

②初期救急医療について

　　現在設置されている５つの地域MC協議会

　が、円滑に運営されるよう協力、支援し、救急

　搬送・救急医療体制を地域医療の連携に位置づ

　けていく。また、県救急医療高度化推進協議会

　において、救急救命士の業務拡大等について県

　医師会の意見を提示していく。

　　山口県ドクターヘリは、平成 23年１月の運

　航開始以来、徐々に出動件数を伸ばしている。

　引き続き基地病院である山口大学医学部附属病

　院が充実した運航体制が取れるよう、地域医師

　会や県行政と支援していく。

　　AED 普及推進協議会を開催し、郡市医師会

　による「市民のための AED 講習会」の開催を

　推進し、一般市民へ AED 心肺蘇生法を普及・

　啓発していく。また、引き続き AED 等設置状

　況調査を実施し、バッテリー切れ等のメンテナ

　ンスについても注意を促す。

　　在宅当番医制、休日・夜間急病センターの一

　層の充実を図る。

　　新型インフルエンザ等の新しい感染症又は生

　物・化学兵器テロ対策について、臨機応変な対

　応に努める。とりわけ、今年７月末に山口市阿

　知須で開催される「世界スカウトジャンボリー」

　には 162 の国と地域から参加者が集うため、　

　逐次県行政や関係団体と連携を取り、適切な医

　療が提供できる体制を確保する。

③検死（検視・検案）体制について

　　警察に協力する医師については、昨年から日

　本医師会主導で全国組織化され、「警察活動に

　協力する医師の部会（仮称）」連絡協議会・学

　術大会が開催された。喫緊の課題は、検視立会

　い医師の安定的確保、検視の均質化・能力の担

　保、大規模災害時の検案体制の整備である。本

　県では、山口県医師会警察医会を中心に、引き

　続き懸案事項の協議、研修会等の企画・実施を

　進めるとともに、警察、歯科医師会、消防、海

　保等との連携を図る。また、多数死体発生時の

　検視・検案業務については、警察・歯科医師会

　との合同訓練に参加し、派遣要請への対応に万

　全を期す。

④災害医療体制について

　　先の東日本大震災を経験し、初動期の医療救

　助活動の充実に加え、急性期以後の避難所・救

　護所等における医療や健康管理及び被災地の病

　院・診療所への支援の重要性が明らかとなった。

　　県が設置を予定している「県災害医療コー

　ディネーター」には積極的に参画し、災害対策

　本部や DMAT 等の関係者間における医療救護

　活動の統括・調整機能の認識・情報を共有し、
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　災害時の医療提供体制の確保に努める。

　　また、引き続き「JMAT やまぐち」の事前登

　録を進めるとともに、研修会・訓練を企画して

　実施する。

（4）地域包括ケアシステムの構築

　地域包括ケアシステムの構築には、市町行政が

中心となり、医療・介護・予防・住まい・生活支

援を包括的に提供する体制づくりが必要である。

特に、住み慣れた地域で継続して過ごす在宅医療

の推進が求められ、個々の高齢者の状況やその変

化に応じて、適切なサービス・多様な支援を提供

するためには、多職種協働が重要である。

　さらに、今年度から３か年を計画期間とする介

護保険事業計画が新たにスタートし、郡市医師会

にも医療サイドからの積極的な参画が求められる。

　県医師会としては、昨年度、県医師会及び郡市

医師会において担当理事を選出し、第１回会議を

開催したところであるが、地域包括ケア担当理事

を中心に、地域医療及び介護保険担当とも情報共

有、連携を図りながら、包括的に事業を展開して

いく。また、国や県の情報及び各地域での取組事

例を情報収集、情報提供し、郡市医師会の取組み

を支援する。

（5）へき地医療

　山口県のへき地医療の確保のため、関係会議等

に出席し、引き続き県行政と協力していく。

地域福祉

　福祉領域は、障害者福祉、高齢者福祉、児童・

母子福祉など広範囲にわたるため、地域保健部門

とも連携していく。

4　地域保健
藤本常任理事　　今村常任理事

沖中理事　　　　香田理事

舩津理事　　　　　　　　

　少子高齢化の時代に入り、生活習慣病の予防や

高齢者における疾病予防が地域保健では大きな課

題である。また「生涯を通じての健康増進・疾病

予防」が、これからの医療において果たす役割は

従来に増して重要となり、多くの課題に取り組ん

でいかなければならない。そのため、国や県行政

においても国民の健康維持に関して、医療と連携

しながらさまざまな施策に取り組んでいる。

　地域保健では、「人の生涯を通じての保健」と

いう観点から、妊産婦・乳幼児保健、学校保健、

成人・高齢者保健、産業保健の４部門について事

業を継続してきた。今年度も４部門を個々ではな

く一つの流れとして捉えて事業を進めていく。

　特に、学童期・思春期から健康教育を行い、正

しい生活習慣を確立することが、将来の生活習慣

病に対する予防と考えられる。また、健康増進・

疾病予防から医療へ効率のよい連携を構築してい

かなければならない。

　本県では、「健康やまぐち 21 計画」及び「山

口県がん対策推進計画」の第２次計画がスタート

して３年目になる。医師会においても行政との連

携を密にしてそれぞれの事業評価を進めるととも

に、事業効果が一層高まるように積極的に関与し、

住民が健やかな生活を営むことができるような疾

病発生の予防に努めていく。

妊産婦・乳幼児保健

　平成 15年 4月から定期予防接種の広域化を開

始し、今日まで順調に遂行されている。広域予防

接種については、関係者と合同会議を開催し意見

交換し、事業を円滑に進めていく。

　子宮頸がん予防ワクチンについては、国の動向

を注視して情報提供を行っていく。さらに、定期

接種化されていない２つのワクチン（おたふくか

ぜ、Ｂ型肝炎）についても、「任意接種」から「定

期接種」への位置付け、費用の助成（無料化）を

働きかける。

　また、乳幼児健診単価や妊産婦健診事業の料金

についても、関係者で協議し行政に提示したい。

　子どもの虐待やいじめに関しては、自治体と協

力し虐待防止に取り組みたい。

（1）乳幼児保健委員会の開催

（2）郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事協

　議会の開催

（3）妊産婦・乳幼児健診委託事業への協力・調整
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（4）妊産婦健診事業の料金と各市町・各郡市医

　師会の調整

（5）小児保健・医療にかかわる県事業への協力

（6）予防接種医研修会の開催

（7）広域予防接種事業における県、各市町、各

　郡市医師会の調整

（8）乳幼児虐待防止に関する医療連携の構築

（9）虐待防止研修会の開催（山口県産婦人科医

　会と共催）

学校保健

　学校保健の向上、推進を図ることを目的に平成

18 年に設置された学校医部会では、学校医活動

の活性化と質の一層の向上を図る。山口県におけ

る認定学校医制度は学校医部会での協議の結果、

学校医自身の活動の記録・評価に活用できる学

校医活動記録手帳を平成 23年度に作成し、平成

24 年度から活用している。今年度もその活用状

況を把握しながら、より有用なものとしていく。

また、平成 26年度に作成した『学校検尿主治医

精密検査実施ガイドライン（改訂 第３版）』を今

年度より活用する。

　引き続き学校医研修会を開催し、医師と学校

現場との情報交換の場とする。学校心臓検診検討

委員会では、心臓検診精密検査受診票の中で疑義

があるものに対する返戻を引き続き行っていきた

い。

　また、生活習慣病も小児期からの対策が必要と

考えられるので、健診に関する諸問題の中にも取

り入れる。

　従来と同様に「学校保健は心身の健康の基礎づ

くりの時期として生涯保健のなかでも重要な時期

に位置づけられている」ことを念頭に、学校医の

積極的な活動と資質向上を目的として各教育関係

機関や養護教諭との連携をより緊密に行い、従来

からの課題を解決していくことで、児童・生徒の

健康管理をより円滑に進めていく。

　なお、今年度は中国四国学校保健担当理事連絡

会議・中国地区学校保健・学校医大会を山口県引

受けで開催するため、県内の学校医・学校保健関

係者の参加・協力を呼びかけ、関係者との連携を

深めていく。

（1）学校医部会の開催、「学校医活動記録手帳」

　の活用

（2）郡市医師会学校保健担当理事協議会の開催

（3）学校心臓検診検討委員会の開催

（4）  学校医研修会の開催（新任学校医への研修会）

（5）郡市学校医等研修会及び小児生活習慣病予

　防対策への助成

（6）中国四国学校保健担当理事連絡会議・中国

　地区学校保健・学校医大会の開催引受

（7）全国学校保健・学校医大会への参加

成人・高齢者保健

　健康寿命の延伸を図るための一環として、糖尿

病対策について積極的に取組み、糖尿病対策推進

委員会の活動を円滑に進める。平成 19年度から

始めた山口県糖尿病療養指導士講習会を引き続き

開催し、「やまぐち糖尿病療養指導士」を認定す

るとともに、そのレベルアップの講習会も開催す

る。

　平成 20年度から実施されて８年目となる特定

健診・特定保健指導は、依然として受診率、利用

率ともに低迷している。医師会としては、保険者

と連携しながら受診率等の向上に協力するととも

に、県民のためとなる方法、体制について提言し

ていく。また、生活習慣病を減少させるための国

民への啓発活動へ、かかりつけ医機能を活かし医

師会が積極的に取り組んでいく。

　さらに、検診の事業効果を高めるため、がんの

早期発見、早期治療に結びつく精密検査の精度を

一層高めると同時に、がん予防のための講習会開

催やがん登録への協力を推進する。併せて、健康

保持増進は本人の自覚によることが大きいため、

健康教育テキストを作成し、その活用の促進に一

層努める。

　健康スポーツ医学委員会とスポーツ医部会を中

心として、研修会を通じた健康スポーツの一層の

普及啓発を図る。

　感染症対策については、平成 21年に発生した

新型インフルエンザ（A/H1N1）の経験を踏まえ、

特に医療体制の確保、特定接種及び住民接種の体

制整備、関係者への情報提供・住民への広報のあ

り方等、専門的な立場から積極的に提言するとと
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もに、会員への情報提供に心がける。一昨年確認

された重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、昨年

流行したデング熱やエボラ出血熱等について、引

き続き感染症発生動向調査（サーベイランス）を

注視し、世界的・全国的な動向、突発的に発生す

る感染症、再興する感染症、さらには動物に由来

する感染症の動向を常時監視し、地域医療担当と

連携し、また行政とも密な連携を取りながら不測

の事態に備える。

　難病医療法に基づく新たな医療費助成制度が平

成27年1月1日より実施された。この制度では、

障害者総合支援法の対象となる難病等が今夏には

約 300 疾病に拡大されることから、総合的な対

策が進められる。今後も制度の内容等について、

郡市医師会へ情報提供していく。

　禁煙推進委員会を中心に、県民に喫煙の害と禁

煙を呼びかけるとともに、医師会員には本人の禁

煙と医療機関の禁煙推進及び患者への禁煙指導を

推進する。また、学校保健における禁煙教育、公

共施設における敷地内禁煙、飲食店における禁煙

も含め受動喫煙防止の観点からの活動計画を協議

する。

（1）郡市医師会成人・高齢者保健担当理事協議

　会の開催

（2）特定健診・特定保健指導の推進

　郡市医師会特定健診・特定保健指導担当理事協

　議会の開催

（3）糖尿病対策の推進

　山口県糖尿病対策推進委員会の開催

　山口県糖尿病療養指導士講習会の開催

　「やまぐち糖尿病療養指導士」レベルアップ講

　習会の開催

　世界糖尿病デーイベントの企画・運営

（4）健康スポーツ医の養成と拡充

　スポーツ医部会の開催

　健康スポーツ医学委員会の開催

　健康スポーツ医学研修会の開催

（5）健康教育テキスト（テーマ「肝疾患」）の作成、

　インターネット上での公開

（6）やまぐち健康フェスタ等への参加・協力

（7）がん登録の推進、「がん登録等の推進に関す

　る法律」施行への対応

（8）マンモグラフィ読影医師講習会の開催

（9）健康やまぐち 21に基づく個別健康教育、健

　康度評価事業への適切な対応

(10) 新型インフルエンザへの対策

(11) 感染症発生状況への注視と動物由来感染症

　の動向の常時把握

(12) 新たな難病制度における指定医の研修の実施

(13) 禁煙推進委員会の開催

産業保健

　労働者の健康を取り巻く環境は、情報社会へ

の急速な進展や産業構造の変化に伴い、大きく変

わってきている。一般定期健康診断の有所見率は

増加傾向にあり、また、約 6割の労働者が仕事

や職業生活に強い不安やストレスを感じている。

一方、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業

場は 6割であり、労働者に対するメンタルヘル

ス対策は喫緊の課題となっている。

　平成 26 年 6 月に労働安全衛生法が改正され、

医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握

するための検査（ストレスチェック）を実施する

ことが事業者の義務となる。平成 27 年 12 月か

らの施行を前に、ストレスチェック制度に関す

る研修を山口労働局、山口産業保健総合支援セン

ター等の関係機関と連携し、実施する。

（1）山口産業保健総合支援センターとの連携

（2）山口労働局及び関係機関との連携

（3）産業医部会への協力

（4）新規産業医養成及び認定産業医更新のため

　の産業医研修会の開催及び充実

（5）郡市医師会産業保健担当理事協議会の開催

5　広報・情報
今村常任理事　　武藤理事

中村理事　　沖中理事

　広報事業は医師会の顔であり、スポークスマン

としての役割とともに県医師会の考えを示し、会

員間の討論の場ともなる重要な部門である。医師

会員に対する対内広報は、県医師会の方針を会員

に周知し、広く賛同を得て、医師会活動を円滑に
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行うために重要である。一方、対外広報は、県民

に医師会の活動を知ってもらう唯一の手段として

大切である。

　広報活動としては、会員に対して会報を発行し、

本会の方針や伝達事項などの周知徹底を図ってい

る。急を要する伝達事項は、状況に応じ、インター

ネットと一斉 FAX 通信を使い分け、全会員に確

実に情報を届けるよう心掛けている。また、県民

には本会の施策、事業の理解を深めてもらうため、

会報の公開の他に、県民健康講座やフォトコンテ

スト、ホームページの充実、あるいは県行政や報

道機関と連携して医療関連の講演会、テレビ、新

聞記事、ポスターなどさまざまな企画を立て、県

民医療の向上、健康意識の啓発を目指している。

さらに、持続可能な社会保障制度への取組み、

TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）問題、国民

皆保険制度の崩壊危機、医師不足、診療科・地域

偏在等々、懸案事項が山積している今こそ、県医

師会は広報を通じて、医師会の主張を広く展開す

る必要に迫られており、絶えず、機会をとらえて

広報に努めたい。

　医師会の情報部門としては、早期に各種の情報

を収集し、その対応を総合的に検討し、会員に正

確な情報を迅速に伝達することが重要である。そ

のための手段として IT 化が求められるが、費用

対効果やセキュリティに十分配慮した簡便なシス

テムを構築することが必要であり、今後も検討を

続ける。

（1） 県民公開講座

　本会独自の県民公開講座を開催し、県民に医療

や健康に関する学習の場を設ける。平成 26年度

に開催した第 5回フォトコンテストは、過去最

多の応募があった第4回に次ぐ応募数があり、「山

口県医師会のフォトコンテスト」として定着して

いると思われる。今年度も県民公開講座とフォト

コンテストを企画・開催する。

（2） 報道機関との連携

　報道関係者との連携を保ち、医療に対する理解

を得られるように懇談会を今年度も引き続き開催

する。医療現場の実態や問題点の取材により、県

民にアピールしてもらえるよう働きかける。

（3） 医師会開催行事の報道、取材要請、記者会見

の開催

　本会開催の行事のマスコミ報道により、多くの

県民に参加を促し、医師会活動に理解を深めても

らうよう引き続き努力する。また、喫緊の課題に

ついては、記者会見の場を活用していく。なお、

機会あるごとに県民に日本の医療や山口県の医療

の現状を伝えていく。

（4） ホームページの充実

　県民への医師会活動を伝える手段として、今や

ホームページは欠かせない役割を担っていること

からコンテンツをより充実させ、分かりやすく興

味ある医療情報を掲載するよう、常にホームペー

ジの更新に努め、最新の情報を届ける。

　毎月発行の医師会報の電子版をホームページ上

に掲載し、閲覧できるようにしている。

（5） 会報誌面の充実

　会報は対内広報の最も重要な柱であり、多くの

会員に読んでもらえるよう、内容を充実させる努

力を続ける。会議や講演会などの記事のほか、本

会行事の案内及び国や県からのお知らせも掲載、

また本会の方針や考えも掲載する。会報は医師会

活動の記録であるが、その他、旬な話題や喫緊課

題とその対応等を速やかにわかりやすく掲載、会

員の意見発表の場としても活用してもらう。今後

も会員の意見をできるだけ反映させて、内容の濃

い誌面づくりに取り組む。

（6） FAX 一斉通信「速報・山口県医師会」の活用

　インターネットを使えば、瞬時に情報を相手方

に伝えることができるが、現実として FAXは切っ

ても切り離せないものである。状況に応じ、イン

ターネットと一斉 FAX 通信を使い分け、全会員

に確実に情報を届ける。

（7） 花粉情報システム（県委託事業）

　花粉情報委員会では、県下 22か所の測定機関

で花粉捕集情報を得ており、正確な花粉情報をマ
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スコミに提供し、県民に迅速に周知できるシステ

ムを構築してきた。また、測定機関を対象とした

講習会を毎年開催しており、花粉測定の精度を上

げる努力も続けている。当事業が引き続き県民に

役立つものとしたい。

（8） ORCA プロジェクトの推進

　日本医師会の ORCA プロジェクトの中核であ

る日医標準レセプトソフト（以下、「日レセ」）は、

約 14,000 医療機関（施設）が導入・運用している。

引き続き、会員のみでなく、医療機関の従業員も

対象にした講習会を開催、業務円滑化の手助けを

するとともに、日レセ導入の相談業務を行う。ま

た、各種 ORCA 連携電子カルテについても紹介

をしていく。

（9） IT ネットワークの強化

　電子メールやメーリングリスト、ホームページ

などのネットワークシステムを充実させ、会員や

郡市、県医師会事務局の IT 化を推し進める。県

医師会理事会については、ほぼペーパーレス化し、

iPad で資料を参照できるようにしているが、将

来的には一歩進めて、やむを得ず欠席した場合で

もWeb 会議で参加できるような環境を検討した

い。

　医師会員のボトムアップのためにも、IT 関連

の講習会への参加を促し、IT ネットワークへの

参加者を増やす地道な努力を続けていく。また、

セキュリティについてもホームページを含め堅牢

なものとするよう指導していく必要がある。

（10） 医療情報システム

　委員会を開催し、県医師会としての取組み（上

記 ORCA 推進・ネットワーク・医師資格証等）

や日医医療情報システム協議会報告に対し委員か

ら意見をいただき、今後の方針に反映させる。

6　医事法制
林常任理事　　中村理事

　　　　　　　　　　　　清水理事

　医療に関する紛争は、解決に多額な費用と長い

時間を要するだけでなく、患者側、医療機関側に

とって精神的にも大きな負担となる。患者と医療

機関のトラブルを減らす努力をしているが、患者

側としては診療行為は良い結果をもたらすもので

あるという認識が強く、医療の現実と患者側の認

識のギャップも生じているのは事実である。医療

行為は患者と医療機関の信頼関係の上に成り立つ

ものであり、会員が患者の診療に細心の注意を払

い、十分な説明を怠らず、医療水準に応じた合理

的判断に基づく医療を提供できる体制を構築する

ことが、医事紛争を未然に防止する最善の方策で

あると考える。そのためにも医療事故が起こった

際には、紛争拡大の防止及び早期解決を図るため

に医事案件調査専門委員会、顧問弁護士、郡市医

師会、そして会員が一体となり対応する。同時

に、医療安全研修や生涯教育を通じて医学の現状

把握・研修に努めるためにも、会内関係事業とも

連携して、質の良い医療を提供する団体として精

進する。

　日本医師会医師賠償責任保険は昭和 48年に発

足、42 年目を迎えた。昭和 48 年 7 月 1 日から

平成 26 年 9月 30 日までに日医に付託された事

案は合計 12,407 件に上る。年度別に紛争処理付

託受理件数をみると、平成 10年代をピークにこ

こ数年はやや減少傾向にある。民事関係訴訟の年

次推移をみても、平成 16年の 1,110 件をピーク

に、ここ数年は 700 ～ 800 件で横ばいとなって

いる。また、日本医師会は一昨年度に、日医医師

賠償責任保険制度における会内自浄作用活性化の

ために「指導・改善委員会」を設置した。これは

医療事故を繰り返す医師に対して専門職業集団と

して自浄機能を発揮し、国民に安全な医療を提供

することを目的としている。設置後、過去を含め

て付託回数を重ねる会員も数名いるようで、その

事故内容を分析および調査したうえで改善目標を

作り、指導改善を行っている。当会としても日医

と連携して取り組んでいく。

　再発防止を目的とする医療事故調査制度の法

制化（施行：平成 27 年 10 月 1 日）に伴い、各

都道府県において「医療事故調査等支援団体」の

設置が必要であり、山口県における同支援団体と

して山口県医師会を厚生労働省へ登録する予定で

ある。登録後は、医療事故調査の知識及び技能に
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関する研修等への参加及び厚労省のガイドライン

（現在、策定中）を踏まえ、また、国に一箇所設

置される医療事故調査・支援センター等と緊密な

連携を図り、事案発生にあたっては円滑に対応で

きる体制を整備し、会員を含めた医療関係者及び

国民の期待に応えられるよう準備する。

医事紛争関係

（1）医療事故防止対策

①郡市医師会における医療事故防止事業に対する

　協力

②新規開業医、新医師臨床研修医に対する医療事

　故防止研修会の開催

③総合病院の勤務医、看護師、事務職員、その他

　の医療従事者を対象とした医事紛争防止研修会

　の開催

④冊子『医療事故を起こさないために』改訂版の

　周知徹底

　　ア　事故発生時の対応（患者対応と事後処理）

　　イ　事故報告

（2）紛争処理対策

①日医 A会員加入と特約保険契約の推進

②日医医賠責保険免責部分補償の医賠責保険契約

　の促進

③施設賠償保険契約の促進

④医事案件調査専門委員会と郡市医師会との連携

⑤日本医師会との緊密な連携

（3）医療安全

①医療事故調査制度の対応

　　各都道府県で「医療事故調査等支援団体」の

　設置が求められているが、その体制整備と医療

　事故調査・支援センター等との連携を検討する。

②日医医療安全推進者養成講座受講推進

　　本会担当理事の受講とともに、郡市医師会の

　担当役員、各医療機関の医師・従業員の受講を

　勧奨する。

③医療メディエーターの育成に関する研究

（4）診療情報の提供

　患者からの種々な内容の相談・苦情が増加して

いることから、県医師会の相談窓口の担当者のよ

り一層のレベルアップを図り、郡市医師会の窓口

業務との連携をさらに密にする。県が設立した苦

情相談窓口との相互連携を図る。

　また、医療機関で暴力をふるう常習患者、医療

費の未払い常習患者等の情報収集を行い、事例研

究のうえ、今後の医療現場での対応方法を協議し

ていく。

　

（5）個人情報保護対策

　厚生労働省がまとめた『医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイド

ライン』及び日本医師会が作成した、冊子『医療

機関における個人情報の保護』等を会員に周知徹

底し、医療機関における個人情報の保護が適正に

行われるようにする。

薬事関係

（1）麻薬対策等

　麻薬の適正使用、保管・管理、記帳、諸届、毒

劇物の保管・管理の周知を図る。特に医薬品の患

者投与にかかわる医師・医療従事者への啓発、周

知を図る。

（2）医薬品臨床治験

　医薬品の治験は臨床試験実施基準に基づいて行

われる。対象疾患によっては、診療所の治験参加

も容易となっており、問題が生じれば臨床治験対

策委員会で円滑に行われるようにする。

7　勤務医・女性医師
                            加藤常任理事　　今村常任理事

　                                武藤理事　　　　中村理事

勤務医

　安心で安全な医療を目指し、これを提供するこ

とは本会のみならず、すべての医師に共通する使

命である。昨今の医療界、特に勤務医をめぐる環

境は、医師個人の強い使命感や、医療現場の献身

的な努力ではもはや解決できなくなっている。長

年にわたる医療費抑制政策や 2004 年から始まっ

た新医師臨床研修制度により、地域や診療科によ

る医師の偏在が進行し、医師不足、過重労働の問
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題が顕在化するとともに、理不尽な医療訴訟が重

圧となり、地域医療はまさに崩壊の危機にある。

また、あらゆる分野においてグローバル化が進

む中で TPP 参加による国民皆保険制度への影響、

「日本再生戦略」の推進に伴う医療の産業化へ向

けた加速的な動き、さらには医療に対する消費税

問題など、わが国の医療制度の根幹に関わる大き

な問題も生じている。

　こうした状況の下、少子高齢化の進展に伴い、

わが国の在り様が変容していくなかで、医療もま

た、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を見

据え、地域の主体性に基づき、地域の特性に応じ

た地域包括ケアシステムの構築等が求められてい

る。本県においても医師不足による医療崩壊を食

い止め、地域医療を確保し、県民が安心できる医

療体制を構築することは喫緊の課題である。とり

わけ勤務医は地域医療連携、救急医療、卒後臨床

研修などで重要な役割を果たしており、その活動

は医師会において地域医療再生として大いに期待

される。

　このため、これまで勤務医対策として勤務医の

就労環境改善への取組みや勤務医の医師会活動へ

の参画促進を図り、これに対処してきたところで

ある。

　平成 27年度においても引き続きこれらの事業

を実施する。病院勤務医懇談会等によるニーズの

把握と対応に努めるとともに、関係機関との連携

を緊密にし、医師会活動への一層の理解と勤務医

の医師会加入の促進を図っていく。また、昨年、

一昨年と実施した医師事務作業補助者シンポジウ

ムにおいて、この活用が医師の過重労働の軽減に

大いに資するとの結論を踏まえ、導入への普及啓

発やスキルアップ研修に係る事業を推進すること

とする。

　さらに、中長期対策として、勤務医の情報収集

や連携、事業推進のための医局長連携によるネッ

トワークの構築、地域に出向いての「なんでもトー

ク」情報交換会の開催に取り組むなど、勤務医対

策の強化に積極的に取り組んでいく。また、昨年、

医学生・研修医を交えた座談会を企画したが、医

学生に山口県の病院や医療の現場を知ってもらう

事業を模索していく。

　今後もこれまで実施してきた勤務医に係る各種

アンケート調査の結果をもとに、勤務医部会企画

委員会を中心に勤務医に係るさまざまな課題に対

応していくこととする。

　また、平成 16年に新医師臨床研修制度が開始

されさまざまな問題が生じている中、本県におけ

る平成 26年度の臨床研修マッチング結果は非常

に厳しく、マッチング数・率ともに過去 5年間

で最低であったことから、県内外から一人でも多

くの臨床研修医を受け入れ、また、臨床研修修了

後も県内の医療機関で働きたくなる環境を整える

必要がある。

　平成 22年 4月より、山口大学、県内の基幹型

臨床研修病院、山口県及び山口県医師会で組織さ

れた山口県医師臨床研修推進センターにおいて、

地域医療再生基金を活用して臨床研修の円滑な推

進及び研修医の県内定着に関する事業を行ってお

り、今年度も引き続き臨床研修病院合同説明会へ

の参加、臨床研修医交流会の開催、指導医・後期

研修医等国内外研修助成事業等を実施する。

　こうした観点から今年度は、次の事業を実施す

る。

＜勤務医対策＞

（1）勤務医部会総会、理事会、企画委員会の開催

（2）勤務医への医師会活動の周知及び加入促進

（3）病院勤務医懇談会の開催（県内２か所）

（4）市民公開講座等の開催（県内２か所）

（5）県医師会生涯教育セミナー（勤務医部会シ

　ンポジウム）の開催

（6）医師事務作業補助者フォーラム及び研修の

　開催

（7）勤務医のネットワーク構築（医局長連携と

　して「なんでもトーク」情報交換会の実施）

（8）医学生への啓発事業

（9）平成 27年度全国医師会勤務医部会連絡協議

　会への参加

(10) 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会

　への参加

(11) 勤務医ニュースの発行（年２回）

(12) 指導医のための教育ワークショップの開催
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＜臨床研修対策＞

（1）山口県医師臨床研修推進センター運営会議

　の開催

（2）臨床研修病院合同説明会への参加

（3）臨床研修医交流会の開催

（4）指導医・後期研修医等国内外研修助成事業

　の実施

（5）国内外からの指導医招へい事業の実施

（6）病院現地見学会助成事業の実施

（7）臨床研修医歓迎会の開催

（8）研修医・医学部学生との意見交換会の開催

（9）臨床研修病院群の形成促進

女性医師

　女性医師の支援としては、若い女性医師の増加

にもかかわらずいまだ不十分である育児支援はも

とより、女性医師がプロ意識を持って継続的に社

会に貢献しかつ活躍できるための適切な支援が重

要な課題である。殊に仕事の継続を可能にするた

めには、“働き方の多様性”に配慮したサポート

が必要である。また、医学生早期からの意識醸成

は高い効果が期待できるため、医学教育との連携

が重要である。これらの目的を具現化するために

は、勤務医部会との更なる連携が必須である。

　今年度事業としては、引き続き６つのＷＧ（育

児 ( 子育て ) 支援、勤務医環境問題、女子医学生

キャリア・デザイン支援、地域連携、広報、介護

支援検討）での活動を継続して実施する。

　昨年度、全医師会員に実施した介護についての

アンケートの分析により本部会での取組みを検討

する。また、医学部入学後なるべく早期に女子学

生に限らず男子学生にも講義や交流会を企画する

こととする。なお、これらの活動の情報を発信す

るためHP等を活用して広報に努めていく。

　以上により、今年度の事業計画として以下の事

業を推進する。

（1）育児（子育て）支援：保育サポーターバン

　ク等の広報活動の継続、サポーター研修会の開

　催、サポーターバンク通信の発行

（2）勤務医環境問題：県内医療機関の女性医師

　ネットワーク作り

（3）女子医学生キャリア・デザイン支援：女子

　学生のインターンシップ、医学生と医師との交

　流会や医学生への講義

（4）地域連携：郡市医師会女性医師部会設立によ

　る女性医師の地域で医師会活動への参加促進、

　郡市医師会女性医師部会代表者と山口県医師会

　男女共同参画部会との連絡会議

（5）広報：HP等を通じた情報発信

（6）介護支援検討：アンケート調査結果の分析

　と今後の活動検討

8　医業
加藤常任理事　　原　理事

　　　　　　　　　　　　舩津理事

　県民の生命と健康を守る医療提供体制を確保す

るためには、健全な医業経営の促進を図るととも

に、医療従事者の確保対策が喫緊の課題である。

昨年 6月、医療法の一部改正により、厚生労働

省は医療機関の勤務環境改善にかかるワンストッ

プの相談体制の構築のため、都道府県に勤務環境

改善支援センターの設置を求めている。今後、県

において当センターが設置されれば、連携を強化

し対応する必要がある。

　税制については、政府は消費税率 10% への引

き上げを当初の予定から 1年半延期し、平成 29

年 4 月にすることを決めた。少子高齢化におけ

る社会保障の充実のために引き上げられる消費税

だが、医療機関の経営に悪い影響を与えることの

ないように、かつ、県民に質の良い医療を提供で

きる団体として、慎重に対応しなければならない。

　医療廃棄物については、医療機関から排出する

ものだけでなく、在宅医療の進展に伴い家庭から

も在宅医療で使った材料などが排出されるように

なっている。医療機関は産業廃棄物排出事業所と

して、これら医療廃棄物を適正に管理する責任が

あることは当然のことである。

医業経営対策

　医療機関の事業税非課税措置等の見直し問題に

ついて議論が継続されることになったが、この問

題は医療機関にとって経営の根幹にかかわる問題

である。診療報酬所得計算の特例措置（4段階税

制）、医療法人に関わる事業税の軽減措置等の存
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続についても引き続き努力していく。医業経営に

おいて仕入れにかかる消費税が他に転嫁できない

ために生じる控除対象外消費税問題があり、医業

経営への重大な影響を避けるためにも非課税還付

方式又はゼロ税率ないし軽減税率による課税に改

める要望を続けて行う。平成 29年 4月に消費税

率が 10％に引き上げられることが決定したので、

それまでに控除対象外消費税の問題が解決される

よう注視していく。

　診療所である医療機関の経営は決して楽観でき

る状況にはないことを銘記して、諸問題に取り組

まなければならない。このような時こそ自院の経

営状況を精査し見直す必要があり、雇用、従業員

教育、物品の購入管理、増患対策などさまざまな

問題について再検討してみる良い機会でもあると

もいえる。

（1）税制対策　

（2）医業継承問題の検討

医療従事者確保対策

　中小の病院を中心として、各地で看護師の不

足が問題になっており、過重労働、医療訴訟の問

題、働く女性への支援等多くの課題が指摘されて

いる。そのような現状において、事態はさらに深

刻になっており、特に地域による偏在が社会問題

となっている中、医療関係職の人材の養成が急務

となっている現状がありながら、国や行政による

これといった有効な対応策がみえてこない。

　医師会員の懸命な努力で運営を続けている医師

会立看護師、准看護師、助産師養成所は、補助金

の減額、施設の老朽化、看護教員や実習施設の確

保対策などさまざまな問題を抱えている。専任看

護教員養成講習会の開催については山口県での開

催を要望するとともに、e- ラーニングも早期に

導入されるよう要望する。

　現在、医師会立養成所を卒業した（准）看護師

の 90% 以上が県内に就職しており、今後もこの

状態を維持し地域医療を守るためにも、その存続

に努力していかなければならない。

　看護師養成所の若者の県内定住に果たす役割

と、看護職員確保に貢献している現状を県行政や

議会に訴え、校舎の耐震化や建て替えなどを円滑

に進めるためにも制度面、財政面でのさらなる支

援を要請していく。

（1）郡市医師会看護学院（校）担当理事・教務

　主任合同協議会の開催

（2）看護師養成施設への助成

（3）県下看護学院（校）対抗バレーボール大会

　の主催（当番：下関）

（4）看護学院（校）に関する基本調査の実施

（5）医師会立看護職員養成所問題への対策

（6）中四九地区医師会看護学校協議会への出席

　（開催地：別府市）

（7）都道府県医師会看護問題担当理事連絡協議

　会への出席

（8）山口県実習指導者養成講習会受講者への助成

　

労務対策

　医業運営において、従業員等の労務管理は必要

不可欠なものであり、円滑に管理することが安定

した医療機関経営の基本であると考えられる。男

女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働安全

衛生法など関係法令の改正により、医療機関にお

いても労務管理の重要性が認識されなければなら

ない。近年、医療従事者の過重労働に対する問題

がクローズアップされているが、関係当局と協議

しながらその対策を考えていく。

　県が設置見込みの医療勤務環境改善支援セン

ターは各医療機関における診療報酬制度面やマネ

ジメント管理面だけでなく、労務管理面での一体

的な支援を行うことが期待されており、必要に応

じ、当センターと情報提供等、連携して各医療機

関の職場環境整備に努めていく。

　労務に関しては、労働局等の関係当局からの情

報を受け、会員に周知徹底をはかる。

（1）郡市医師会労務担当理事協議会の開催

（2）育児・介護休業法に基づく制度の普及

（3）労働安全衛生法等に基づく医療従事者の労

　働安全衛生の確保

（4）過重労働に対する検討・対策

（5）労務に関する関係団体との検討会の開催
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（6）医療従事者の勤務環境改善等に関する取り

　組み

医療廃棄物対策

　平成 27年度も引き続き、排出事業者としての

信頼を失わないように医療機関に対して医療廃棄

物の適正処理及びマニフェスト管理の徹底をはか

り、各医療機関が適正に管理できるように、県行

政や関係機関と連携しながら有用な情報提供及び

助言等を行っていく。また今年度は、排出した医

療廃棄物がどのように処理されているかを学ぶた

めの実地研修会を開催する。

（1）電子マニフェストの普及促進

（2）医療廃棄物三者協議会の開催

（3）郡市医師会医療廃棄物担当理事協議会の開催

（4）産業廃棄物処理施設における作業環境管理

　研修会の開催

（5）医療廃棄物処理に関する相談業務の促進

Ⅱ　その他事業
1　収益
　実施事業を財政的に支えるために、次の事業を

実施する。

（1）保険料収納代行業務

　主に会員を対象として生命保険及び損害保険の

保険料の集金業務を保険会社等に代わって行うこ

とにより、生命保険会社等から集金代行手数料を

得る。

（2）労働保険事務組合業務

　小規模の事業主である会員から委託を受けて、

労働保険料の申告、納付各種届け出等の業務を山

口労働局長の認可を受けて行う。

Ⅲ　法人事業
1　組織

　河村専務理事　　香田理事

　　　　　　　　　　　　原　理事　

　他県に比べ 10年早く進行している 2025 年問

題を念頭に、地域医療構想（ビジョン）・地域包

括ケアシステム・在宅医療・認知症施策推進総合

戦略（新オレンジプラン）などの策定及び実行が

急務の段階にきている。

　日本医師会は、①国民皆保険制度の堅持、②国

民の安全な医療に資するものかの２点において、

是々非々で対峙する立場をとっている。山口県医

師会においても日本医師会と歩調を合わせ、地域

の実情に促した計画を財務基盤の後ろ盾を確認し

ながら行っていきたい。

　また、関係諸機関及び関係団体との連絡を密に

とりながら一致団結し、正確な情報収集に努め、

県民の健康と福祉に寄与するために尽力する。

（1）表彰

　表彰規程に基づいて実施する。

（2）新入会員の研修

　新規入会第 1号会員に対し、県医師会の事業

概要、保険診療等をはじめ「医の倫理綱領」の遵守、

医療事故防止対策等に関する研修を実施し、地域

医療における医師会活動への理解を深めるととも

に、医師会活動への参加や協力依頼を行う。

（3）調査研究

　定款、諸規程、会費等の諸施策について定款等

検討委員会等に諮問する。

　また、緊急課題にはプロジェクトチーム等を設

け、対応策の検討、提言を行う。

（4）新公益法人制度対策

　新公益法人制度に基づき、円滑な法人運営に取

り組む。

（5）母体保護法指定医師関係

　山口県産婦人科医会と緊密な連携のもと、母体

保護法の理念に則り、適切に指定・更新及び研修

等を実施する。

（6）郡市医師会との連携

　郡市医師会との意見交換の機会を作り一層の連

携強化に努める。会員からの意見・要望、提言の

把握に努め、諸施策に反映させる。
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（7）ドクターバンクの運営（医師等の求人・求

　職対策）

　医師確保のために設置しているドクターバンク

の活動を強化する。

（8）医師会への入会促進

　勤務医をはじめ、若い医師への入会促進に積極

的に取組み、会員の増加を図る。地域医療への貢

献・医師会活動への参画を推進し、医師会組織の

強化に努める。

（9）医療関係諸団体との連携強化

　地域医療を円滑に推進するため、新年互礼会、

三師会や看護協会、専門医会等との懇談会を開催

し、情報交換や連携を図り、医療界のさらなる団

結を図っていく。

（10）医師会共同利用施設対策

　医師会病院、臨床検査センター、医師会介護保

険関連施設などの医師会共同利用施設は、地域の

健康・医療・福祉を包括した総合拠点として重要

な役割を果たしている。しかし、施設の老朽化や

民間との競合など、経営面での大きな問題を抱え

ているところもある。

　臨床検査センターでは、精度管理の重要性が問

われており、引き続き精度管理の確立にも努め、

訪問看護ステーションや在宅介護支援センターな

どの介護保険関連施設では、医療と介護の連携推

進を図り、経営面での問題点について助言や要望

を行う。

　このような状況の中、全国の共同利用施設の情

報を収集し提供するとともに、各施設の情報交換

の場を設けるなど改善策の検討を行う。

　①郡市医師会共同利用施設担当理事協議会（意

　　見交換会）の開催

　②第 26回全国医師会共同利用施設総会への参

　　加（8月 22日～ 23日　大阪府）

　③平成 27年度臨床検査精度管理調査報告会へ

　　の参加

 

（11）医政対策

　「医政なくして医療なし」、多様性を増す医療政

策課題を実現するためには強力な医政活動が重要

である。医師連盟との関係を一層深め、地域医療

再興、国民皆保険制度の堅持、各種医療政策課題

の実現に向けて活動する。

　今年度も引き続き、医政活動研究会を開催する。

（12）社会貢献活動の推進

　県民の医師会活動に対する理解を深めるため、

社会貢献活動を推進する。

2　管理
　医師会運営及び会館管理に関することを行う。
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と　き　平成 27年 1月 29 日（木）15：00 ～

ところ　山口県医師会 6F 会議室
[ 報告 : 常任理事　弘山　直滋 ]

挨拶
弘山常任理事　本日、会長が別件で出務している
ため、代わりに挨拶させていただく。

　近年では、高齢者の増加により、救急搬送件数

も増加し、救急医療後の転送先を確保することが

困難だという事例も聞く。また、認知症患者にお

いては救急隊が搬送する医療機関を選定するのが

困難な場合が多いなど、高齢社会の進展が救急医

療にも大きな影響を与えている。これからは、「メ

ディカル・コントロール（MC）」体制の強化によ

って、救急搬送・救急医療体制を地域医療の連携

に位置づけていくことが重要であると言われてい

る。現在、「医療・介護の地域連携」、「地域包括

ケアシステムの構築」が盛んに謳われており、行

政においてもさまざまな取組みが計画され、実行

に移され始めている。しかし、医療資源（人材）

が十分でない地方（山口県）では、急性期から在

宅までの連携、また介護と救急の連携といった

「高齢者救急のための連携」も重要である。医師

会としては、「救急患者の搬送・受入体制の整備」

はもとより「救急医療を終えた患者の後方医療体

制」、「高齢者救急」の確保についても、有効な施

策や財源等を国や県へ求めていきたいと考えてい

る。それぞれの議題について、忌憚のないご意見

をよろしくお願いする。

議題 1　平成 26 年度事業報告について
（1）本県の救急搬送の現況　　　　　　　　　
　　　　　　 　　【県総務部防災危機管理課】
　昨年末に総務省消防庁より、平成 25年 1月か

ら 12月末までの救急に関するデータが正式に公

表されたので報告する。

　平成 25年の全国の救急出動件数及び救急搬送

人員は 5年連続してともに増加し、いずれも過

去最多を更新した。山口県の救急出動件数も 4

年連続増加して過去最多を更新し、救急搬送人員

は 2年ぶりに増加に転じ、過去最多を記録した。

増加率は全国でも 3番目であった（表 1）。
　その内訳は、これまでと大きな傾向の違いはな

い。事故種別では「急病」が一番多く、約 6割

を占めている。救急出動における不搬送の件数は

年々増加しており、その理由で一番多いのが「拒

否」、次が「緊急性なし」や「死亡」である。こ

の「拒否」の事例としては、運転中に目撃して携

平成 26年度
　AED普及促進協議会・

郡市医師会救急医療担当理事合同会議

項目 救急出動件数（件） 搬送人員（人）

年 平成 25 年 平成 24 年 増減率 平成 25 年 平成 24 年 増減率

全国 5,909,367 5,802,455 1.8% 5,340,117 5,250,302 1.7%

山口 66,895 64,644 3.5% 60,675 59,017 2.8%

表 1
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帯電話による通報があったものの出動後、当事者

に断られた場合や、遠方の家族が心配して通報し

たが現場で当事者に断られた場合などがある。傷

病程度別では、「中等症」、「軽傷」が大半を占め

ており、年齢区分別では「高齢者」が約 6割を

占めている。なお、山口県では 62.9％で、全国

の 54.3％より多い割合を占めている。

　現場到着時間は、全国が 8.5 分で昨年より 0.2

分延びており、山口県は 8.2 分で 0.1 分短縮され

た。病院収容時間は、全国が 39.3 分で昨年より

0.6 分伸び、山口県でも 35.5 分で昨年より 0.5

分延びている。遅延の主な原因として挙げられる

のは、救急救命士の増加及び処置範囲の拡大によ

り、高度な救急処置の実施に多くの時間を要する

ようになっていること、また高層階の建物の増加

等により救急自動車への搬入に時間を要するよう

になったこと、さらに高齢者の搬送割合の増加に

よるものと捉えている。

　救急搬送における医療機関の受入状況は、「重

症以上傷病者」、「産科・周産期傷病者」、「小児傷

病者」の区分に分け、それぞれ「医療機関への照

会回数 4回以上」、「現場滞在 30分以上」の件数

出席者

大 島 郡

玖 　 珂 

熊 毛 郡

吉　　南

厚 狭 郡

美 祢 郡

安本　忠道

藤政　篤志

滿岡　　裕

小佐々博明

伯野　　卓

森岡　秀之

下 関 市

宇 部 市

山 口 市

萩　　市

徳　　山

防　　府

帆足　誠司

髙田　伸一

林　　大資

安藤静一郎

小野　　薫

豊田　秀二

郡市医師会救急医療担当理事

下　　松

岩 国 市

小 野 田

光　　市

柳　　井

美 祢 市

河村　裕子

兼安　秀人

松岡　　彰

多田　良和

野田　基博

松永登喜雄

県医師会

　会　　長　小田　悦郎

　専務理事　河村　康明

　常任理事　弘山　直滋

　理　　事　香田　和宏

山口県健康福祉部地域医療推進室

　　　主幹　廣川　　隆

　　　主査　花田　尚幸

山口県総務部防災危機管理課 消防救急班　　

　　　班長　吉野　顕嗣

　　　主査　兼行　惠一

山口大学医学部附属病院

　金田浩太郎
　　（先進救急医療センター 講師）

山口県自動体外式除細動器（AED）

　　　　　　　　普及促進協議会委員

山本亜希広（周南市消防本部）

有川　昌義（下関市消防局）

青　　雅一

福田進太郎

藤原　義樹

弘本　光幸

吉金　秀樹

若松　隆史　　　 　　　
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及び割合を出している（表 2、3）。平成 25年の
全国のデータがまだ公表されていないが、「救急

搬送時の医療機関への受入照会 4回以上」、及び

「現場滞在 30 分以上」の事案が全体に占める割

合は、これまで全国平均を大幅に下回っており、

県としては全国に比べて医療機関のご協力によっ

て円滑に搬送ができていると認識している。

　心肺停止患者（心原性でかつ心肺機能停止の時

点が一般市民により目撃された症例：ウツタイン

症例）の生存率・社会復帰率は、「1か月後生存

率」及び「1か月後社会復帰率」とも前年に比べ

て上昇している。ただし、「１か月後生存率」24

例、「１か月後社会復帰率」15例と、対象症例数

自体が少ないため、数年間単位で傾向を見ていく

必要があるとのご意見をいただいているところで

ある。今回はこれらの症例について、さらに「バ

イスタンダーによる除細動の実施の有無」を調べ

た結果、平成 21 ～ 25 年で、除細動が実施され

た症例では生存率 36.7% 、社会復帰率 33.3% と

高い割合を示しており、これはバイスタンダーに

よる除細動の実施は非常に重要であることの現れ

であると思われる。したがって、地道な取組みで

はあるが、AED の普及促進及び一般市民の方に

対する救命講習を根気よく続けていく必要がある

と考えている。

（2）AED の普及啓発に係る平成 25 年度の取組
みについて  　　   【地域医療推進室】
　平成 16 年 7 月から一般市民による AED の使

用が可能になって以降、県としても普及啓発に

取り組んできたところである。主に、非医療従事

者に対する AEDの普及啓発や実技講習会の実施、

表 2　医療機関への照会回数が 4回以上の事案の推移

（注）重症以上傷病者搬送事案と、産科周産期傷病者搬送事案及び小児傷病者搬送事案は重複している場合が

　　  ある。

表 3　救急現場での滞在時間が 30分以上の事案の推移
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AED 設置施設情報の収集・提供、設置者への適

切な管理についての周知等を行うことにより、心

肺停止患者の救命率の向上につながる病院前救護

体制の推進を図っている。

　具体的な取組みとしては、県医師会へ業務委

託して県民を対象とした実技講習会の実施ととも

に、AEDの設置情報（報告義務はなし）について、

県ホームページを活用して情報提供している。平

成 27年 1月末現在、1,964 件の設置情報をいた

だいており、今年度新たに 47件の情報をいただ

いた。

（3）救急医療受入患者実態調査について 
 　　　　　　　　　　【地域医療推進室】
　県保健医療計画においても、救急医療提供体制

の確立を掲げており、その指標の一つとして時間

外の救急患者、とりわけ軽症患者の割合を把握す

るために毎年調査をしている。平成 20年度から

県内すべての救急告示病院を対象に、毎年 8月

及び 2月の各 1か月間、時間外に受診される患

者さんのニーズ、来院方法、重症度について独自

に調査している。平成 25年度の結果は次のとお

りである。

　救急搬送及び独歩を含んだ時間外患者の全体

（24,721 人）のうち、79.5％が軽症患者であっ

た。また、15歳未満の小児に限ると全体（3,966

人）のうち 89.3％が軽症患者であった。さらに、

軽症患者のうち医療処置が不要であった（診察又

は投薬のみ）患者の割合は全体の 23.5％であり、

これを小児患者に限定すると 28.0％であった。

　なお、救急搬送以外（独歩来院）に限った軽症

患者に占める時間外患者の割合は全体で 87.2％

と極めて高く、小児に限定すると 90.2％であっ

た。さらに、医療処置が不要であった割合は全体

で 28.0％、小児に限ると 28.8％であった。

　軽症患者の割合は、昨年に比べてごくわずかに

低くなっているものの高い割合を占めており、ま

さに救急をはじめとする医療関係者の方々の負担

増につながっているところだと考えている。県と

しては、小児救急医療電話相談の時間を翌朝まで

拡大するなどの対応を図っているところではある

が、時間内のかかりつけ医の受診、休日夜間急患

センターや在宅当番医の利用など、適正な救急医

療の受診の啓発に引き続き努めていくことが必要

だと考えている。

若松委員　データを示していただく際に、「重症」

や「軽症」、「中等症」などの定義も示しておいて

もらいたい。

県防災危機管理課　次回からは資料に定義を入れ

ていく。

弘山　先日、萩市において、AED 等による心肺

蘇生によって救命につながった事例があったので

報告させていただく。萩市駅伝大会で、走り終え

た高齢の男性が心肺停止状態になった事例で、現

場に居合わせた医師が心肺蘇生を実施し、萩市消

防本部救急救命士も加わって心肺蘇生を継続し

た。同じく走り終えた中学生が AED を必要と判

断し、近くのフィットネスクラブから AED を持

込み、除細動が行われ、救急搬送された。患者は、

当日には会話も十分できる状態にまで回復し、経

過観察のためにしばらく入院することとなった。

県防災危機管理課　この事例には、いくつかのポ

イントがあったので紹介する。まず、医師がおら

れたこと、そしてすぐに AED が用意でき、救急

救命士も近くにいたのですぐに駆けつけられたと

いう状況があった。また、その背景には、このフ

ィットネスクラブが AED 設置救急ステーション

認定事業所として認定されており、昨年末に萩市

消防本部が点検のために訪問した際、AED の設

置場所をもう少し人目につきやすい場所に移動さ

せるように指示していた。さらに、昨年 9月に

長門消防本部が救命講習しており、AED を運ん

だ中学生がその講習を受け、AED の必要性を理

解していたことがある。

弘山　これまでも取り組んできたことではある

が、AED の設置を広げると同時に、講習を受け

た人を増やしていくことが重要である。

弘本委員　中学生が講習を受けることは非常に素

晴らしいことだ。ぜひ全県的に中学生への講習を

広めるといった取組みをすると良い。

県地域医療推進室　学校現場では、カリキュラム

や時間の問題等でなかなか難しいといった声も聞
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くが、ぜひ大きな動きとなるように、先生方にも

ご協力をお願いしたい。

議題 2　AED資器材の貸出状況について 
 　　　　　　　　　　　　　【県医師会】
　平成 26 年 4～ 12 月における、県医師会が所

有している AED 資器材の貸出状況は 59 回、参

加人数が 1,657 人であった。既に 27 年 1 ～ 3

月にも 10回の貸出予定が入っている。

議題 3　除細動器及び AEDの設置状況調査（結
果報告）について 　　　　　　【県医師会】
　医療機関を対象に、平成 26年 6～ 9月にかけ

て郡市医師会を通じて調査した。回答を得られた

施設数は 863 施設、AED の設置台数は 796 台、

除細動器は 308 台であった。この調査は、数の

把握とともに、バッテリーの有効期限などを確認

していただく目的もあって実施している。さらに、

これまでと同様に「AED 使用事例」についても

調査項目を加えて、簡単な回答をいただいている。

今回は、85件の使用事例の回答があった。

議題 4　ドクターヘリの出動実績及び広域連携
について　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　【山大附属病院先進救急医療センター　　
　　　　　　　　　　　　　   金田浩太郎 講師】
　山口県のドクターヘリは、平成 23 年 1 月か
ら運航を開始し、丸 4年を迎えたところである。

今までの出動実績（平成 23 年 1 月 21 日～平

成 26年 12 月 31 日）は、要請件数が 1,072 件、

出動件数は 900 件、天候不良や時間外要請、重

複要請等による未出動件数は 172 件であった。

出動した 900 件の内訳は、現場出動が 368 件、

病院間搬送が 481 件、途中キャンセルが 51 件

であった。全国と比べて病院間搬送が多い結果で

ある。

　年度別に見ると、23 年度 241 件、24 年度

300 件、25 年度 269 件であり、26年度（26年

12月まで）239 件であった。

　消防本部別の出動割合は、長門市、美祢市、萩

市、山口市が多い。その中でも、長門市、萩市は

病院間搬送が非常に多く、美祢市と山口市は現場

出動が多い。それぞれの地域の実情を反映してい

ると思われる。

地域医療推進室　ドクターヘリの中国地方におけ
る広域連携は、平成 22年以降、中国地方知事会

において検討が続けられ、平成 25年 1月に 5県

各知事とドクターヘリ基地病院長によって基本協

定が締結された。そして、平成 25年 3月に出動

範囲等の具体的な事項である実施細目について、

関係県である島根県、広島県と締結した。広域的

な連携体制が構築されることによって、救急医療

体制が充実することに加え、災害時における相互

協力も目的にしている。また、中国地方の広域連

携の特徴は、自県のドクターヘリの状況にかかわ

らず、現場に近いドクターヘリを要請できること

である。

　広域連携による出動要請は、原則として各消防

機関が行うことになっている。山口県ドクターヘ

リにおいて、県内の転院搬送であれば、医療機関

が直接基地病院へ要請することは考えられるが、

広域連携では消防機関を通じて行うことになって

いる。

　これまでの実績は、島根県から山口県への要請

17件（出動 13件）、山口県から広島県への要請

42件（出動 29件）である。

議題 5　「JMAT やまぐち」登録状況について 
 　　　　　　　　　　　　　【県医師会】
　現在の事前登録状況について、内容の確認と新

たな登録募集を郡市へ通知する予定であるので、

ご協力をよろしくお願いする。

　また、昨年 12 月に「JMAT やまぐち」として

の研修会を初めて開催した。今後も定期的な研修・

訓練を企画して実施する予定であるので、参加を

お願いする。
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原稿の種類

字 数

提出・締切

原稿送付先

備 考

①随筆、紀行、俳句、詩、漢詩など

　　※写真等ありましたら添付（3枚以内）いただきますようお願いします。
②絵（カラー印刷）

③書（条幅、色紙、短冊など）

一編 3,000 字以内を目安に、お一人 2作品までとさせていただきます。

できるかぎり下記作成方法①でご協力願います。
作成方法により締切日が異なりますので、ご注意ください。

　※締切日以降に提出された原稿は掲載できませんのでご注意願います。
　※電子メールで送信される際は、原稿と写真の容量をあわせて 5 メガ以内
         でお願いいたします。

〒 753-0814　山口市吉敷下東三丁目 1番 1号 山口県総合保健会館内

   山口県医師会事務局　広報情報課

   E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp

①未発表の原稿に限ります。

②ペンネームで投稿される方につきましては、会員の方から本会に問い合わせが
　あった場合には、氏名を公表させていただきますことをご了承願います。
③投稿された方には掲載号を３部謹呈します。

④写真や画像の使用については、必ず著作権や版権等にご注意ください。

⑤医師会報は県医ホームページにも PDF 版として掲載いたします。

⑥レイアウト（ページ、写真の位置等）につきましては、編集の都合上、ご希望
　に沿えない場合があります。
⑦原稿の採否は、広報委員会に一任させていただきます。

山口県医師会報・平成 27年度夏季特集号「緑陰随筆」の原稿を募集します。
下記により、ふるってご投稿くださいますようお願い申し上げます。
特に今年は戦後 70年にあたるため、当テーマでのご投稿もお待ちしております。

作成方法 提出方法 締切

①パソコン 電子メール　又は　USB/CD-R の郵送 7月 6日

②手書き原稿 郵送 6月 30日

原 稿 募集

夏季特集号「緑陰随筆」
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第 16回
都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会

と　き　平成 27年 3月 4日（水）14：30 ～ 16：30

ところ　日本医師会大講堂

挨拶
日本医師会長　横倉　義武　本日は年度末のお忙
しい中、お集まりいただき深謝申し上げる。

　さて、平成 27年 4月の介護報酬の改定率は全

体でマイナス 2.27% と厳しいものであった。内

訳は収支状況などを反映した適正化分としてマイ

ナス 4.48% となり、処遇改善分がプラス 1.65% 、

介護サービスの充実分がプラス 0.56% である。

基本サービス費がほぼ下がるということになっ

た。多くの介護事業所では介護職員以外の従事者

も含めた職員の処遇改善が後退することが懸念さ

れる。平成 30年度には医療保険と介護保険の同

時改定が予定されている。国は 2025 年に向けた

地域包括ケアシステムの構築を進めているが、日

医としても社会保障施策について、財源の確保や

サービスのあり方、人材の確保など多くの課題に

ついて中長期的な観点で検討することを要望する

など、国民の安心と安全を守るために万全の努力

をしていく所存である。ご案内のとおり、わが国

は 1千兆円を超す債務残高があり、さらに少子

高齢化が進むなかで、介護保険のあり方を検討し

ていかなければならない。

議題
（1）平成 27 年度介護報酬改定の概要と地域支
援事業等について

日本医師会常任理事　鈴木　邦彦
　今回の改定率はマイナス 2.27% となり、処遇

改善のプラス 1.65% などを考慮に入れると実際

はもっと厳しい改定であった。介護事業経営実態

調査をもとにサービス別収支差率などが算出され

ているが、中医協の実態調査と比べると遅れてい

る面もある。これによって改定率が左右されてよ

いのかという意見もあったが、あくまで参考とい

うことだった。今後の課題である。

　介護報酬改定の基本的な視点は、高齢者ができ

る限り住み慣れた地域で尊厳を持って自分らしい

生活を送ることができるよう、「地域包括ケアシ

ステム」の構築に向けた取組みを進めることであ

り、「中重度の要介護者や認知症高齢者への対応

の更なる強化」や「介護人材の確保対策の推進」、

「サービス評価の適正化と効率的なサービス提供

体制の構築」ということになる。このうち、メイ

ンは「中重度の要介護者や認知症高齢者への対応

の更なる強化」である。介護報酬は、保険料の引

き上げが難しい状況であり、このままでは介護保

険はどうしても中重度の要介護者や認知症高齢者

の方が中心の保険にならざるを得ないという危惧

を抱いている。

　中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更

なる強化については、中重度の要介護者等を支援

するための重点的な対応や、活動と参加に焦点を

当てたリハビリテーションの推進、看取り期にお

ける対応の充実、口腔・栄養管理に係る取組みの

充実が挙げられる。

　地域包括ケアは、かつては介護保険のことで

あるというイメージもあったが、医療もしっかり

入っている。

　通所介護の機能の方向性として、認知症対応機

能、重度者対応機能、心身機能訓練、地域連携拠

点機能がある。このうち、認知症対応機能と重度

者対応機能に今回、加算が付いている。

報告：専務理事　河村　康明

　　　理　　事　清水　　暢

報告：専務理事　河村　康明

　　　理　　事　清水　　暢

報告：専務理事　河村　康明

　　　理　　事　清水　　暢
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　また、今回大きく変わったのは、通所リハビリ

テーションと訪問リハビリテーション（一部）で

ある。今までは急性期リハビリの延長であるとい

う感じであったが、介護保険のリハビリとして生

活期リハビリテーションのエビデンスを出してい

こうということである。従来は機能回復訓練中心

であったが、ADL や IADL の向上など、活動と参

加に焦点を当てたリハビリテーションの構築をし

ていくことになっており、次の同時改定に向けて

議論が続くと思われる。特徴は「survey」、「plan」、

「do」、「check」、「act」で、これらについて新た

な手間をかけていただいて、これを満たしていた

だくと、リハビリテーションマネジメント加算の

Ⅱが付く。これについては、医師が利用者又は家

族に対して説明し、同意を得ることになっている。

ご負担をおかけすることになるが、ここは、しっ

かり医師が関わるということを示すとともに、通

所介護との差別化にもなる。

　個別リハビリテーションは退院（所）後間もな

い者に対する身体機能の回復に焦点を当てたリハ

ビリテーションとして、短期集中的個別リハビリ

テーションとして機能を統合する。リハビリテー

ションは、適切な目標の設定と、その達成に向

けた個別性を重視して計画的に行うべきものであ

るので、長期漫然として実施される個別リハビリ

テーション実施加算については基本報酬に包括す

る。

　さらに、看取り期における対応の充実や介護職

員処遇改善加算の更なる充実が図られている。

　今回、在宅医療・介護の連携推進については、

医政局施策の在宅医療連携拠点事業、在宅医療推

進事業により一定の成果があったことから、それ

を踏まえて介護保険法の中で制度化することにな

り、地域支援事業として、市区町村が主体となり

取り組むことになった。事業項目として、①地域

の医療・介護サービス資源の把握、②在宅医療・

介護連携の課題の抽出と対応策の検討、③切れ

目のない在宅医療と介護サービスの提供体制の構

築推進、④医療・介護関係者の情報共有の支援、

⑤在宅医療・介護連携に関する相談支援、⑥医

療・介護関係者の研修、⑦地域住民への普及啓発、

⑧在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連

携、がある。

　市区町村が在宅医療・介護連携推進事業を実施

する場合は、同事業は総合確保基金の対象となら

ない。また、地域における医療・介護提供体制構

築にあたっては、それぞれの地域の実情によって

必要とする事業や資源が異なるため、特に東京の

ような大都市では、総合確保基金によってすべて

の基礎自治体からの個別の要求に応えることは困

難である。まず、各地域で確認すべきは、その市

区町村が、「いつから事業を開始するのか」、「8

事業すべて同時に行うのか、あるいは個別に行う

のか」、「どの事業を委託することを考えているの

か」、「その事業はどのカウンターパートと協議す

るのか」である。

　今後の課題として、介護給付費分科会では、通

所リハビリテーションや通所介護、認知症対応

型通所介護などの居宅サービスについては、それ

らの共通の機能とともに、それぞれのサービスに

特徴的な機能の明確化等により、一体的・総合的

な機能分類や評価体系となるよう引き続き検討す

る。また、その際には、現行の事業所単位でのサー

ビス提供に加え、例えば地域単位でのサービス提

供の視点も含め、事業所間の連携の進め方やサー

ビスの一体的・総合的な提供のあり方についても

検討する。

　今回の介護報酬改定では、中重度者や認知症高

齢者等への対応について重点的に評価されたが、

こうした利用者の方は医療ニーズと介護ニーズを

併せ持つため、地域においてこれまで通り暮らし

続けられるよう、適切な医療の裏付けのある介護

が提供できる環境整備を構築すべきである。また、

平成 30年度に予定される診療報酬・介護報酬の

同時改定に向けては、特養をはじめとする施設等

における医療提供体制及び報酬体系についての議

論を本格化させる必要があると考えている。

（2）平成 27 年度介護報酬改定について
　　厚生労働省老健局老人保健課長　迫井　正深
　今回の改定の柱は 3つある。「中重度の要介護

者や認知症高齢者への対応の更なる強化」、「介護

人材確保対策の推進」、「サービス評価の適正化と

効率的なサービス提供体制の構築」である。
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　まず、居宅介護支援・介護予防支援については、

正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏り

への対応強化や質の高いケアマネジメントを実施

する事業所の評価の推進は特に重要であると考え

ている。なお、特定事業所集中減算における正当

な理由の範囲も併せて確認いただきたい。

　さらに、居宅介護支援事業所とサービス事業所

の連携として、意識の共有を図る観点から、介護

支援専門員等は、居宅サービス計画等に位置づけ

た指定居宅サービス等の担当者から個別サービス

計画の提出を求めることとされた。

　今回の改定では、ほとんどの基本サービス費は

適正化しており下がっているが、処遇改善加算で

は増額しているので、しっかり算定していただけ

ればある程度は埋められる。さらに中重度者や認

知症患者のケアの推進に関して、なるべく多くの

加算を設定している。

　訪問介護においては、20 分未満の身体介護に

ついては、従前では往復の所要時間の関係によ

り、単独のサービスではあまり想定していなかっ

たが、今回、明確にサービス体系に位置づけた。

　訪問看護は処遇改善加算の算定対象にはなって

いない。その一方で、中重度の方にしっかり対応

していただければ、加算を設けていこうというこ

とである。看護体制強化加算の算定は容易ではな

いが、上手く活用していただきたい。さらに、病

院・診療所からの「みなし」の訪問看護の充実を

図った。病院・診療所からの「みなし」の訪問看

護は一貫して減少しているが、この背景として看

護師不足があり、病棟勤務が主たる業務になるこ

とは理解しているが、訪問看護職の育成を図るた

めにも基本報酬を増額した。

　次に、通所リハビリテーションと訪問リハビリ

テーションについて説明する。

　介護保険における生活期のリハビリテーション

は生活に密着したリハビリテーションと考えてい

るが、実態は医療、急性期のリハビリと変わらな

いのではないか。身体機能に着目したリハビリは

必要であるが、それをずっと続けていくのは、生

活期のリハビリとしては違和感がある。日常生活

に密着したゴール設定があっても良い。リハビリ

テーションのマネジメントを強化するとともに、

リハビリテーションのカンファレンスを実施して

いただく。内容の見直しを上手に活用していただ

きたい。

　短期入所生活介護は重視しているが、供給が需

要に追い付かない実態を踏まえて、規制や報酬設

定等を変えた。

　特定施設の入居者は増加が見込まれることなど

から、従来なかったサービス提供体制強化加算や

認知症専門ケア加算を創設した。

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多

機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護に

共通して、総合マネジメント体制強化加算が創設

された。本加算は、区分支給限度基準額の算定に

含めない。

　集合住宅におけるサービス提供について、ス

ケールメリットが出た場合はディスカウントする

ことが基本である。
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※当チラシは本会HPからダウンロードできます。
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都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会
と　き　平成 27年 4月 3日（金）14：00 ～ 16：30

ところ　日本医師会大講堂

[ 報告 : 常任理事　藤本　俊文 ]

挨拶
日本医師会長　横倉　義武　平素より産業保健活
動の推進にご尽力賜り、感謝申し上げる。ご存知

のとおり日本医師会では生涯を通じた健康管理の

重要性を強調し、生涯保健事業の推進を図ってい

る。その一環としても産業保健の推進は、わが国

の活動の基盤である労働者の健康の保持・増進を

通じて労働生産性の向上とともに、健康寿命や労

働可能年齢の延伸、そして活力ある長寿社会を構

築していくための原動力になるものと確信してい

る。

　近年、労働者の就労環境は大きく変化し、職場

において強い不安や悩み、ストレスを感じている

労働者が年々増加している。このような事態に対

応するため、国は過重労働、メンタルヘルス対策

の充実・強化を掲げており、産業医に期待される

役割がますます増大している。

　本日は労働安全衛生法が改正され、本年 12月

に施行となるストレスチェック制度に関して、こ

れまで検討会の座長として審議を行っていただい

た相澤先生に検討の経緯を、また、厚生労働省の

泉労働衛生課長に国としての基本的な考え方や省

令、指針、マニュアル等の詳細な話をしていただ

くこととなっている。

　この度の労働安全衛生法改正については、衆参

両議院の厚生労働委員会において付帯決議が行わ

れ、小規模事業場のメンタルヘルス対策について

産業保健活動総合支援事業による体制整備など、

必要な支援を行うことが記載されている。引き続

き地域産業保健センターが小規模事業場のニーズ

に十分に応えられるように予算措置を求めていき

たい。

　また、昨年 4月にスタートした産業保健活動

総合支援事業の実施主体である労働者健康福祉機

構より、今後の方針等についても説明いただくこ

ととなっている。ご出席の各県担当理事から忌憚

のないご意見をいただきたい。

議事
（1）改正労働安全衛生法に基づくストレス
チェック制度について
①ストレスチェック制度に関する検討の経緯につ
いて

北里大学名誉教授　相澤　好治
　今回のストレスチェックの内容は、米国労働安

全衛生研究所（NIOSH）のモデルが使われている。

職場のさまざまな要因が労働者にストレスを与え

る可能性があり、生物的因子、化学的要因（有機

溶剤やタバコ等）、物理的要因（騒音、暑熱、寒

冷）、作業因子（長時間労働、セクハラ、パワハラ）、

心理社会的因子（仕事のコントロール）が主な因

子である。これらのストレス要因に対し、ストレ

ス緩和要因があり、上司や家族、同僚の支援など

はストレスを緩和する。ストレス緩和要因と職場

におけるストレス要因により、ストレス反応（疲

労、不安、抑うつ、睡眠障害等）がでてくる。こ

れが続くと、うつ病や不安障害など、疾病になる

可能性がある。

　メンタルヘルスに限らず一次予防、二次予防、

三次予防という概念がある。一次予防は病気の発

生を防ぐことで、メンタルヘルスではストレス調

査を行い、管理体制を整備する。二次予防は早期

発見・治療、三次予防は専門医の受療と職場復帰

及び再発防止となり、今回のテーマからは外れて

いる。平成 22年に自殺者が 3万人を超える状態

が十数年続いたため、「自殺・うつ病等対策プロ

ジェクトチーム」ができた。この中に職場のメン

タルヘルスの推進があり、厚生労働省で「職場に
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おけるメンタルヘルス対策検討会」が開かれた。

ここでは主に二次予防として、病気の発生する前

のストレスの強い人を早期発見することを目的に

議論された。平成 26年 1月から「精神的健康に

着目した職場のリスク評価手法の取り入れ等に関

する専門委員会」が開かれ、「ストレスチェック

項目等に関する専門検討会」において内容が検討

された。検討会で 2つの会議が行われ、1つ目は

ストレスチェックの項目、実施方法、面接指導方

法などについて検討し、2つ目は同意の取得、不

利益取扱い、情報管理などについて検討した。そ

の後、最終報告が 12月に出され、さらに細かい

実施方法についてはマニュアル検討委員会で検討

した。

　ストレスの指標については、生体試料中の副腎

皮質ホルモンなどで測ることも可能だが、日内変

動や経済的な理由により実施は難しいため、質問

票を用いる。メンタルヘルス不調を見つける質問

票の CES-D（抑うつ尺度 20 項目）、STAI（不安

20 項目）等があるが、今回はストレスのかかり

具合を調査するため、平成 7年から利用してい

る職業性ストレス簡易調査票を用いることが望ま

しいとされた。これは 57項目でストレス要因と

ストレス反応、修飾要因を含めている。さらに、

今回は 23項目の簡略版もつくられた。調査票の

場合には、記入者が正直に回答することが前提で

あるが、そのためには、調査結果の情報管理を徹

底することと、その結果によって不利益にならな

いような取扱いが必要になる。

　職業性ストレス簡易調査票の項目は、Aが職場

のストレス要因、Bはストレス反応、Cは上司、

職場からの支援、Dは満足度であるが Dは評価

に用いない。これらを受験者にレーダーチャート

として返すことで、分かりやすくストレス要因を

伝えることができる。レーダーチャートではスト

レスの原因と考えられる因子、ストレスによって

起こる心身の反応、ストレス反応に影響を与える

他の因子等が示される。また、ストレスプロフィー

ルという点数化した表も示される。高ストレス者

と判定する基準については、概ね受験者の 10%

程度が適当であるとし、ストレス反応で高いスト

レス判定が出た者と、一次予防という観点から、

ある程度ストレス反応が高く、ストレス要因と周

囲のサポートに問題がある方も入れる。さらに、

ストレスチェックによる集団分析を実施する。事

業場、部署別に仕事の量的負荷・コントロール、

上司・同僚の支援をそれぞれ評価する。なお、こ

れを義務付けるという意見もあったが努力義務と

なった。

　労働者が安心してストレスチェックを受けられ

る仕組みが重要である。今回の制度は事業者には

実施義務があるが労働者に受検義務はない。しか

し、なるべく全員に受けてもらうことが必要であ

る。そのためには、事業者がストレスチェックの

意味を労働者へ説明し、声明を出す。また、衛生

委員会での審議とその周知を行うことが重要であ

る。個人情報の保護も重要で、今回の制度は健診

と異なり、事業者への提供には同意が必要とし、

実施事務従事者も守秘義務を持つ。また、面接指

導の申出を理由とした不利益取扱いは禁止されて

いる。

　高ストレス者が相談しやすい体制づくりも必

要である。高ストレスで面接が必要と判断された

労働者の申出により面接指導が行われるが、申出

を行わない場合も相談につながる受け皿があるこ

とが重要である。このため、法に基づくストレス

チェックの流れに加え、職場の既存の産業保健体

制やメンタルヘルス相談の仕組みを活用すること

が重要である。

　職場のことを十分知っている産業医が中心とな

るべきだという意見が委員会でも強かった。一方

で、事業者との関係がこれまでの制度と異なる点

があり、産業医が実施者となる場合の役割や責任

について戸惑いの声もあったが、ストレスチェッ

クの責任は事業者にあるため、円滑に行われる

体制を整備するのは事業者である。事業者側の実

務担当者、実施者、実施者を含む実施事務従事者

の役割についても検討が行われ、産業医にあまり

負担のかからない方法で実施できるようにしてい

る。

　産業構造や働く人の状況の変化に伴い、産業医

に期待される役割も変化している。メンタルヘル

ス、過重労働対策、生活習慣病対策は、今後ます

ます重要になるのでご協力をお願いしたい。
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②ストレスチェック制度の詳細について
　～改正法に基づく省令・指針・マニュアルの概要～
　　　　厚生労働省労働基準局労働衛生課長

　泉　　陽子
　昨年 12月まで検討会を開催し、検討結果を基

に省令、指針を作成しており、省令については 3

月 24 日の税制分科会で答申をいただいた。省令

と指針についてはマニュアルの最終版とともにお

示しできるのではないかと思っている。今年度の

12 月 1 日から施行であるので、それまでの間、

研修や啓発活動に力を入れていきたいと考えてい

る。事業者向けの説明会や実施の中心になられる

医師、保健師等に対する研修を実施していく。

　ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ

は下図のとおり。
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　この制度はストレスチェック、面接指導、集団

分析の 3つのパートからなっている。ストレス

チェック制度は一次予防が目的であり、個人への

対応と集団への対応の 2つをすすめていくこと

になるが、個人への対応として高ストレス者の面

接指導があり、集団的な対応については、ストレ

スチェックの結果を集団的な情報として解析し、

職場環境の改善につなげていく。ストレスチェッ

クの実施、高ストレス者の面接指導は義務である

が、これに基づく集団的な分析と職場環境の改善

については努力義務となっている。なお、この 3

パートすべてを「ストレスチェック制度」と呼ん

でいる。一方、「ストレスチェック」とは 3パー

トの内の「ストレスチェック」を指している。

　ストレスチェック制度の実施体制は、責任者

となる事業者がおり、他に実施計画の策定や実施

の管理を行うストレスチェック制度担当者（衛生

管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者等）、

実施に関わる人たちのリーダー的な役割を担う実

施者（産業医、看護師、精神保健福祉士等）、実

施者の補助を行う実施事務従事者（産業保健ス

タッフ、事務職員等）で構成される。

　ストレスチェック制度の実施に当たっては、労

働者の受検義務は規定されていないが、可能な限

りすべての労働者に受けていただきたい。ストレ

スチェック後、面接指導を受ける必要があると認

められた労働者は、できるだけ申し出をしていた

だき、医師による面接指導を受けることが望まし

い。また、ストレスチェック結果の集団ごとの集

計・分析及びその結果を踏まえた必要な措置は努

力義務であるが、事業者はできるだけこれらを実

施することが望ましい。

　導入に当たっては、産業医として衛生委員会へ

出席し、審議に加わられると思われるので、衛生

委員会等でストレスチェック制度の実施体制、実

施方法及び不利益取扱いの防止等の事項を調査審

議していただきたい。また、衛生委員会の前に調

査票や審査基準について、産業医としてある程度

助言する場面が出てくると考えられる。

　ストレスチェックは、1年以内ごとに 1回実施

する。今年の 12月 1日に施行されるので、その

日から来年の 11月末までに第 1回を実施してい

ただきたい。調査票については、職場におけるス

トレスの原因に関する項目、ストレスによる心身

の自覚症状に関する項目、職場における他の労働

者による支援に関する項目の 3点が入っている

ものを使用する。これは、「職業性ストレス簡易

調査票」を用いることが望ましいとしているが、

事業者の判断により選択できる。ストレスチェッ

クの結果、心身のストレス反応の評価が高い者

又は心身のストレス反応の評価が一定以上であっ

て、ストレス要因及び周囲の支援の評価が著しく

高い者を高ストレス者として選定する。なお、具

体的な調査票や判定基準は実施者の助言に基づい

て事業者が設定することができる。

　ストレスチェックの実施者（産業医等）は、調

査票の選定及び高ストレス者の選定基準等につい

て事業者に対して専門的な見地から意見を述べる

とともに、一人ひとりの判定結果について、面接

指導を受ける必要があるか否かを判定する。調査

票の配付又は回収等の実施の事務は実施者が直接

行う必要はなく、実施事務従事者に行わせること

ができる。

　ストレスチェック結果は、遅滞なく労働者に

通知されなければならない。なお、通知に当たっ

ては、結果のほか、セルフケアに関する助言・指

導、面接指導の申出窓口及び方法並びに申出窓口

以外の相談窓口も通知させることが望ましい。事

業者は、実施者にストレスチェックの結果を労働

者に封書又は電子メール等で直接通知させる等、

結果を当該労働者以外が把握できない方法で通知

させなければならない。ストレスチェックの結果

は、本人の同意がなければ事業者へ伝えることは

できない。なお、ストレスチェックの結果を事業

者が必要としない場合などは同意を得る必要はな

い。また、労働者の同意については事業者はスト

レスチェックの実施前又は実施時に取得してはな

らず、結果通知後に個別に書面又は電磁的記録に

より、同意を取得しなければならない。

　ストレスチェック結果通知後、面接指導の対象

となる労働者に対し、面接指導の申出を行うよう

実施者が勧奨することができる。しかし、事業者

に面接指導の申出を行うにはハードルが高い場合

は、通常の産業保健活動の相談を行い、その中で
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法律に基づく面接指導に同意していただいて面接

指導を行い、事業者は医師の意見に基づいて就業

上の措置を取ることになる。

　ストレスチェックの結果については、本人が同

意して事業者へ結果が通知された場合は、当該結

果の記録を作成し、5年間保存しなければならな

い。それ以外の場合（本人が同意せず、実施者が

結果を保有する場合）は、事業者は検査を行った

実施者による検査結果の記録の作成及び検査の実

施事務に従事した者による当該記録の保存が適切

に行われるように必要な措置を講じなければなら

ない。記録の保存は実施者が行うことが望ましい

が、それが困難な場合には事業者が指名した実施

事務従事者が行うことが望ましい。なお、保存期

間は 5年間が望ましい。

　面接指導の対象者は、ストレスの程度が高い者

であって、検査を行った実施者が面接指導の実施

が必要と認めたものである。面接指導を行う医師

は事業場の実情を把握している産業医が望ましい

と考えており、面接指導の記録は 5年間保存し

なければならない。また、事業者は面接指導を行っ

た医師から就業上の措置の必要性の有無、講ずべ

き措置の内容及び職場環境の改善その他の必要な

措置について意見を聴取する。これは健診の事後

措置と同じ仕組みになっている。その後、当該労

働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業

の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等

の措置を講じなければならない。措置の実施に当

たっては、事業者が一方的に行うのではなく、あ

らかじめ当該労働者と十分な話し合いを行い、了

解が得られるよう努めるとともに、労働者に対す

る不利益な取扱いにつながらないように留意しな

ければならない。

　集団分析は新しい試みである。検査の結果を一

定規模の集団ごとに集計させ、その結果について

分析させるよう努めるとともに、必要があるとき

は、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減する

ための適切な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。集団的な分析は個人情報を取り扱わないた

め、個人の同意は必要ないと考えているが、集団・

分析の単位が 10人を下回る場合には、すべての

労働者の同意を取得しない限り、事業者に結果を

提供してはならない。

　ストレスチェックに関して、事業者は労働者が

面接指導の申出をしたことを理由として、当該労

働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない、

と労働安全衛生法（以下、「安衛法」）に定められ

ている。それ以外にもストレスチェックを受けな

い、ストレスチェック結果の提供に同意しない等

の理由で不利益な取扱いを行ってはならない。ま

た、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内

となっていないもの等、法令上求められる要件を

満たさない不利益な取扱いを行ってはならない。

面接指導の結果を理由として、解雇、契約の不更

新、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換

若しくは職位の変更又は労働関係法令に違反する

措置を行ってはならない。

　ストレスチェックの結果は労働者の同意が得ら

れなければ事業者には伝わらないが、それ以外に

ついても安衛法第 104 条の守秘義務がある。守

秘義務が課せられるのは、実施者を含む実施事務

従事者と面接指導を行った者である。人事を担当

する職員の中でも、直接の権限を有する監督的地

位にある者については、ストレスチェックの実施

の事務への従事禁止となり、監督的地位にない者

は、ストレスチェックの実施の事務への従事は可

能であるが、上司を含めて他の者に情報を漏らす

と罰則への対象となる。その他にも、事業者へ提

供するストレスチェック結果は、労働者の同意が

得られた場合には、実施者は事業者に対して当該

労働者に通知する情報と同じ範囲の情報を提供す

ることができる。結果は、当該労働者の健康確保

のための就業上の措置に必要な範囲を超えて当該

労働者の上司又は同僚等に共有してはならない。

また、集団分析の結果は事業場内で制限なく共有

してはならない。面接指導を実施した後に事業者

に意見を提供する場合、診断名、検査値若しくは

具体的な愁訴の内容等や詳細な医学的情報は事業

者に提供してはならない。

　安衛法第 13条に産業医の選任と、労働者の健

康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わ

せることが定められているが、安全衛生規則にス

トレスチェックの実施と、その結果に基づく面接

指導の実施及び面接指導の結果に基づく労働者の
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健康を保持するための措置に関することが追加さ

れる。ストレスチェックや面接指導を実施する際

には、事業場の実情をよく知っている産業医が中

心的役割を担うことが望ましいということを指針

案に入れる。また、外部に委託する場合は、外部

機関においてストレスチェック又は面接指導を適

切に実施できる体制及び情報管理が適切に行われ

る体制が整備されているか等を事前に確認するこ

とが望ましい。これはチェックリストのような形

で提供することを考えている。

　派遣労働者の場合、現在の健康診断は一般定

期健診は派遣元が行うこととなっており、有害

業務に関する特殊健診は派遣先が行う。ストレス

チェックに関しては、実施は派遣元事業者に実施

義務がある。ストレスチェック後の個人へのアプ

ローチなどは派遣元が行っていただく。一方、集

団分析については職場単位で実施することが重要

であるので、派遣先事業者において実施すること

が望ましい。

　その後、厚生労働省で作成された個人の結果と

集団分析の結果を出すためのツールが実際に示さ

れた。

（2）協議
司　会　道永麻里（日本医師会常任理事）
発言者　泉　陽子
　　　　　（厚生労働省労働基準局労働衛生課長）
　　　　井上　仁
　　　　　（厚生労働省労働基準局労働衛生課

　　　　　　  産業保健支援室長）
　　　　相澤好治（北里大学名誉教授）
　　　　亀澤典子
　　　　　（労働者健康福祉機構産業保健・
　　　　　　　　　　　　　賃金援護担当理事）
　　　　山田雅彦
　　　　　（労働者健康福祉機構産業保健・
　　　　　　　　　　　　　　　賃金援護部長）
　　　　八木健一
　　　　　（労働者健康福祉機構産業保健

担当調査役）

道永常任理事　ストレスチェック制度に関する

協議に入る前に労働者健康福祉機構の亀澤理事よ

り、平成 27年度の産業保健活動総合支援事業に

ついてご説明・ご報告いただく。

亀澤労福機構理事　今年度の産業保健活動総合支

援事業の中で、先生方に関わりが深いと思われる

事業についてご説明申し上げるとともに、新しい

保険への加入に関してご報告をさせていただく。

　最初に、産業保健活動総合支援事業の昨年度の

事業実績については、全体としては順調に事業を

実施できたが、三事業一元化に伴い新たに再開す

ることとなった小規模事業場に対する訪問指導

は、目標を大幅に下回る結果となった。産業保健

総合支援センター及び地域産業保健センターによ

る地域の産業保健活動を継続するためにも、今年

度は実績を上げていく必要があると感じているの

で、ご協力を賜りたい。また、先ほどからご説明

のあったストレスチェック制度が本年 12月から

開始することを踏まえ、今年度は次の 2点につ

いて重点的に取り組むこととしている。1点目は、

小規模事業場等における産業保健活動への支援で

ある。小規模事業場に対する事業場訪問による健

康相談や職場巡視等の産業保健指導に積極的に取

り組むこととしている。2点目は、ストレスチェッ

クの事業場への導入支援である。医師、保健師等

ストレスチェック実施者に対し、専門的な研修を

実施すること、メンタルヘルス対策促進員が事業

場を個別に訪問し、ストレスチェック制度の導入

を支援する。小規模事業場がストレスチェックを

実施した際に、地域産業保健センターで医師によ

る面接指導を実施する。このような取組みの他に、

ストレスチェック及び産業医の要件を備えた医師

による面接指導等を複数の小規模事業場が合同で

実施した場合の費用の助成を行うことを考えてい

る。

　賠償責任保険と傷害保険の 2種類の保険に機

構で同時に加入することとしたのでご報告申し上

げる。このうち賠償責任保険については、すでに

法人責任分は加入済だが、それに加えて個人責任

分も含めて加入することとした。これは産業保健

活動に伴う訴訟リスクに対応したものとなってい
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る。加入の時期は現在加入中の傷害保険の保険期

間が 6月までとなっているので、新たな保険は 7

月から加入することとしている。したがって、6

月までの保険には、加入いただいている方々には

保険料を個人で負担していただいているが、7月

からの保険は保険料を機構で負担する。詳細は現

在、保険会社と調整中であり、内容が固まり次第、

改めてご案内をさせていただく。

事前に提出のあった質問・要望

徳島県医師会　50 人未満の小規模事業場につい

てはストレスチェックの実施は努力義務となって

おり、地域産業保健センターが支援することとな

るが、具体的にどのように関わっていけばよいか。

また、利用回数制限についてはいかがか。

亀澤理事　地域産業保健センターは小規模事業

場におけるストレスチェックに係る医師の面接指

導、ストレスチェック結果を利用する労働者に対

する健康相談に対応することとしている。利用回

数は、多くの中小規模事業場に対してサービスを

提供する必要があるため、従来から 1事業所あ

たり 2回まで、1労働者あたり 2回までという

制限を設けている。ストレスチェックの結果に基

づく医師の面接指導を複数回実施する場合には利

用者を事業所でまとめて、利用いただくことがよ

いのではないかと考えている。

徳島県医師会　専属産業医として実施者となる

場合、面接指導の申出を労働者から直接受ける窓

口となってよいのか。その場合、業務に配慮が必

要と思われる労働者の情報を事業主に提供するに

は、必ず労働者の同意が必要となるのか。

井上室長　申出は事業者に対し行うこととなって

いるが、事業場の衛生委員会で審議いただき、産

業医が面接指導の受付窓口となると決まった場合

は、受付窓口となっていただいて問題ない。

　面接指導の結果については、ストレスチェック

の結果と異なり、事業者へ提供するに当たって法

令上、同意を取ることは求められていない。しか

し、トラブルを避けるためにも面接指導の結果、

就業面での配慮や職場環境の改善が必要であると

判断した場合には、事業者に意見を述べることを

対象者へ伝えておいたほうがよいと思われる。

　面接指導対象者が産業医の質問に対し、その範

囲を超えて面接指導に不必要な個人情報まで話し

た場合で、事業者へ報告する必要があると判断し

た場合は、面接の最後に対象者への同意を得るこ

とが必要と考える。

山口県医師会　これまでも長時間労働者に対する

面接指導が行われており、ストレスチェックはス

クリーニングの門戸を広げる目的で行われるもの

と考える。しかし、嘱託産業医は日常診療等の時

間的制約のある中で活動を行っている。産業医の

職務は過去と比較して面談等による労力増加があ

り、今回のストレスチェック制度により、さらに

時間と労力が必要となる。厚生労働省では医師の

時間外労働に対する適切な評価をどのように考え

るか。また、地域性もあると思うが、現在でも事

業場が希望しても産業医を探すことが困難な事例

もある。厚生労働省として、産業医を増やすため

の政策はあるのか。

井上室長　ストレスチェック制度は事業者の責任

において実施する。実施計画の策定や実施者の連

絡調整等の実務は事業者で体制整備を行っていた

だく。すべてを産業医が実施するのではなく、調

査票の配付と回収は、事業場の衛生管理者や事務

職員等が行うことが可能である。面接指導につい

ても円滑、効率的に実施できるように簡易な面接

指導マニュアルの作成を検討している。

　また、産業医を増やすための政策については、

現在、産業医資格を持ち、実際に活動をされてい

る方は約 3万人程度と認識しているが、さらに

多くの方々に産業医活動に携わっていただくよう

に引き続き日本医師会とも連携して取り組んでい

きたいと考えている。産業医がより効率的、効果

的な活動をしていただけるよう、産業保健ニーズ

を踏まえながら、よりよい制度のあり方について

も今後、検討していきたいと考えている。

道永常任理事　現在、認定産業医の有資格者は9

万人を超えているが、その中で実際に産業医の職

務をしておられる方はそれほど多くはないと思わ

れるので、資格をお持ちの先生のお仕事を探すこ

とが日本医師会としてできればよいと考えている。
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鳥取県医師会　ストレスチェックを外部検査機関

が一般検診と併せて実施した場合、産業医にその

結果が届かないことが考えられるが、その点はい

かがか。

井上室長　ストレスチェックを外部の医師が実施

する場合、つまり産業医がストレスチェックに関

与しない場合は、個人のストレスチェックの結果

は労働者の同意がなければ産業医が把握すること

はできない。一方、外部機関にストレスチェック

を委託する場合で、産業医が共同実施者として関

与する場合には実施者に当たるので、労働者の同

意がなくてもストレスチェックの結果を把握する

ことは可能である。事業場の状況を日ごろから把

握しておられる産業医がストレスチェックに関与

することが重要だと考えるので、外部機関へ委託

する場合や健診機関でストレスチェックを実施す

る場合においても、共同実施者となっていただく

ことが望ましい。

秋田県医師会　新型うつ病の適応障害が増加し問

題となっている。ストレスチェック調査票でこの

ような疾患を拾い上げることは可能か。

井上室長　ストレスチェックは一次予防の観点か

ら行うもので、精神疾患をスクリーニングするこ

とを目的としていない。国が推奨する職業性スト

レス簡易調査票についても、職場におけるストレ

スの程度を把握するために作られており、精神疾

患を拾い上げることは難しいと考える。

フロアからの質問

岡山県医師会　本人が事業主に情報を開示したく

ない場合で、面接指導を希望する場合はどのよう

にすればよいか。

井上室長　通常の産業保健活動の相談はストレ

スチェック制度の外と考えており、申出をしない

が面談を受けたい場合には、通常の産業保健サー

ビスの中で産業医の面談を受けることは可能であ

る。

滋賀県医師会　情報開示の同意について、回答が

ない場合は不同意と解釈してよいか。

井上室長　同意の取得は書面又は電磁的記録によ

らなければならないとし、形の残るもので同意を

得ることが必要になる。回答がない場合は同意が

得られていないこととなる。

坂本日医産業保健委員　実施者が保有する結果

は、実施者が 5年間保存することが望ましいと

されているが、指針案では「困難な場合には事業

者が指名した実施事務従事者が行うことが望まし

い」とされている。事業者は保存が適切に行われ

るよう必要な措置（義務）となっているが、事業

者が管理してもよいと考えてよいか。

井上室長　事業者は指名をするだけで、データの

管理は指名された実施事務従事者が行う。事業者

はそのデータを見ることはできないため、事業者

がデータを管理していることにはならない。

坂本日医産業保健委員　もし、われわれが関知し

ない中で情報が漏えいした場合、実施者である産

業医に責任はかかってこないのか。

井上室長　安全衛生規則の中では、「事業者は適

切に保存が行われるように措置しなければならな

い」とあることから実施者には責任はかかってこ

ない。

　道永常任理事の総括により、本会議を終了した。



平成 27年 6月 山口県医師会報 第1858 号

514

平成 27年度 中国四国医師会連合
医 療 保 険 分 科 会

と　き　平成 27年 4月 26 日（日）13：30 ～

ところ　JR ホテルクレメント高松

　日本医師会では診療報酬に係る諸問題を検討す

るため社会保険診療報酬検討委員会が設置されて

いるが、平成 28 年度の診療報酬改定に向けて、

日本医師会長から同検討委員会に対し「次期（平

成 28年度）診療報酬改定に対する要望項目の選

定」について諮問されており、同要望項目につい

ての中国四国ブロック各県の意見取りまとめを目

的とした分科会が開催され、中国四国ブロック代

表の委員である本会の萬常任理事を座長として選

定を行った。

　各県から事前に提出された要望は 159 項目に

及んだが、その中から 10項目を選定して社会保

険診療報酬検討委員会へ提出することとなった。

選定した項目は以下のとおりであるので、ご参照

願いたい。

報告：常任理事　萬　　忠雄

　　　理　　事　清水　　暢

報告：常任理事　萬　　忠雄

　　　理　　事　清水　　暢

報告：常任理事　萬　　忠雄

　　　理　　事　清水　　暢
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[ 報告 : 宇部市医師会　佐々井　一彦 ]

－新加入チームが優勝、準優勝－

　平成 26 年度山口県医師会囲碁大会が平成 27

年 2月 22 日（日）に山口グランドホテルで、午

前 10時から午後 4時半まで開催されました。

　持ち回りにより、今年度は宇部市医師会が当番

幹事になりました。

　昨年度は小野田医師会の引き受けで、吉中内科

医院の吉中博志 先生が、最初から最後まで、き

め細かく気を配っておられたことが印象的でし

た。

　昨年度は岩国、下松、徳山、吉南、宇部、小野

田の６チームの郡市対抗で行われました。１チー

ム５人で、午前２試合、午後２試合行い、勝った

チーム同士が対戦する方式で、昨年度の優勝は宇

部、準優勝は下松、３位は徳山でした。

　年々高齢化が進み、参加チームが減少してきて

いましたので、活性化のため２チームの新たな参

加をめざし、下関の上領先生と美祢の藤村先生に

お願いし、メンバーを揃えて頂きました。

　３人までは直ぐ揃うのですが、後の２人を探す

のに苦労されたようです。努力の甲斐があり、下

関及び美祢・宇部連合の２チームが新たに参加す

ることになり、８チームになりました。

　また、昨年度全勝の徳山の高岡先生が２段から

３段に、宇部の篠山先生が初段から２段に昇段さ

れました。宇部の原田先生も全勝されましたが、

４段以上は２回連続全勝でなければ昇段できませ

んので、４段のまま出場されました。

　いずれも強いチームで、面白い展開になると予

想していました。

　予想通り、新加入チームが大活躍、美祢・宇部

連合が優勝、下関が準優勝となりました。３位は

宇部、４位が下松でした。

　全勝者が 8人も出現し、用意していた賞品が

足りなくなりました。

　全勝者 8人中７人は来年度から昇段します。

　宇部の海野先生は素晴らしく、７段で全勝、次

回全勝で昇段です。

　徳山の高岡先生は目覚ましい勢いで、昨年度に

続き全勝、２段、３段、４段と昇段されます。

　原田先生は結局、全勝ができずそのままでした。

　紅一点、小野田の若い女医さん、岡村先生が昨

年に続き出場されていました。皆さん対戦を心待

ちにしています。

　更なる女医さんの参加を望んでいます。

　当番幹事の佐々井は１回戦で、手の内を知って

いる間柄の美祢の藤村先生とあたりました。

　優勢で進行していましたが、こちらの打った手

を無視され、思わぬところに打たれました。

　こちらも無視すれば良かったのに付き合ってし

まい、コテンパンにやられてしまいました。

　彼はこれを初めに、全勝し、美祢・宇部連合の

優勝に大いに貢献しました。

　私はこれを初めに、全敗し、心からおもてなし

を致しました。

　平成 27年度の県医師会囲碁大会は、下松医師

会代表の池田昭彦先生が幹事で下記の要領で開催

されます。

　　1. 日時：平成 28年 2月 28日（日）　

午前 10時～午後 4時 30分

　　2. 場所：山口グランドホテル

　開催に際し、県医師会、各都市の医師会からご

援助を頂きました。

　また、審判長の粟屋鴻二 先生には朝から夕方

までご指導いただきました。

　心から感謝いたします。

平成 26 年度 山口県医師会囲碁大会
と　き　平成 27 年 2 月 22 日（日）

ところ　山口グランドホテル　　　
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平成 26年度 山口県医師会囲碁大会対戦成績表
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[ 報告 : 山口県医師会理事　沖中　芳彦 ]

山口県における 2015 年の
スギ・ヒノキ花粉飛散のまとめ

　2014 年の秋におけるスギ雄花の着き具合は、

前年と比べると同程度かやや少ないように思わ

れ、今シーズンは県内測定施設の平均値として、

前年の 2,530 個 /cm2 に対し、約 2,400 個 /cm2

というスギ花粉総数を予測しました。

　今シーズンは数日おきに繰り返し雨がよく降っ

たという印象があります。実際、特にスギ花粉飛

散の最盛期である 2月下旬から 3月上旬にかけ

て、西日本太平洋側では平年に比し降水量が多く、

日照時間が少なかったようです（気象庁の報道発

表資料 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/

stat/tenko1503.pdf より）。そのような気象条件

も影響したと思われますが、花粉飛散総数の実測

値は、予測の約 65％の 1,570 個 /cm2 と平年を

下回る数となりました。ちなみに、2007年のシー

ズンはスギの飛散期にほとんど雨が降らず、2月

でも最高気温が 18℃を超える日もあるなど暖冬

で、1,600 個の予測が実測値 2,400 個と、本年

と全く逆の結果となりました。

　2014 年の夏は降水量が多く、日照時間の少な

い日々が続きました。岩国市や広島市では豪雨災

害も発生しました。また、直近 4年間のスギ総

数をみると、表年（1年おきの花粉の多い年）で

ある 2011 年と 2013 年は過去 2 番目と 3 番目

の数で、2012 年と 2014 年も裏年としては過去

最多と 2番目の多さでした。ここ数年のスギは、

よく働いたのだと思います。今シーズンはその

反動で、観察木以外の多くの木において、雄花の

数自体が比較的少なかった可能性も否定できませ

ん。

　地区別の飛散をみると、例年花粉の多い長門で

極端に少なく、もともと少ない西部でさらに少な

くなっていました。筆者の測定点（西部地区）に

おけるスギ花粉総数は 500 個でしたが、これは

2001 年に当地で測定を開始して以来、2番目に

少ない数となります。最少は 2004 年の 200 個

図 1　測定点別スギ総数（2015 年）
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でその年の全測定機関の平均は 260 個でした。3

番目は 2010 年の 655 個で、その年の全測定機

関の平均値は 564 個でしたので、本年の平均飛

散総数に対する西部地区の飛散割合が如何に小さ

かったかがわかります（図 1）。
　なお、今シーズンのスギ花粉飛散開始日は 2

図 3　年別平均スギ・ヒノキ花粉総数（2015 年）

図 2　測定点別ヒノキ総数（2015 年）
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月 3日で、最多飛散日は 2月 26日でした。

　一方、ヒノキの昨年秋の花芽の着き具合は

1,685 個 /cm2 であった前年よりも明らかに少な

いように思われました。ヒノキは数の予測が難

しいため、漠然と「昨年より少なくなる」という

程度の予測でしたが、実際の飛散は 4月 30日ま

でで約 170 個 /cm2 の平均総数であり、前年の約

10 分の１という非常に少ない捕集数となりまし

た（図2）。ちなみに最多飛散日は4月2日でした。
　2015 年のシーズンを迎える前のスギ花粉総数

の平年値（直近 10年間の平均）は 2,800 個 /cm2

でした。本年はスギ花粉飛散の表年でしたが、表

年で初めて前年（裏年）を下回り（図 3）、さら
に平年値をも下回りました（図 4）。またスギ花
粉総数はこれまで前年と比べて交互に多い、少な

いを繰り返してきましたが、2年連続して前年を

下回りました。これらは今シーズンのスギ雄花の

着き具合から予測されていたことではありますが

（県医師会報2015年新年号掲載「2015年のスギ・

ヒノキ花粉数の予測」参照）、表年と裏年のパター

ンが崩れた形となり、来シーズンの予測がますま

す難しくなりました。

図４　スギ花粉総数と平年値
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　連休初日の 5月 3日は朝からの雨で行楽日和

とはなりませんでしたが、4日からは天気も持ち

直し、連休はお出かけされた先生もいらっしゃる

ことだと思います。

　５月５日はこどもの日ですが、昭和 26年のこ

の日に児童憲章が制定され、宣言されたことは前

号で述べたとおりですが、この頃は戦後のベビー

ブームで、50 年後の「少子化」という言葉の存

在は、予想すらしなかったことでしょう。

　7日は第 3回理事会の後に山口県健康福祉部・
山口県医師会懇話会が開催され、平成 27年度の
健康福祉部事業についての説明の後に、県医師会

から「少子化対策に係るこれまでの取組みと今後

の取組み」についての説明をお願いしました。

　少子化対策の強化としては「みんなで子育て応

援山口県」の実現に取り組んでいくようです。基

本方針は、山口県における人口減少の大きな要因

の一つである少子化への対策を強化するため、若

い世代の希望が叶えられるよう、結婚から妊娠・

出産、子育てまで切れ目のない支援を重点的に推

進することになるようです。

　平成 27年度の主な取組みとしては、組織体制

の整備であり、新たに「こども・子育て応援局」

を設置し、同局の下の「こども政策課」「こども

家庭課」による 2課体制に強化されます。具体

的な取組みの内容は以下のとおりです。

　1. 出会いと結婚支援

　2. 安心して出産・子育てができる環境づくり

　　・不妊治療費の助成制度の充実（男性不妊治

　　   療への助成制度の創設）

　　・子育て世代包括支援センターの整備支援

　　　（平成 27年度に 3か所整備）

　　・やまぐちイクメン維新（イクメン応援表彰

　　　制度や、イクメンパパ子育て応援奨励金の   

　　　創設）

　　・放課後児童クラブ延長支援制度の創設、延

　　　長時間（18時を 19時に）促進による「小

　　　１の壁」の解消

　3. 多子世帯への支援の充実

　　・多子世帯への保育料等軽減の充実（すべ

　　　ての第 3子以降の子の保育料負担を減免）

　　・社会全体で多子世帯を支援する仕組みづく

　　　り（第 3子以降の子どもが生まれた世帯

　　　に対する祝い品等の贈呈制度の創設、団体

　　　や企業の自らの職員、従業員に対する支

　　　援や企業特性に応じた多子世帯を優遇する

　　　サービスの充実）

　ちなみに、理想の子どもの数と実際の子どもの

数には乖離があるようで（平成 25 年度 県民意

識調査）、理想の子どもの数「3人以上」49.1％

であるのに対し、現実の子どもの数「3人以上」

21.3％であり、理想とする子どもの数を持たな

い理由は、「養育費がかかる」25.6％、「教育費

がかかる」13.9% でした。

　地域医療構想策定協議会の第 1回会議が、11
日に柳井医療圏（河村専務理事出席）、14日に周

南医療圏（河村専務理事、香田理事出席）と宇部・

小野田医療圏（加藤常任理事出席）、そして萩医

療圏（弘山常任理事出席）で開催され、それぞれ、

前濱 柳井医師会長、津田 徳山医師会長、矢野 宇

部市医師会長、中嶋 萩市医師会長が協議会長に

選出されました。

　以下、各協議会での主な意見を記載します。

・病床機能報告（昨年 10 月～）における機能区

　分は定義が曖昧で、今回の結果は現状を十分に

　反映していないが、次回報告までには国から提

　示予定。

・ 一医療圏だけで機能区分割合に持っていくこと

　は不可能で、他圏域からの流出入を考慮すべき

　だが、一応、構想は圏域ごとに策定してほしい。

県医師会の動き

副会長　濱本　史明
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・ 過疎地では、医師不足、介護職員等のスタッフ

　不足が重要課題ではないか。

・  「在宅医療」として、現在、将来的にも受け入

　れる体制はないが、国のガイドラインでは「在

　宅医療」は居宅だけでなく、特養・老健等も含

　んで慢性期の受け皿と想定している。

・ 協議会に参加していない病院等への十分な説

　明や広報（情報提供）が必要。　

・ 患者側としては、在宅ではなく病院で必ず受け

　入れてもらえることを希望している。また、認

　知症患者でも治療が必要であれば受け入れてほ

　しい。

・長野県の入院受療率が低い理由は、「行政の保

　健指導が活発であること、健康に対する県民性、

　山間地が多く入院施設がもともと少ない地域で

　あること等」である。

・この協議会での議論の中では、小病院や有床診

　は埋没する恐れがある

・医療関係者以外の発言が少なく、医療関係者が

　主導して会を運営することが望ましい。

　以上、まだまだ先の見えない地域医療構想策定

協議会ですが、県内 8医療圏の最後が岩国で、5

月 28日に開催されます。

　19 日に日本医師会館で開催された平成 27 年
度第 1回都道府県医師会長協議会に、日医の理
事として小田会長と小田会長の代理として吉本副

会長が出席しました。

　この協議会では、本会から「地域医療構想によ

る病床再編、医療費適正化計画の見直しの可能性

について」質問し、日医の釜萢常任理事から以下

の回答がありました。

・ 地域医療構想は地域における病床機能別の将来

　の医療需要について、関係者の共通認識を醸成

　し、自主的にその方向への収れんを目指す仕組

　みである。医療費適正化計画や診療報酬と直接

　リンクさせないことが本来の趣旨で、診療報酬

　改定はあくまで中医協における議論である。

・  骨太の方針 2014 、平均在院日数で需要推計を

　した経済産業省の研究会、保険財政・保険者の

　立場から調整会議への参加要望などいろいろな

　動きがある。

・ 日医としては地域医療構想が本来の趣旨と外れ

　てしまわないよう、危機感を持って厳しく監視

　しなければならないと考えており、引き続き注

　視していく。

・今国会に上程の「医療費適正化計画」は、“地

　域医療構想を含む医療計画等と調和が保たれた

　ものでなければならない”と法律に明記されて

　いる。一方、医療計画は、告示レベルで“医療

　費適正化計画等に配慮”とされており、地域医

　療構想、医療計画が優先されることは明らかで

　あり、日医としてこのことを堅持していく。

　21 日には山口県医師会警察医会第 1回役員会
が開催され、平成 26 年度事業報告と平成 27 年

度事業計画及び総会・研修会について協議されま

した。平成 19年から山口大学法医学教室の藤宮

龍也 教授の講義によるシリーズ「死体検案とは」

全 6回を始めとして、他大学からの講師も招聘

して、年 2回の研修会を行っています。現在ま

でに 16回の研修会が行われ、すべて本会報に掲

載されていますが、本会の警察医会は全国に先駆

けて設立されております。なお、「日本警察医会」

は平成 27年 1月に解散し、日医はそれに変わる

組織の立ち上げを決定しています。

　日にちが前後しますが、5月 16 日に松山で平
成 27 年度 全国国民健康保険組合協会中国・四国
支部総会等が開催され、9県の医師国保組合を含
む 13国保組合が出席し、総会がありました。そ

の後の委託研修会では「国民健康保険組合を巡る

現状と課題」という題で、厚労省保険局国民健康

保険課長補佐の愛須通裕 氏の講演がありました。

所得水準の高い国保組合の国庫補助については、

負担能力に応じた負担とする観点から、各組合へ

の財政影響も考慮しつつ、平成 28年度から 5年

間かけて段階的に見直すこととされていますが、

所得水準に応じて 13%から 32%の補助率となる

ようです。所得水準の高い医師国保への定率補助

は平成 32 年に 13% となり、医師国保の財政も

多難な時期を迎えることから、これからの検討課

題となります。

　続いて、松山市立子規記念博物館長の竹田美喜

氏による「子規・病牀六尺の革新～青史に姓の正

岡を記さん～」という題の講演がありました。結

核に侵されて病（脊椎カリエス）と戦いながら壮



平成 27年 6月 山口県医師会報 第1858 号

524

絶な短い一生を生きた子規の俳句の世界に、私た

ち聴衆が引き込まれる講演でした。

　正岡子規：明治35年 9月 19日永眠、絶筆3句、

「をととひのへちまの水も取らざりき」「糸瓜咲い

て痰のつまりし佛かな」「痰一斗糸瓜の水も間に

あはず」。臨終を看取った母・律と河東碧梧桐が

子規の亡骸を動かした時に、背中には蛆が湧いて

いたのは有名な話です。秋の季語である忌日に「子

規忌」「獺祭忌」「糸瓜忌」があります。

　4月のメール句会の巻頭・特選は「春暁」で「春

暁や飲み残したるシャンパーニュ」桃太、「竹の秋」

で「地を鳴らす太き雨降る竹の秋」あんみつ姫、

のお二人でした。自由句の巻頭・特選は「一葉の

恋読み終へて花の雨」さゑ、チャレンジの「亀鳴

く」の特選は「亀鳴くや水に浮きたる残り月」あ

らじん、でした。「感情やこころの在り様を直接

詠んでしまうことを慎みながら、見えるモノやコ

トを表現して、こころの襞を訴求する本格的な俳

句をまずは目指していきましょう」と、あらじん

先生からのコメントがありました。

　5月の兼題は「夏めく」「新茶」、チャレンジは

「カーネーション」です。

2015 年（平成 27 年）5月 29 日　2431 号
■　「かかりつけ医」次期改定で評価を検討

■　「かかりつけ薬剤師がいる薬局」が必要

■　医師が処方にコスト意識を持つ時代に

■　施設基準緩和など、日医と意見交換

■　状態像に応じた評価体系でほぼ一致

2015 年（平成 27 年）5月 26 日　2430 号
■　患者申出療養、かかりつけ医の役割重要

■　社会保障費抑制「成長や高度化に障害」

■　総合確保基金、15年度介護分 724 億円

■　医師主導の医療機器開発・事業化を支援

■　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎が減少

2015 年（平成 27 年）5月 22 日　2429 号
■　研修医会員の会費無料化をスタート

■　患者申出療養「保険適用の早期判断を」

■　「見える化」への整理本格化

■　都道府県医師会が中核的役割を

 2015 年（平成 27 年 ) 5 月 19 日　2428 号
■　かかりつけ医「理解されていた」
■　大病院のケアミックス、機能分化に逆行

■　医療事故調の院内調査を解説

■　指定難病第２次分 196 疾病を告示

■　口頭指示の解釈誤りで注意喚起

■　手足口病が３週連続増加、「かなり多い」

2015 年（平成 27 年 ) 5 月 15 日　2427 号
■　将来の医療体制検討でWG設置

■　戦略特区の医学部新設に改めて反対

■　安倍首相「医療政策の基本は皆保険」

■　諮問会議、財政審の提言に強い問題意識

■　「麻しん」などの届け出基準変更で通知

2015 年（平成 27 年）5月 12 日　2426 号
■　過不足のない診療報酬の確保が重要

■　女子医大病院、群大病院は再発防止要請

■　ネパール大地震に対し日医が支援

■　日医、全国リハ団体協との連携強化へ

日医FAXニュース
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日本医師会綱領

　日本医師会は、医師としての高い倫理観と使命感を礎に、人間の尊厳が

大切にされる社会の実現を目指します。

　　１．日本医師会は、国民の生涯にわたる健康で文化的な明るい生活を

支えます。

２． 日本医師会は、国民とともに、安全・安心な医療提供体制を築き

ます。

３． 日本医師会は、医学・医療の発展と質の向上に寄与します。

４． 日本医師会は、国民の連帯と支え合いに基づく国民皆保険制度を

守ります。

　　以上、誠実に実行することを約束します。

　　　　　　　　（平成 25 年６月 23 日　第 129 回日本医師会定例代議員会）

表紙写真の募集                                    

 山口県医師会報の表紙を飾る写真を随時募集しております。

　　アナログ写真、デジタル写真を問いません。

　　ぜひ下記までご連絡ください。

　　ただし、山口県医師会員撮影のものに限ります。

　　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県医師会広報情報課

　　　　e-mail　kaihou@yamaguchi.med.or.jp
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理 事 会

協議事項

１　羽生田参議院議員の委員会における質問事項
について
　羽生田 俊 参議院議員より、参議院厚生労働委

員会においての質問準備にあたり、各地域の意

見を参考にしたい旨の依頼があり、「特別養護老

人ホーム等における療養の給付の取扱い（配置医

師）」について提出することが決定した。

２　性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援セン
ターについて
　山口県においては、国の「犯罪被害者等基本

計画」並びに「男女共同参画基本計画」により推

進されている標記センターの設置が検討されてい

る。本県の実情に見合った被害者支援について検

討を進めるため検討組織の設置が予定されてお

り、構成団体としての協力要請を承諾することが

決定した。

３　平成 27年度地域医療総合確保基金（医療分）
にかかる都道府県個別ヒアリングについて
　昨年度より厚生労働省が行う標記ヒアリングが

今年度も開催されることから、山口県より本県側

参加者として担当者の参加要請があり、弘山常任

理事が出席することが決定した。他の参加者は歯

科医師会、薬剤師会。

４　第 23 回世界スカウトジャンボリー開催への
協力依頼について
　ボーイスカウト日本連盟及び世界スカウトジャ

ンボリー山口県支援委員会より、7月 28 日から

8月 8日まで山口市阿知須きらら浜で開催される

標記大会への協力要請があった。大会及び傷病者

の診療対応等の協力要請を郡市医師会へ周知する

とともに、必要な情報提供を行っていくことが決

定した。

５　第 60 回中国地区学校保健研究協議大会の共
催について
　山口県教育委員会の引受けにより、平成 27年

8月 20 日（木）山口市において標記大会が開催

されることから、大会実行委員会構成員として共

催依頼があり、了承することが決定した。また、

関連行事である中国地区学校保健・学校医大会は、

本会引受けにより平成 27 年 8月 23 日（日）に

山口グランドホテルで行う予定。

６　母体保護法認定研修機関の定期報告について
　 9 医療機関の実績報告を審議し、8医療機関に

ついては引き続き認定、1医療機関については昨

年度から分娩取扱件数の要件を欠いていることか

ら、認定を解除することが決定した。

７　中国四国医師会連合常任委員会の議題につ
いて
　今回は、提出しないことに決定した。

８　有効期限切れワクチンの接種について（経過
報告）
　先般、山口県東部・北部地区で発生した標記の

ことについて、この度、山口市及び宇部市におい

ても情報提供が行われた。これまでの経過報告と

本会の対応について協議し、郡市医師会長に対し

て、情報提供とともにワクチン全般について再度

注意喚起することが決定した。

－第 3回－

5月 7日　 午後 4時 55 分～ 6時

　　　　　午後 7時 34 分～ 8時 3分

小田会長、吉本・濱本副会長、河村専務理事、

弘山・萬・林・加藤・藤本・今村各常任理事、

武藤・沖中・香田・中村・原各理事、山本・

武内・藤野各監事



平成 27年 6月 山口県医師会報 第1858 号

527

１　第 1回郡市医師会地域包括ケア担当理事会
議（4月 16 日）
　介護保険の地域支援事業（市町事業）における

在宅医療・介護連携推進事業について、山口県長

寿社会課より8事業のポイントと実施内容・方法・

留意事項について説明があった。地域医療介護総

合確保基金を活用した取組みについては、山口県

医療政策課より、平成 26年度に提案のあった事

業及び国振替分とした事業計画案を国に提出する

ことなどの説明があった。第五次やまぐち高齢者

プランの策定は、平成 27 ～ 29 年度の 3年間を

計画期間として行われる。（河村）

２　山口県精神科病院協会定期総会（4月 17 日）
　来賓として出席し、挨拶を行った。（小田）

３　日本医師会第 1回理事会（4月 21 日）
　世界医師会（WMA）オスロ理事会等の報告及

び研修医会費減免（無料化）の実施等について協

議を行った。（小田）

４　日医第4回医事法関係検討委員会（4月22日）
　厚生労働省医政局総務課の土生栄二 課長によ

る講話「医療基本法について」の後、「医療基本

法（仮称）にもとづく医事法制の整備について」

の討議が行われた。（林）

５　中国地方社会保険医療協議会山口部会
（4月 22 日）

　医科では、新規 7 件（新規 3 件、交代 3 件、

組織変更 1件）が承認された。（小田）

６　都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協議
会（4月 24 日）
　厚生労働省医政局看護課の岩澤和子 課長によ

る「保健師助産師看護師法等の改正、看護師等養

成所の指定権限等の移譲、母性・小児看護実習調

査結果等について」、日本医師会の釜萢 敏 常任

理事による「看護職員を巡る最近の動向について」

等の報告後、意見交換が行われた。また、看護師

等養成所の運営に関する諸問題について協議を行

い、実習施設の問題など、事前に寄せられた「都

道府県医師会からの質問・意見・要望」と「厚生

労働省への要望事項」について、日医より回答が

行われた。（加藤）

７　中国四国医師会事務局長会議（4月 24 日）
　自動車保険医療連絡会議の運営、役員任期の起

算点、医療環境改善支援センターの設置状況等に

ついて情報交換を行った。（事務局長）

８　核戦争防止国際医師会議（IPPNW）日本支
部理事会・日本支部総会（4月 25 日）
　平成 25年度収支決算、平成 26年度事業報告、

平成 27年度事業計画・収支予算について審議を

行った。（小田）

９　中国四国医師会連合医療保険分科会
（4月 26 日）

　高松市において開催され、日医会長から日医社

会保険診療報酬検討委員会へ諮問のあった「次期

（平成 28年度）診療報酬改定に対する要望項目」

について、中国四国ブロックの要望項目（10項目）

の選定を行った。（萬）

10　ねんりんピックおいでませ！山口 2015 実行
委員会第 3回総会（4月 28 日）
　平成 26 年度事業報告・収支決算、平成 27 年

度事業計画・収支予算について審議を行った。

（事務局長）

11　日医第 5 回ワークショップ「会員の倫理・
資質向上をめざして」（4月 30 日）
　「会員の倫理・資質向上に関する都道府県医師

会の取り組み」として、本会より「保険ピアレ

ビューについて」、鹿児島県医師会より「リピー

ター医師について」の報告があり、その後、参加

理 事 会

報告事項
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者が 7つのグループに分かれ、「患者の情報」「高

齢患者と終末期医療」の 2つの事例についてワー

クショップ形式でのケーススタディが行われた。

（萬）

12　地域医療構想策定協議会「下関」「山口・防府」
「長門」（4月 30 日）
　地域医療構想（ビジョン）の策定にあたり、地

域の実情をビジョンに反映させることなどを目的

に本年 4月から圏域ごとに地域医療構想策定協

議会が設置され、このほど、「下関」、「山口・防府」、

「長門」圏域で第 1回協議会が開催された。構成

メンバーは、医療側、医療受療側、学識経験者、

行政側等が加わり意見交換が行われ、今後、複数

回開催される予定。本会は、役員がオブザーバー

として協議会に出席し、情報共有することとして

いる。本年 5月末までに全圏域で第 1回の協議

会が開催される。（河村、弘山、今村）

13　広報委員会（5月 7日）
　会報主要記事掲載予定（6～ 8月号）、新コー

ナーの企画、緑陰随筆、県民公開講座及びフォト

コンテスト、tys「スパ特」のテーマ等について

協議した。（今村）

14　会員の入退会異動
　入会 32 件、退会 36 件、異動 46 件。（5月 1

日現在会員数：1 号 1,309 名、2 号 874 名、3

号 411 名、合計 2,594 名）

理 事 会

山口県警察管内発生の死体検案数

自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

Apr-15 23 102 0 1 9 0 6 141

死体検案数と死亡種別（平成 27年 4月分）

死体検案数掲載について
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「会員の声」原稿募集                                    

－ 会員からの一般投稿（医療・医学に関連したこと）を募集いたします －

 
１．投稿は本会会員に限ります。

 ２．内容につきましては、医療・医学に関連するものに限定させていただきます。
 
  3 ．他誌に未発表のものに限ります。
 
  4 ．同一会員の掲載は、原則、年 3回以内とさせていただきます。
  
  5 ．字数は 1,500 字程度で、文章には必ずタイトルを付けてください。
 
  6 ．外国語単語の使用は認めますが、全文外国語の場合は掲載できません。
 
  7 ．学術論文については、その専門的評価が問題となる場合があるため、掲載できません。
　 　  （『山口県医学会誌』への投稿をお願いします。）
  
  8 ．ペンネームでの投稿は不可とさせていただきます。

  9 ．送付方法は電子メール又は CD-R 、USB メモリ等による郵送（プリントアウトした原稿も  
     添えてください）でお願いします。

10．編集方針によって誤字、脱字の訂正や句読点の挿入等を行う場合があります。また、送り　
　 仮名、数字等に手を加えさせていただくことがありますので、ある意図をもって書かれ、  手
　 を加えてほしくない場合、その旨を書き添えてください。

11．原稿の採用につきましては、原稿をいただいた日の翌月に開催する広報委員会で検討させ
　 ていただきますが、内容によっては、掲載できない場合があります。
　
【原稿提出先】
　山口県医師会事務局　広報情報課
　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県総合保健会館 5階　　　
　　　　　　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527　　　
　　　　　　　　　　E-mail　kaihou@yamaguchi.med.or.jp　

投稿規程（平成 27年 5月から）
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女性医師
リレーエッセイ

宇部市　　西村　裕子

我が家の花について　

　昨年 12月に県医師会広報委員の長谷川奈津江

先生から、とうとう原稿の依頼がありました。今

年 5月までの猶予があったので、何について書

こうかと考えました。毎日の仕事、家事、行事な

どに追われて自分の趣味など全くないので本当に

困りました。でも花が好きで花の苗のカタログを

いつも見ていたことを思い出しました。そこで、

我が家の花について書こうと思います。

クリスマスローズ：この花は、約 20年前の ｢ク

リスマスキス ｣というドラマで知りました。とて

も興味があり庭に植えてみたいと考えていた頃、

テレビで作家の曾野綾子さんがクリスマスローズ

について話しておられました。自宅の庭の柿の木

の下にクリスマスローズを植えたところ、株が増

えて一面クリスマスローズの花一杯になったと話

されていました。

　それを聞いて、我が家の柿の木の下に赤系のク

リスマスローズの苗を買ってきて植えました。毎

年 1月になると花を咲かせ、毎年少しずつ株が

増えて、柿の木の下は、クリスマスローズで埋ま

りました。また、白系のクリスマスローズも植え

ました。クリスマスローズは、寒さに強く夏の暑

さに弱いので、夏の間はできれば日陰か風通しの

いい場所が良いのですが、柿の木の下は、その条

件にとても見合っているといえます。冬は、葉が

枯れて適度の日差しがあり、夏は柿の葉のお陰で

日陰となります。

　ちなみにこの柿の木は 40年以上前に母が植え

たもので、1年おきに柿の実は豊作となります。

とても甘くて美味しい柿です。他にも母が挿し木

から育てたレモン、橙、柚の木があり毎年たくさ

ん実ります。今はレモンの花の香りが良い季節で

す。

エンゼルトランペット：約

13 年前に私が阿知須共立病

院に勤務していた頃、お世話

になった看護師さんに黄色い

エンゼルトランペットの鉢を

分けてもらいました。冬の前

には 1 メートル未満まで剪

定するのに、毎年 3 メート

ルくらいに成長し、たくさん

の黄色い花を咲かせます。今

では植木鉢から根があふれ出

るほど成長し、庭にしっかり

と根付いています。実は夫は

このエンゼルトランペットが写真①：柿の木の下に咲くクリスマスローズ
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あまり好きでなく、そばを通る時に邪魔になると

いって枝を切っています。

ローズマリー：約 15年前だったか、お花見に行

ったお宅で、ローズマリーが生け垣になって咲い

ているのを見て、我が家でも育ててみたいと思っ

て苗を購入しました。ローズマリーは一年中、緑

を保っており春になるとかわいい青い花を毎年咲

かせます。径 1メートルの球状にまで大きくな

りました。料理用の香草としても利用できます。

アルストロメリア：以前来られていたクリーニン

グ屋さんに株を分けてもらいました。毎年春にな

るとピンクの花を咲かせます。どんどん増えて、

はびこっています。

セントポーリア：厚南セン

トヒル病院に勤務していた

頃、一緒に働いていた看護

師さんに教えてもらいまし

た。最初は、1枚の葉っぱか

ら挿し木で育てました。我

が家のリビングルームの出

窓がセントポーリアと相性

がいいのか、時々水やりを

するだけで花が咲きます。

手入れは、根がわさび根に

なってきた時に植え替えを

するだけです。一つずつ種

類の違うセントポーリアを

集めて出窓に並べていたら

家族に邪魔扱いされて肩身が狭かったのですが、

娘が中学 3年生の時の家庭訪問で担任の先生が、

私のセントポーリアを褒めて下さったのが嬉しく

て自信を持ちました。以後は、夫もセントポーリ

アをプレゼントしてくれて、今は出窓いっぱいセ

ントポーリアで埋められています。

　以上、我が家の花について書いてみました。今

も、私でも育てられる丈夫でカワイイ花を探して

います。私なりの経験ですが、適した場所に置く

ことがとても大事であると思います。本当は、玄

関を花で飾りたいのですが、北西向きで日当たり

が悪いのでなかなかぴったりの花が見つかりませ

ん。北向きの場所でも適した花をご存じの方は是

非教えて下さい。

写真②：出窓のセントポーリア

自動車保険・火災保険・積立保険・交通事故傷害

保険・医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  代理店
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社  代理店
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々飄
広 報 委 員

渡邉　惠幸

桜

　今年の一の坂川の桜は綺麗であった。3月 30

日には、ほぼ満開で多くの人々に幸福感を与えて

くれた。色鮮やかで心にしみた。その桜も４月１

日から２日にかけての大雨と大風により、一気に

散ってしまった。はらはらと散っていく風情もな

かった。それでも残り花は健気に咲いていた。川

面に演じられる桜吹雪を写真に撮りたくてチャン

スを待っていたが、今年も撮れなかった。川面を

流れる花筏も少なかった。

　現代の人にとって桜といえば、森山直太朗さん

の歌う「さくら」だろうか。旅立ちのシーンが目

に浮かぶ。桜にぴったりで別れと希望を感じさせ

てくれる。

　私の時代であれば浅野内匠頭の切腹のシーンが

先ず浮かんでくる。庭先のはらはらと散る桜の下

で最期を迎える内匠頭。喧嘩両成敗なのに一人は

切腹、片やお構いなしの判決に感涙をさそったも

のである。「風さそう　花よりも　なお我はまた

春の名残を　いかにとやせん」の辞世の句が思

い出される。そして市川右太衛門、片岡千恵蔵、

長谷川一夫、嵐 寛寿郎、中村錦之助、大川橋蔵、

岩国出身の大友柳太郎、月形龍之介と当時のス

ターの顔が浮かんでくる。いろいろな場面で、涙

を流し、拍手を送ったものである。

　はらはらと散る桜の花は日本人の感情に合うの

だと思う。

　65 歳を超える頃より、今年も桜を見ることが

できたという感謝の気持ちで一杯になる。そして

来年は見ることができるのだろうかという気持ち

にもなるのである。年ごとに、この気持ちがさら

に強くなっていく。

　散る花びらと同様に悲しく、寂しい気持ちにな

ることがある。長年にわたって診ていた患者さん

が、いつとはなしに来院されなくなった時である。

ご高齢になられ死亡されたり、施設に入られたこ

とがほとんどである。しかし、なかには本当に長

く診せていただいたのに、そしてコンタクトも十

分であったと思っていたのに、来られなくなった

患者さんもおられる。

　今、その患者さんのことを考えてみると、いろ

いろと訴えておられたのに、それに対して十分に

回答をしなかったことが考えられる。患者さんに

してみれば一生懸命に症状を訴えたのに、それに

対処してくれなかったと考えられたのだろう。自

分の命は自分で守ると最後は思われ転院されたの

だろう。慙愧に耐えない。

　「もう少し生きたいですから・・・」と言われ

ながら私の目を見て症状を訴えておられた。言い

訳ではないが、病院で診てもらった先生に相談し

て、手術になれば専門医に紹介をすることになっ

ていたのである。「私も考えていますから」と話

したのだが、その日を最後に来院がなくなった。

患者さんにしてみれば不誠実な対応に見えたのだ

ろう。また、もう少し、今計画していることを詳

しく説明しておけばこの事態には至らなかったで

あろう。本当に長い間の関係であったがゆえに残

念でならなかった。それから当分の間、私は立ち

上がることができなかった。

　また、時に症状を訴えられず診察や投薬で終わ

る人で、他の病院を受診され新たな病気が発見さ

れることがある。その病気が悪性腫瘍のときは、

またまた落ち込むこととなる。家族の人の怨嗟の
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声が聞こえる。

　いろいろな症例を通して感じることは、やはり

患者さんの訴えられる話を聞きながら素直に何が

一番大事なことかを見極めることだろう。言葉の

ちょっとした端々に重要なヒントが隠されている

こともある。まだまだ修行が足りないことを自覚

する。

　立ち上がることができない日が続くが、時間

とともに決して消えるものではないが薄らいでく

る。それが時の流れであり、心の風化であろう。

しかし、その出来事を決して忘れることはない。

　立ち上がれない自分にとって山口の四季はかけ

がえのないものである。自然の中に身を置くと心

が洗われる。自然と一体になる。そして元気を与

えてくれるのである。

　山口は海にも山にもすぐ行けるという絶好の

位置にある。そして自然の中に身を委ねるだけで

いいのである。現在は体力の衰えをひしひしと感

じている。朝、目覚めて立ち上がろうとして足に

力を入れた途端にこむら返りがくるのが現状であ

る。したがって、足に力を入れ大地の温もりを感

じながら、ゆっくりと歩くことが今、私にできる

最高の健康法である。

　きれいな花を咲かせてくれた一の坂川の桜も今

は新緑に衣替えをしている。4月 19 日の夜、介

護保険の審査を終えて帰宅し川を見ると淡い光を

見せて蛍が飛んでいた。

　元気をいただける自然の贈り物である。

「若き日（青春時代）の思い出」原稿募集                                    

「若き日（青春時代）の思い出」をご紹介いただける投稿を募集いたします。

字数：1,500 字程度
1）タイトルをお付けください。
2）他誌に未発表のものに限ります。
3）  同一会員の掲載は、原則、年 3回以内とさせていただきます。
4）編集方針によって誤字、脱字の訂正や句読点の挿入等を行う場合があります。また、送り　　 
　  仮名、数字等に手を加えさせていただくことがありますので、ある意図をもって書かれて　　
　  いる場合は、その旨を添え書きください。
5）ペンネームでの投稿は不可とさせていただきます。
6）送付方法は電子メール又は CD-R 、USB メモリ等による郵送（プリントアウトした原稿も  
　  添えてください）でお願いします。
7）原稿の採用につきましては、提出された月の翌月に開催する広報委員会で検討させていた　　 
　  だきますが、内容によっては、掲載できない場合があります。
　
【原稿提出先】
　山口県医師会事務局　広報情報課
　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県総合保健会館 5階　　　
　　　　　　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527　　　
　　　　　　　　　　E-mail　kaihou@yamaguchi.med.or.jp　
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第 10回防府医師会男女共同参画部会総会・特別講演

と　き　　平成 27年７月 30日（木）18：00～ 21：00
ところ　　防府グランドホテル
　　　　　　防府市駅南町 15-20　TEL：0835-22-1805

次　第
18：00～ 18：30　総会

18：30～ 19：30　特別講演
　　　　　　　　　　　　事業承継と相続税対策

　　　　　  税理士　高崎　満幸

19：30 ～ 21：00　懇親会

主　催　　防府医師会、防府医師会男女共同参画部会

　　　　　　※特別講演・懇親会への防府医師会員外の先生方のご参加を
　　　　　　　歓迎いたします。

参加費　　特別講演　無料
　　　　　懇  親  会　防府医師会員 3,000 円、防府医師会員外 5,000 円

申し込み・お問い合わせ先
　　防府医師会　TEL：0835-22-0565 　 FAX：0835-24-4060
　　　※７月 17日までに FAXにてお申し込みください。
　　　　　　　（託児室の利用をご希望される方はご連絡ください）
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第 100 回山口県臨床整形外科医会教育研修会

と　き　平成 27年 7月 11日（土）
ところ　山口グランドホテル 3 階「末広の間」
　　　　　山口市小郡黄金町 1-1　　TEL：083-972-7777

特別講演 1　18：30～ 19：30
座長：かわかみ整形外科小児科クリニック院長　川上不二夫

　　　　　　　小児運動器の痛みの診断と対応
大阪市立総合医療センター小児整形外科部長　北野　利夫

特別講演 2　19：30～ 20：30
座長：香田整形外科医院長　香田　和宏

　　　　　　　関節症に対する保存療法：ヒアルロン酸注入
近畿大学医学部堺病院整形外科部長　菊池　　啓

単　位
　※日本整形外科学会教育研修 2単位
　　特別講演 1、特別講演 2にて各 1単位。1単位につき 1,000 円。
　　特別講演 1：必須分野「3：小児整形外科疾患（先天異常、骨系統疾患を含む、
　　　　　　　 ただし外傷を除く）」、「11：骨盤・股関節疾患」又は「スポーツ
　　　　　　　 医資格継続単位（S）」
　　特別講演 2：必須分野「1：整形外科基礎科学」、「12：膝・足関節・足疾患」
　　　　　　　   又は「運動器リハビリテーション資格継続単位（Re）」
　※日本運動器リハビリテーション学会セラピスト資格継続各 1単位
　　特別講演 1、特別講演 2にて各 1単位。1単位につき 1,000 円。
　※日本医師会生涯教育制度 2単位
　　　カリキュラムコード　2、19、61、72

主　催　山口県臨床整形外科医会
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臨床研修病院合同説明会（レジナビ・ｅレジ）のご案内
　山口県医師会では、臨床研修の円滑な推進及び研修医の県内定着に関する事業を行い、
山口県内の医療人材の確保・育成と地域医療の充実に寄与することを目的として、山口県、
山口大学、県内 15の臨床研修病院と協力して「山口県医師臨床研修推進センター」を設
立し、医学生や研修医をサポートするさまざまな活動をしています。
　その一環として、平成 27年度は下記 4会場の臨床研修病院合同説明会に研修病院と一
緒に山口県ブースを設置し、山口県の臨床研修体制をご紹介いたします。
　会員のご子息、ご息女又はお知り合いの中に、山口県に興味のある医学生がおられまし
たら、説明会への参加について、ぜひお声掛けいただきますようお願いいたします。

１．レジナビフェア 2015 in  大 阪 

　　　と　き：平成 27年７月５日（日）
　　　ところ：インテックス大阪

２．ｅ - レジフェア 2015 in  福 岡 

　　　と　き：平成 27年 12月 13日（日）
　　　ところ：福岡国際会議場

３．レジナビフェア 2016 in  福 岡 

　　　と　き：平成 28年 3月頃
　　　ところ：福岡市内（予定）

４．レジナビフェア 2016 in  東 京 

　　　と　き：平成 28年 3月頃
　　　ところ：東京都内（予定）

○ 出展病院（順不同）
　岩国医療センター、周東総合病院、徳山中央病院、山口県立総合医療センター、
　済生会山口総合病院、山口赤十字病院、小郡第一総合病院、山口大学医学部附属病院、
　宇部興産中央病院、宇部協立病院、山口労災病院、下関医療センター、関門医療センター、
　済生会下関総合病院、下関市立市民病院

○上記３及び４の会場の日時等は決定次第、センターのホームページに掲載いたします。
　また、ホームページには臨床研修医交流会などのイベントや各種助成金の情報も掲載　
　していますので、ご覧ください。

　　　URL　http://www.yamaguchi.med.or.jp/rk/index.htm
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平成 27年度中国地区学校保健・学校医大会

日　時　　平成 27年 8月 23日（日）13：00～ 16：35
場　所　　山口グランドホテル 2階「鳳凰鶴の間」
　　　　　　山口市小郡黄金町 1-1　TEL：083-972-7777

日　程
 司会：山口県医師会理事　沖中　芳彦

13：00　開会
13：00～ 13：15　  挨拶：山口県医師会長　　　　　小田　悦郎
　　　　　　　　　　祝辞：日本医師会長　　　　　　横倉　義武
　　　　　　　　　　　　　山口県教育委員会教育長　浅原　    司
13：20 ～ 14：20　 各県研究発表

座長：山口県医師会常任理事　今村　孝子
　　　　　　　　　　　鳥取県医師会　
　　　　　　　　　　　島根県医師会　
　　　　　　　　　　　岡山県医師会　
　　　　　　　　　　　広島県医師会　
　　　　　　　　　　　山口県医師会　 　　（医）社団田町診療所院長　篠田　陽健
14：20 ～ 14：30　 休憩
14：30～ 15：30　 特別講演（１）

座長：山口県医師会常任理事　藤本　俊文
　　　　　　（演題未定）
　　　　　　　　　　講師：日本臨床整形外科学会副理事長　
　　　　　　　　　　　　　医療法人社団緑生会あらい整形外科院長　　新井　貞男

15：30 ～ 16：30　 特別講演（２）
座長：山口県医師会副会長　濱本　史明

　　　　　　（演題未定）
講師：日本医師会常任理事　道永　麻里

16：30　次期担当県医師会長挨拶（鳥取県）
16：35　閉会

単位
　・日本医師会生涯教育制度：3.5 単位
　　　カリキュラムコード：未定
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謹 弔
次の会員がご逝去なさいました。謹んで哀悼の意を表します。

米　澤　昭　人　氏　　防府医師会　5 月 9 日　享　年　79

　本会報 5月号の編集後記で今村孝子 常任理事が、山口県では人口 10万対の医師数は全国平

均を上回っているが、45歳未満の医師数は平成 10年を 100 とすると平成 24年は 77.7 と激減

している、という「医師・歯科医師・薬剤師調査（平成 24年）」の結果を紹介しておられます。

その原因として平成 16 年 4月から必修化された新臨床研修制度の影響が大きいことは疑う余

地がありません。厚生労働省のホームページによりますと、平成 26年度の臨床研修医の採用実

績は 7,792 人で、大都市部のある 6都府県（東京、神奈川、愛知、京都、大阪、福岡）だけで

44.4％が採用されているようです。

　本年 2月 22 日（日）に日本医師会館で開催された母子保健講習会で、厚生労働省医政局総務

課長による「医師の地域偏在、診療科偏在について」と題する講演が行われ（報告記事を同じく

5月号に掲載）、その中で「現在の医師確保対策」について説明されました。女性医師対策（勤務

体制・診療体制への配慮、育児・生活の支援、保育環境の整備、復職支援などで女性医師の離職

率を減少させる）こともその一つですが、最も主要なものは「地域枠」の活用とのことです。地

域医療支援センターが中心となって、地域の中で必要な医師を配置していこうとするもので、そ

のために総額 904 億円という基金を有効活用するというスキームになっているそうです。臨床研

修制度の再評価もお願いしたいところですが、「地域枠」が地方の医師確保対策の目玉であるなら

ば、関係各位のご尽力により制度が趣旨に則って最大限有効に機能することを願ってやみません。

（理事　沖中　芳彦）

編集
後記

　最新情報は当会HPにて

　問い合わせ先 : 山口県医師会医師等無料職業紹介所
　　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1
　　　　山口県医師会内ドクターバンク事務局
　　　　　TEL:083-922-2510　FAX:083-922-2527
　　　　　　E-mail:info@yamaguchi.med.or.jp

求人情報　1件　　　求職情報　0件

山口県ドクターバンク
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